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日
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企
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け
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職
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実
態
と
課
題
（
谷
田
部
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一

日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る

退
職
管
理
の
実
態
と
課
題

谷
田
部　
　

光　
　

一

一　

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
を
対
象
と
す
る
退
職
管
理
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

人
材
フ
ロ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
入
口
と
し
て
の
人
材
の
採
用
管
理
、
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
配
置
・
異
動
管
理
、
出
口
と
し
て
の
退
職

管
理
で
構
成
さ
れ
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
雇
用
管
理
の
領
域
で
中
核
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
人
材
フ
ロ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
う
ち
退
職
管
理
に
は
、
定
年
制
度
を
軸
に
、
解
雇
、
自
己
都
合
退
職
、
早
期
退
職
、
転
籍
、
雇
用
延
長
な
ど
、
様
々
な
態
様
と
雇
用
プ

ロ
セ
ス
に
応
じ
た
多
様
な
種
類
の
制
度
・
施
策
が
存
在
す
る
。
既
に
筆
者
は
別
稿
（
1
）

で
定
年
制
度
を
中
心
に
継
続
雇
用
（
勤
務
延
長
・
再
雇

論　

説

（
二
九
五
）
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二

用
）
制
度
も
併
せ
て
論
じ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
以
外
の
退
職
管
理
に
係
る
制
度
・
施
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

し
か
も
、
従
業
員
全
般
で
は
な
く
、
中
高
年
社
員
層
を
対
象
に
し
た
制
度
・
施
策
に
焦
点
を
当
て
る
。
定
年
制
度
と
関
連
す
る
退
職
管

理
の
実
態
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
企
業
主
体
に
よ
る
退
職
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
従
業
員
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
選
択
の
視
点
も
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

本
稿
の
大
ま
か
な
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
従
業
員
全
体
を
対
象
に
し
た
一
般
的
な
退
職
の
態
様
・
種
類
に
つ
い
て
概
観

し
た
う
え
で
、
中
高
年
社
員
を
対
象
と
す
る
退
職
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
考
察
す
る
。
こ
れ
ら
の
実
態
を
受
け
、
企
業
に
よ

る
雇
用
調
整
と
し
て
の
退
職
管
理
と
キ
ャ
リ
ア
支
援
、
そ
れ
に
対
す
る
従
業
員
の
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
選
択
と
の
相
互
関
係
を
論
じ
、
さ

ら
に
中
高
齢
層
の
就
業
継
続
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
最
後
は
、
む
す
び
に
か
え
て
中
高
年
社
員
の
複
線
型
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ

ア
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
提
案
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
「
中
高
年
社
員
」
の
年
齢
は
、
お
お
む
ね
四
五
歳
前
後
か
ら
六
〇
歳
代
ま
で
の
層
を
想
定
し
て
い
る
。
ま

た
、
本
稿
で
論
じ
る
の
は
民
間
企
業
に
お
け
る
退
職
管
理
で
あ
る
。

二　

従
業
員
の
退
職
の
種
類
、
多
様
な
退
職
管
理

中
高
年
社
員
に
限
ら
ず
、
民
間
企
業
に
お
け
る
従
業
員
全
体
を
対
象
と
し
た
退
職
の
態
様
・
種
類
を
整
理
し
た
の
が
図
表
1
で
あ
る
。

企
業
が
主
体
の
「
解
雇
」、
従
業
員
に
よ
る
「
自
発
的
退
職
」、
制
度
的
な
「
自
動
的
退
職
」
に
大
き
く
分
類
で
き
る
。
し
か
も
、
企
業
に

よ
る
解
雇
な
の
か
、
そ
れ
と
も
従
業
員
に
よ
る
自
発
的
退
職
な
の
か
、
境
界
線
が
曖
昧
な
退
職
の
態
様
も
存
在
す
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の

（
二
九
六
）
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課
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三

区
分
に
つ
い
て
概
要
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

⑴　
（
企
業
に
よ
る
）
解
雇

企
業
に
よ
る
解
雇
に
も
種
類
が
あ
る
。「
普
通
解
雇
」
は
、
労
働
能

力
の
不
足
、
勤
務
成
績
不
良
、
規
律
性
の
欠
如
な
ど
を
理
由
と
す
る
解

雇
で
あ
る
。「
懲
戒
解
雇
」
は
懲
戒
処
分
の
最
も
重
い
措
置
で
、
企
業

に
対
す
る
重
大
な
非
違
行
為
、
経
営
秩
序
に
対
す
る
著
し
い
混
乱
・
妨

害
行
為
、
企
業
の
名
誉
を
毀
損
す
る
反
社
会
的
行
為
な
ど
が
あ
っ
た
場

合
に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
退
職
金
を
支
給
し
な
い
例
が
多
い
。「
諭
旨

解
雇
」
は
懲
戒
解
雇
を
情
状
に
応
じ
て
軽
減
し
た
処
分
で
あ
る
。
退
職

を
勧
告
し
て
普
通
解
雇
か
自
己
都
合
退
職
（
諭
旨
退
職
）
扱
い
と
し
、

退
職
金
は
一
部
あ
る
い
は
自
己
都
合
退
職
分
を
支
給
す
る
が
、
勧
告
に

従
わ
な
い
場
合
は
懲
戒
解
雇
に
な
る
。

「
整
理
解
雇
」
は
企
業
業
績
が
悪
化
し
た
と
き
に
、
一
定
の
基
準
で

対
象
者
を
選
定
し
て
解
雇
（
人
員
整
理
）
す
る
措
置
で
あ
る
。
解
雇
に

あ
た
っ
て
具
体
的
な
従
業
員
を
指
名
す
る
の
で
「
指
名
解
雇
」
と
い
う

場
合
も
あ
る
。
整
理
解
雇
の
有
効
性
の
判
断
に
関
し
て
は
、
①
経
営
上

の
高
度
の
必
要
性
、
②
解
雇
回
避
の
努
力
、
③
対
象
者
選
定
の
合
理
性
、

図表 1　退職の態様・種類

（
二
九
七
）



政
経
研
究　

第
五
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

四

④
労
働
者
・
労
働
組
合
に
対
す
る
説
明
・
協
議
、
│
い
わ
ゆ
る
整
理
解
雇
の
四
要
件
（
あ
る
い
は
四
要
素
）
が
必
要
だ
と
す
る
判
例
法
理
が

形
成
さ
れ
て
い
る
。

日
本
企
業
の
場
合
、
経
営
不
振
に
陥
っ
て
も
解
雇
は
最
後
の
手
段
で
あ
っ
て
、
な
る
べ
く
実
施
し
な
い
と
い
わ
れ
て
き
た
（
2
）

。
整
理
解
雇

は
年
齢
が
高
く
勤
続
の
長
い
中
高
年
社
員
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
経
営
状
況
が
回
復
し
て
再
度
労
働
力
が
必
要
に
な
っ
て
も
、

解
雇
し
た
労
働
者
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
自
社
の
業
務
に
習
熟
し
た
労
働
者
を
短
期
間
で
確
保
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
整
理
解
雇
の

対
象
と
な
ら
ず
に
残
っ
た
従
業
員
は
、
若
年
層
も
含
め
て
働
く
モ
ラ
ー
ル
が
低
下
し
て
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
ら
ず
、
結
果
的
に
企

業
業
績
に
好
影
響
は
与
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
長
期
継
続
雇
用
慣
行
（
い
わ
ゆ
る
〝
終
身
雇
用
〞）
が
定
着
し
た
高
度
経
済
成
長
期
以
降
か
ら
今
日
ま
で
、
不
況
期

や
企
業
経
営
の
悪
化
時
に
は
、
後
述
す
る
「
希
望
退
職
」
も
含
め
て
「
整
理
解
雇
」
は
繰
り
返
し
実
施
さ
れ
て
き
た
（
3
）

。

⑵　

自
発
的
退
職
（
任
意
退
職
）

従
業
員
の
自
発
的
退
職
（
任
意
退
職
）
の
典
型
は
「
自
己
都
合
退
職
」
で
あ
る
。
転
職
の
た
め
、
家
業
を
継
ぐ
た
め
、
自
営
業
を
始
め

る
た
め
、
起
業
す
る
た
め
、
大
学
院
や
専
門
学
校
へ
入
学
す
る
た
め
、
完
全
引
退
な
ど
、
自
己
都
合
退
職
に
至
る
理
由
は
様
々
で
あ
る
。

た
だ
、
自
己
都
合
と
い
い
な
が
ら
、
家
族
の
介
護
・
看
病
の
た
め
、
配
偶
者
の
転
勤
の
た
め
な
ど
、
家
族
都
合
で
不
本
意
な
が
ら
退
職
す

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

企
業
の
恒
常
的
な
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
た
「
早
期
退
職
優
遇
制
度
」
や
「
選
択
定
年
制
度
」
な
ど
の
選
択
型
退
職
シ
ス
テ
ム
を
利
用

し
て
、
従
業
員
が
真
に
自
ら
の
意
思
に
よ
り
定
年
前
に
早
期
退
職
す
る
場
合
も
、
自
発
的
退
職
に
含
め
ら
れ
る
。
な
お
、
早
期
退
職
優
遇

制
度
と
選
択
定
年
制
度
の
内
容
に
関
し
て
は
、
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
説
明
す
る
。 （

二
九
八
）
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五

⑶　

自
動
的
退
職
（
当
然
退
職
）

解
雇
や
自
己
都
合
退
職
な
ど
以
外
に
も
、
企
業
の
就
業
規
則
等
で
制
度
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
自
動
的
な
退
職
の
仕
組
み
が
あ
る
。

図
表
1
で
は
自
動
的
退
職
（
当
然
退
職
）
と
分
類
し
て
お
り
、「
定
年
退
職
」
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
労
働
契
約
期
間
満
了
や
休
職
期
間
満

了
に
よ
る
退
職
、
死
亡
に
よ
る
退
職
も
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑷　

退
職
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

前
述
し
た
よ
う
に
、
企
業
に
よ
る
解
雇
な
の
か
、
従
業
員
の
意
思
に
よ
る
退
職
な
の
か
境
目
の
曖
昧
な
退
職
措
置
も
存
在
す
る
。
図
表

1
で
、
解
雇
に
よ
る
退
職
群
と
自
発
的
退
職
群
の
間
に
、
破
線
で
囲
っ
た
項
目
群
で
あ
る
。「
退
職
勧
奨
」
は
希
望
退
職
を
集
団
的
に
募

集
す
る
と
き
に
会
社
側
か
ら
働
き
か
け
る
こ
と
も
多
い
が
、
そ
れ
以
外
で
も
会
社
が
判
断
す
る
成
績
や
能
力
不
良
者
等
を
対
象
に
、
個
別

的
に
い
わ
ゆ
る
「
肩
た
た
き
」
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
た
従
業
員
が
自
己
都
合
退
職
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

「
希
望
退
職
」
は
、
業
績
悪
化
時
に
お
け
る
「
整
理
解
雇
」
の
前
段
と
し
て
、
年
齢
、
勤
続
、
そ
の
他
会
社
が
設
定
す
る
応
募
条
件
を

提
示
し
て
、
期
限
と
目
標
人
数
を
定
め
て
退
職
希
望
者
を
募
集
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
希
望
退
職
の
要
件
・
条
件
の
多
く
は
、
希
望
退
職

者
が
少
な
い
場
合
に
最
終
手
段
と
し
て
実
施
さ
れ
る
整
理
解
雇
の
要
件
・
条
件
に
な
る
。
希
望
退
職
の
募
集
に
あ
た
っ
て
は
退
職
金
等
の

上
積
み
が
あ
る
の
だ
が
、
整
理
解
雇
に
移
行
す
る
と
不
利
に
な
る
。
し
か
し
、
従
業
員
の
意
思
だ
け
に
依
存
し
て
は
、
会
社
と
し
て
退
職

し
て
欲
し
い
従
業
員
が
応
募
せ
ず
、
残
っ
て
欲
し
い
従
業
員
が
応
募
す
る
可
能
性
が
あ
る
（
4
）

。
そ
れ
で
、
退
職
し
て
欲
し
い
従
業
員
に
対
し

て
は
個
別
に
「
肩
た
た
き
」（
退
職
勧
奨
）
を
行
い
、
残
っ
て
欲
し
い
従
業
員
に
は
「
逆
肩
た
た
き
」（
慰
留
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
う
し
て
希
望
退
職
に
応
じ
る
と
、
官
庁
統
計
上
は
自
発
的
退
職
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
が
、
自
発
的
で
な
い
応
募
者
も
実
際
に
は
か
な
り

の
人
数
で
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
九
九
）
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な
お
、
希
望
退
職
実
施
に
よ
る
企
業
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、「
整
理
解
雇
」
で
指
摘
し
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
整
理
解

雇
を
回
避
す
る
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
経
営
合
理
化
策
の
一
環
と
し
て
、
今
日
で
は
希
望
退
職
が
以
前
よ
り
も
比
較
的
緩
や
か
に
多
用

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
企
業
が
希
望
退
職
の
実
施
に
あ
た
っ
て
「
早
期
退
職
を
実
施
す
る
」
と
、
あ
え
て
後
述
す
る
「
早
期
退
職
優
遇
制

度
」
と
混
同
す
る
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。

「
転
籍
」
は
、
現
在
の
企
業
を
退
職
し
て
転
籍
先
企
業
と
新
た
に
労
働
契
約
を
結
ぶ
仕
組
み
で
あ
る
。
労
働
者
が
主
体
的
に
意
思
決
定

す
る
転
職
と
は
異
な
り
、
転
籍
元
企
業
と
転
籍
先
企
業
が
労
働
者
の
移
籍
に
何
ら
か
の
形
で
関
与
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
企
業

や
取
引
先
企
業
間
で
転
籍
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
労
働
契
約
の
当
事
者
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
労
働
者
の
個
別
的

な
同
意
が
な
い
と
法
的
に
は
実
施
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
労
働
者
が
転
籍
に
応
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
会
社
を
自
分
の
意
思
で
退

職
す
る
こ
と
に
な
る
（
自
発
的
退
職
）。
し
か
し
、
転
籍
に
い
た
る
ま
で
の
従
業
員
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
は
単
純
な
自
発
的
退
職
と
は
異

な
る
。
そ
れ
も
含
め
て
、
転
籍
に
関
し
て
は
中
高
年
社
員
の
退
職
管
理
の
と
こ
ろ
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
解
雇
と
自
発
的
退
職
の
間
に
は
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
と
し
て
の
「
自
発
的
と
は
い
え
な
い
自
発
的
退
職
」
あ
る
い
は
半

自
発
的
退
職
と
も
い
え
る
形
態
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

三　

中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態

1　

中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
の
概
要

図
表
2
が
、
中
高
年
社
員
を
対
象
と
し
た
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
関
連
す
る
制
度
・
施
策
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ま
と
め
た
も

（
三
〇
〇
）



日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

七

の
で
あ
る
。
従
業
員
全
般
の
退
職
に
つ
い
て
整
理
し
た
前
掲
図
表
1
と
共
通
す
る
制
度
・
施
策
も
あ
る
が
、「
解
雇
」
と
一
般
的
な
自
発

的
退
職
で
あ
る
「
自
己
都
合
退
職
」
は
検
討
の
対
象
外
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
①
「
定
年
退
職
・
雇
用
延
長
」
を
除
け
ば
、
主
と
し
て
定

年
前
の
退
職
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
。

定
年
制
度
と
雇
用
延
長
（
継
続
雇
用
）
制
度
に
関
し
て
は
、「
一　

は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
と
お
り
既
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
（
5
）

。
し
か

し
、
継
続
雇
用
制
度
に
関
し
て
は
、
定
年
到
達
者
の
雇
用
延
長
の
観
点
か
ら
の
み
検
討
し
て
い
る
。
実
際
に
は
、
継
続
雇
用
制
度
（
勤
務

延
長
制
度
や
再
雇
用
制
度
）
が
適
用
さ
れ
、
定
年
を
超
え
て
雇
用
が
延
長
さ
れ
て
も
、
定
め
ら
れ
た
年
齢
に
到
達
す
れ
ば
退
職
す
る
こ
と
に

な
る
。
た
だ
、
勤
務
延
長
後
退
職
や
再
雇
用
後
退
職
に

関
し
て
は
今
回
の
検
討
対
象
と
し
な
い
。

②
「
出
向
・
転
籍
」
の
う
ち
転
籍
は
、
定
年
前
に
退

職
し
て
別
企
業
に
移
籍
す
る
形
が
多
い
も
の
の
、
定
年

時
移
籍
（
転
籍
）
と
い
う
パ
タ
ー
ン
も
あ
る
。
出
向
は

出
向
元
企
業
に
在
籍
し
た
ま
ま
な
の
で
直
接
的
に
は
退

職
と
は
い
え
な
い
が
、
数
年
先
の
転
籍
を
前
提
に
出
向

す
る
ケ
ー
ス
も
多
い
の
で
、
転
籍
と
同
一
グ
ル
ー
プ
と

し
た
。
③
「
早
期
退
職
優
遇
制
度
・
選
択
定
年
制
度
」

は
、
従
業
員
の
意
思
に
よ
る
選
択
型
退
職
シ
ス
テ
ム
の

典
型
で
あ
る
。
ま
た
、
④
「
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
支
援

図表 2　中高年社員の退職管理システム

① 定年退職

雇用延長（継続雇用）

勤務延長後退職、再雇用後退職

② 出　向

転籍予定出向

出向後転籍

出向後定年、出向後定年時転籍

転　籍

定年前転籍

定年時転籍

③ 早期退職優遇制度

選択定年制度

④ セカンドキャリア支援制度（狭義）

転職支援制度

転身（進）・独立支援制度

（
三
〇
一
）



政
経
研
究　

第
五
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

八

制
度
」
は
、
転
職
支
援
制
度
や
転
身
（
転
進
）
支
援
制
度
、
独
立
支
援
制
度
な
ど
の
総
称
で
あ
り
、
従
業
員
の
選
択
的
退
職
に
対
し
て
上

記
③
よ
り
さ
ら
に
企
業
の
関
与
度
合
い
を
強
め
た
施
策
で
あ
る
。
以
下
、
②
〜
④
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
内
容
を
み
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

2　

出
向
と
転
籍

⑴　

出
向
・
転
籍
の
形
態

出
向
は
、
出
向
元
企
業
と
の
雇
用
関
係
（
労
働
契
約
）
を
維
持
し
た
ま
ま
出
向
先
企
業
の
指
揮
命
令
下
で
業
務
を
遂
行
す
る
就
業
形
態

で
、
出
向
先
企
業
と
の
雇
用
関
係
も
生
じ
る
二
重
の
労
働
契
約
関
係
に
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
か
つ
て
は
在
籍
出
向
と
い
う
言
い
方

も
あ
っ
た
が
、
最
近
は
単
に
出
向
と
言
う
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
転
籍
の
場
合
は
、
転
籍
元
企
業
と
の
労
働
契
約
を
解
除
し
転
籍

先
企
業
と
新
た
に
労
働
契
約
を
締
結
す
る
。
か
つ
て
は
転
籍
出
向
と
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
単
に
転
籍
と
言
う
よ
う
に
な
っ

た
。
な
お
、
中
高
年
社
員
の
退
職
管
理
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
近
年
は
会
社
分
割
、
事
業
譲
渡
に
よ
る
転
籍
も
少
な
く
な
い
。

前
述
し
た
と
お
り
、
出
向
は
転
籍
と
異
な
り
直
接
的
に
は
退
職
シ
ス
テ
ム
と
は
い
え
な
い
の
だ
が
、
転
籍
予
定
出
向
の
場
合
は
、
ト
ラ

イ
ア
ル
と
し
て
の
出
向
期
間
中
の
職
務
遂
行
状
況
に
よ
っ
て
、
出
向
先
企
業
と
労
働
者
が
合
意
す
れ
ば
転
籍
に
移
行
す
る
こ
と
が
前
提
に

な
っ
て
い
る
。
出
向
先
企
業
が
労
働
者
を
雇
用
す
る
か
ど
う
か
選
別
す
る
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
も
当
該
企
業
に
そ
の
ま
ま
転
籍
す
る
か

ど
う
か
の
選
択
肢
を
持
っ
て
い
る
。
合
意
が
成
立
せ
ず
出
向
先
か
ら
復
帰
す
る
こ
と
も
あ
り
、
も
と
も
と
が
転
籍
つ
ま
り
出
向
元
企
業
か

ら
の
退
職
を
予
定
し
た
出
向
な
の
で
、
別
の
企
業
に
再
度
出
向
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
い
う
。
出
向
後
転
籍
と
い
う
形
態
は
、
必
ず
し
も

転
籍
が
前
提
に
な
っ
て
い
な
い
出
向
の
場
合
だ
が
、
結
果
的
に
転
籍
予
定
出
向
と
同
様
な
プ
ロ
セ
ス
で
転
籍
に
移
行
す
る
。
出
向
後
定
年

（
三
〇
二
）



日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

九

は
、
出
向
の
ま
ま
出
向
元
企
業
の
定
年
を
迎
え
る
形
態
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
時
点
で
退
職
す
る
ケ
ー
ス
、
出
向
元
企
業
の
継
続
雇

用
制
度
（
勤
務
延
長
・
再
雇
用
）
に
移
行
す
る
ケ
ー
ス
、
出
向
先
企
業
に
転
職
す
る
ケ
ー
ス
な
ど
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
中
高
年
社
員
を
対
象
と
し
た
出
向
は
転
籍
と
セ
ッ
ト
に
な
り
（
出
向
・
転
籍
）、
中
高
年
社
員
の
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム

の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
。
企
業
間
の
強
い
つ
な
が
り
（
強
い
紐
帯
）
に
基
づ
く
こ
と
の
多
い
出
向
・
転
籍
は
、
能
力
の
マ
ッ
チ
ン
グ
だ

け
で
な
く
、
転
職
者
の
新
し
い
職
場
へ
の
適
合
を
見
定
め
る
プ
ロ
セ
ス
を
提
供
し
、
一
種
の
バ
ッ
フ
ァ
ー
と
し
て
円
滑
な
転
職
に
つ
な

が
っ
て
い
る
、
と
い
う
研
究
も
あ
る
（
6
）

。

⑵　

出
向
・
転
籍
の
目
的

若
手
か
ら
中
堅
社
員
を
対
象
と
す
る
出
向
は
、
従
業
員
の
能
力
開
発
、
人
材
育
成
が
主
要
目
的
だ
が
、
中
高
年
社
員
を
対
象
と
す
る
出

向
と
転
籍
の
目
的
は
や
や
異
な
る
。
し
か
も
、
出
向
と
転
籍
が
セ
ッ
ト
で
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
で
も
分
る
よ
う
に
、
両
者
の
ね

ら
い
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
出
向
・
転
籍
先
企
業
の
経
営
指
導
、
技
術
指
導
、
②
出
向
・
転
籍
先
企
業
の
人
材
不
足
対

策
、
③
出
向
・
転
籍
元
企
業
と
出
向
・
転
籍
先
企
業
の
人
的
結
び
つ
き
強
化
、
業
務
連
携
強
化
、
④
出
向
・
転
籍
元
企
業
の
雇
用
調
整
・

人
員
削
減
、
⑤
出
向
・
転
籍
元
企
業
の
ポ
ス
ト
不
足
対
策
、
⑥
出
向
・
転
籍
元
企
業
の
中
高
年
社
員
の
雇
用
機
会
確
保
、
な
ど
で
あ
る
（
7
）

。

①
〜
③
は
前
向
き
で
あ
る
が
、
④
〜
⑥
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
ろ
向
き
の
イ
メ
ー
ジ
が
持
た
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
中
高
年
社
員
に

と
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
身
に
付
け
た
職
業
能
力
を
引
続
き
発
揮
・
活
用
で
き
る
場
と
機
会
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
し
、
キ
ャ
リ
ア
開

発
・
形
成
の
観
点
か
ら
は
、
さ
ら
に
キ
ャ
リ
ア
を
ア
ッ
プ
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
出
向
・
転
籍
元
企
業
の
目
的
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
中

高
年
社
員
自
身
が
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
を
豊
か
に
す
る
チ
ャ
ン
ス
、
新
天
地
で
活
躍
す
る
チ
ャ
ン
ス
、
社
会
に
貢
献
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
と

前
向
き
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
三
〇
三
）
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〇

⑶　

出
向
・
転
籍
の
実
施
状
況

図
表
3
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
に
よ
る
五
〇
歳
以
上
の
正
社
員

を
対
象
に
し
た
早
期
退
職
優
遇
制
度
な
ど
の
実
施
状
況
に
関
す
る
調
査
結
果

で
あ
る
（
8
）

。
同
調
査
の
対
象
年
齢
は
、
本
稿
が
想
定
す
る
検
討
対
象
の
下
限
で

あ
る
四
五
歳
前
後
よ
り
は
少
し
高
い
五
〇
歳
以
上
だ
が
、
中
小
零
細
企
業
も

含
め
た
わ
が
国
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
取
組
の
実
態
を
把
握

す
る
資
料
と
し
て
利
用
で
き
る
。
図
表
3
に
よ
る
と
、
自
社
か
ら
他
社
へ
の

「
転
籍
」
は
、
企
業
規
模
計
で
わ
ず
か
2
・
2
％
の
企
業
で
し
か
実
施
し
て
お

ら
ず
、「
出
向
後
定
年
時
に
移
籍
」
す
る
実
績
が
あ
っ
た
企
業
は
1
・
1
％
の

み
で
あ
る
。
規
模
計
で
み
た
実
施
企
業
の
割
合
は
低
い
が
、
企
業
規
模
別
に

実
施
割
合
を
み
る
と
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
で
は
転
籍
が
11
・
7
％
、
出

向
後
定
年
時
移
籍
は
8
・
6
％
で
、
一
方
、
一
〇
〇
〇
人
未
満
企
業
は
転
籍

が
1
・
3
％
〜
3
・
5
％
、
出
向
後
定
年
時
移
籍
は
0
・
3
％
〜
3
・
0
％
で
あ

り
、
規
模
格
差
が
大
き
い
こ
と
が
分
る
。
ま
た
、
集
計
結
果
の
掲
載
は
省
略

し
た
が
、
全
体
的
に
実
際
の
適
用
従
業
員
数
は
少
な
い
し
、
調
査
対
象
期
間

の
一
年
間
に
適
用
者
が
い
な
い
企
業
も
あ
る
。

な
お
、
同
調
査
に
お
け
る
回
答
企
業
の
規
模
別
割
合
は
、
わ
が
国
企
業
の

図表 3　50 歳以上の正社員を対象とした早期退職優遇制度等の実施状況

 （単位：％）

制度の内容
企業規模

計

100人

未満

100人～

300人未満

300人～

1,000人未満

1,000人

以上

出向後定年時に移籍 1.1 0.3 0.6 3.0 8.6

転籍 2.2 1.3 2.0 3.5 11.7

早期退職優遇制度 4.0 1.6 3.8 7.6 25.7

転職支援のための取組み

（転籍は除く）

0.8 0.3 0.8 1.3 5.9

独立開業支援のための取組み 0.7 0.4 0.6 0.9 3.6

出所： 労働政策研究・研修機構「高年齢者の雇用に関する調査（企業調査）」

（2015 年）

（注） 　調査結果の詳細は「労働政策研究・研修機構 調査シリーズ№ 156」（2016

年 5 月）参照。

（
三
〇
四
）



日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

一
一

規
模
別
構
成
を
反
映
し
て
三
〇
〇
人
未
満
が
約
82
％
と
圧
倒
的
多
数
を
占
め

て
お
り
、
規
模
計
の
実
施
割
合
は
そ
う
し
た
中
小
規
模
企
業
の
実
態
を
示
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
調
査
結
果
に
限
ら
ず
、
一
般
論
と
し
て
も
中
小
零
細

企
業
で
出
向
や
転
籍
を
実
施
す
る
割
合
は
少
な
く
、
大
企
業
で
実
施
す
る
割

合
が
多
い
。
中
小
企
業
は
出
向
と
転
籍
を
受
け
入
れ
る
側
で
あ
っ
て
、
送
り

出
す
側
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
9
）

。
大
企
業
の
場
合
は
出
向
、
転
籍
と
も
送
り
出

し
側
、
受
け
入
れ
側
双
方
の
立
場
に
な
る
比
率
は
高
い
が
（
10
）

、
中
高
年
社
員
に

つ
い
て
は
と
く
に
送
り
出
す
側
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
出
向
・
転
籍
で
送
り
出
し
側
の
主
体
と
な
る
主
要
企
業
対
象
の

調
査
結
果
を
み
て
み
よ
う
。
図
表
4
は
、
労
務
行
政
研
究
所
が
上
場
企
業
中

心
に
三
年
ご
と
に
実
施
し
て
い
る
「
人
事
労
務
諸
制
度
実
施
状
況
調
査
」
の

結
果
で
あ
る
。
調
査
項
目
が
継
続
し
て
い
る
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
一
三
年

ま
で
五
回
分
の
調
査
を
掲
載
し
て
あ
る
（
11
）

。
同
調
査
の
場
合
は
中
高
年
社
員
に

対
象
を
限
定
し
て
い
な
い
が
、
出
向
制
度
（
同
調
査
で
は
在
籍
出
向
）
の
実
施

企
業
割
合
は
、
回
答
企
業
の
一
定
割
合
が
毎
回
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
72
・
9
％
〜
78
・
0
％
と
75
％
前
後
を
維
持
し
て
い
る
。
転
籍
制
度

（
同
調
査
で
は
転
籍
出
向
）
は
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
35
％
台
が
続
き
二
〇
一
三

図表 4　主要企業における各種退職管理の実施状況の推移

 （単位：％）

調査年

（集計社数）

2001 年

（372社）

2004 年

（260社）

2007 年

（229社）

2010 年

（221社）

2013 年

（214社）

在籍出向 78.0 75.4 72.9 73.8 78.0

転籍出向 35.2 35.4 35.8 35.3 44.4

選択定年制

・早期退職優遇制度 34.1 39.6 22.3 21.7 25.2

転進・独立援助制度 4.8 8.1 4.8 7.2 5.6

出所：労務行政研究所「人事労務諸制度実施状況調査（各年）」

　　　（2007 年までの調査名は「人事労務管理諸制度実施状況調査」）

（注） 　調査対象は、全国証券市場（新興市場も含む）の上場企業と、それに匹

敵する非上場企業（資本金 5億円以上かつ従業員 500 人以上）。

（
三
〇
五
）
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経
研
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五
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

一
二

年
は
44
・
4
％
で
あ
っ
た
が
、
大
ま
か
に
い
っ
て
35
％
〜
40
％
程
度
の
実
施
割
合
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
図
表
3
の
一
〇
〇
〇
人
以
上

規
模
企
業
の
数
値
と
は
異
な
る
も
の
の
、
図
表
4
の
調
査
結
果
（
従
業
員
規
模
三
〇
〇
人
未
満
の
上
場
企
業
が
含
ま
れ
る
）
を
み
る
限
り
、
主

要
企
業
に
お
け
る
出
向
と
転
籍
の
実
施
比
率
は
高
く
、
結
果
的
に
中
高
年
社
員
の
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

推
測
で
き
る
。

⑷　

出
向
・
転
籍
の
受
け
入
れ
企
業
と
送
り
出
し
企
業
と
の
関
係

出
向
・
転
籍
は
、
基
本
的
に
会
社
（
経
営
）
が
主
導
す
る
企
業
間
の
人
事
異
動
・
配
置
で
あ
る
。
た
だ
し
、
他
社
へ
出
向
あ
る
い
は
転

籍
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
出
向
・
転
籍
先
企
業
は
、
現
在
の
在
籍
企
業
つ
ま
り
出
向
・
転
籍
元
企
業
と
資
本
や
事
業
・
業
務
で
何
ら
か
の

緊
密
な
関
係
を
持
っ
た
企
業
が
多
い
。
資
本
関
係
に
あ
る
親
子
会
社
、
関
連
会
社
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
企
業
、
業
務
提
携
関
係
や
取
引
関
係

に
あ
る
企
業
で
あ
る
。
持
株
会
社
を
中
心
に
し
た
連
結
経
営
、
グ
ル
ー
プ
経
営
が
主
流
の
今
日
、
グ
ル
ー
プ
企
業
間
の
出
向
・
転
籍
は
、

い
わ
ば
グ
ル
ー
プ
人
事
、
拡
大
し
た
内
部
労
働
市
場
に
お
け
る
人
事
異
動
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
業
務
関
係
や
取
引
関
係
に
あ
る
企
業

と
の
出
向
・
転
籍
ま
で
広
げ
れ
ば
、
内
部
労
働
市
場
と
外
部
労
働
市
場
を
つ
な
ぐ
「
中
間
労
働
市
場
」
に
お
け
る
広
域
人
事
異
動
と
い
う

性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
た
だ
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
資
本
関
係
や
取
引
関
係
に
あ
る
企
業
だ
け
で
は
出
向
・
転
籍
先

を
確
保
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
そ
れ
以
外
の
企
業
に
対
象
を
拡
大
し
、
新
た
な
出
向
・
転
籍
先
を
探
索
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

る
（
12
）

。い
ず
れ
に
し
ろ
出
向
・
転
籍
に
お
い
て
は
、
労
働
者
が
自
己
判
断
で
行
う
転
職
と
は
異
な
り
、
出
向
・
転
籍
元
企
業
と
受
け
入
れ
先
企

業
の
積
極
的
意
思
、
意
図
が
介
在
し
、
対
象
と
な
る
従
業
員
は
そ
れ
を
能
動
的
あ
る
い
は
受
動
的
に
受
け
入
れ
、
同
意
す
る
プ
ロ
セ
ス
を

踏
む
。
し
か
し
な
が
ら
、
送
り
出
し
側
企
業
と
受
け
入
れ
側
企
業
が
特
定
労
働
者
の
出
向
・
転
籍
に
関
与
す
る
こ
と
で
、
一
般
的
な
転
職

（
三
〇
六
）



日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

一
三

よ
り
、
情
報
の
不
完
全
性
（
情
報
不
足
と
情
報
の
非
対
称
性
（
13
））

を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
出
向
・
転
籍
元
企
業
は
、
対
象
労
働

者
の
資
質
、
能
力
、
適
性
な
ど
の
情
報
を
有
し
て
お
り
、
出
向
・
転
籍
先
企
業
の
情
報
も
当
該
労
働
者
よ
り
は
豊
富
で
あ
る
。
受
け
入
れ

側
企
業
に
す
れ
ば
、
送
り
出
し
側
企
業
か
ら
対
象
労
働
者
の
職
務
経
歴
、
職
務
遂
行
能
力
そ
の
他
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
完
全

で
は
な
い
が
、
情
報
不
足
と
情
報
の
非
対
称
性
を
原
因
と
す
る
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
防
ぐ
蓋
然
性
は
高
ま
る
。

⑸　

出
向
・
転
籍
の
中
高
年
社
員
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
性
格

若
年
・
中
堅
社
員
を
対
象
と
す
る
出
向
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
能
力
開
発
・
人
材
育
成
の
意
味
合
い
が
強
い
が
、
中
高
年
社
員
を
対
象

と
す
る
出
向
・
転
籍
は
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
が
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
を
構
成
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
出
向
・
転
籍
の
目
的
で
み
た
よ

う
に
、
中
高
年
社
員
の
能
力
と
経
験
を
前
向
き
に
活
か
す
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
場
合
も
含
め
て
出
向
・
転
籍
元
企
業
の
雇
用

調
整
、
中
高
年
社
員
の
雇
用
機
会
確
保
策
と
し
て
の
役
割
、
機
能
を
か
な
り
の
割
合
で
有
し
て
い
る
。
大
企
業
で
は
、
出
向
・
転
籍
が
中

高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
受
け
入
れ
先
企
業

は
す
で
に
飽
和
状
態
で
あ
り
、
い
ま
や
出
向
・
転
籍
に
よ
る
雇
用
調
整
機
能
、
中
高
年
労
働
力
を
吸
収
す
る
機
能
は
弱
く
な
っ
て
い
る
と

い
う
指
摘
も
あ
る
（
14
）

。

当
初
か
ら
の
転
籍
や
転
籍
予
定
出
向
の
場
合
は
、
転
籍
元
企
業
の
定
年
（
た
と
え
ば
六
〇
歳
）
よ
り
長
い
転
籍
先
企
業
の
定
年
（
た
と
え

ば
六
五
歳
）
ま
で
在
籍
で
き
る
こ
と
な
ど
、
あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
有
利
な
条
件
を
提
示
で
き
な
け
れ
ば
、
従
業
員
の
同
意
を
得
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
い
。
転
籍
の
場
合
に
退
職
金
に
つ
い
て
支
給
率
等
の
優
遇
措
置
を
と
る
企
業
が
多
い
が
（
15
）

、
こ
れ
も
そ
の
施
策
の
一
つ
だ
ろ

う
。
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
よ
り
、
選
択
的
だ
が
定
年
延
長
や
継
続
雇
用
制
度
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
、
単
に
六
〇
歳
定
年
と
任
意

的
な
雇
用
延
長
（
勤
務
延
長
・
再
雇
用
）
を
組
み
合
わ
せ
て
い
た
こ
ろ
に
比
べ
、
出
向
・
転
籍
元
企
業
に
お
け
る
労
働
者
に
対
す
る
動
機
づ

（
三
〇
七
）
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一
四

け
と
運
用
は
難
し
く
な
る
。
そ
こ
で
企
業
に
よ
っ
て
は
中
高
年
社
員
向
け
の
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
選
択
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
定
年
後
の
同

じ
企
業
に
お
け
る
継
続
雇
用
（
勤
務
延
長
・
再
雇
用
）
の
ほ
か
、
定
年
前
の
出
向
（
転
籍
予
定
出
向
）・
転
籍
だ
け
で
な
く
、
早
期
退
職
優
遇

制
度
、
他
社
転
職
支
援
制
度
、
転
身
・
独
立
支
援
制
度
な
ど
各
種
の
選
択
肢
を
従
業
員
に
提
示
し
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
従
業
員
の
主
体

的
な
意
思
に
よ
っ
て
選
択
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
る
例
も
あ
る
（
選
択
型
退
職
シ
ス
テ
ム
）。

3　

早
期
退
職
優
遇
制
度

⑴　

類
似
概
念
の
整
理

こ
こ
で
、
早
期
退
職
優
遇
制
度
と
類
似
し
た
制
度
、
名
称
で
あ
る
選
択
定
年
制
度
、
希
望
退
職
制
度
の
内
容
、
概
念
に
関
し
て
ま
ず
整

理
し
て
お
く
。

現
在
で
は
早
期
退
職
優
遇
制
度
と
ほ
ぼ
同
様
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
仕
組
み
に
選
択
定
年
制
度
が
あ
る
。
か
つ
て
定
年
が
五
五
歳
か
ら

六
〇
歳
へ
延
長
さ
れ
る
こ
ろ
に
導
入
さ
れ
た
選
択
定
年
制
は
、
た
と
え
ば
、
①
今
ま
で
ど
お
り
の
仕
事
と
処
遇
（
地
位
と
賃
金
）
を
保
障

す
る
が
五
五
歳
で
退
職
す
る
、
②
賃
金
は
若
干
ダ
ウ
ン
す
る
が
六
〇
歳
ま
で
自
社
で
勤
務
で
き
る
、
③
子
会
社
等
関
連
会
社
に
転
籍
し
て

処
遇
は
大
幅
に
変
わ
る
が
六
五
歳
ま
で
勤
務
で
き
る
、
と
い
う
選
択
肢
か
ら
従
業
員
の
意
思
（
会
社
の
承
諾
が
必
要
な
企
業
事
例
も
あ
る
）
で

五
〇
歳
時
点
に
選
択
す
る
│
と
い
っ
た
制
度
で
あ
る
。
こ
の
企
業
事
例
で
い
え
ば
、
定
年
年
齢
の
選
択
と
賃
金
等
の
処
遇
が
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

だ
が
、
選
択
定
年
制
度
と
い
っ
て
も
こ
こ
に
挙
げ
た
内
容
と
は
異
な
る
企
業
事
例
も
多
く
、
単
に
定
年
前
に
退
職
す
る
と
退
職
金
等
で

自
己
都
合
よ
り
優
遇
さ
れ
る
制
度
も
選
択
定
年
制
と
称
す
る
企
業
が
次
第
に
増
加
し
た
。
た
し
か
に
、
本
来
の
定
年
た
と
え
ば
六
〇
歳
よ

（
三
〇
八
）



日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

一
五

り
前
の
五
五
歳
か
ら
五
九
歳
ま
で
に
従
業
員
が
自
分
の
意
思
で
早
期
退
職
す
れ
ば
、
従
業
員
が
定
年
年
齢
を
選
択
す
る
制
度
＝
選
択
定
年

制
度
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
場
合
の
選
択
定
年
制
度
に
も
退
職
金
の
優
遇
＝
加
算
が
あ
る
の
で
、
早
期
退
職
優
遇
制
度
と
内

容
的
に
は
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
一
定
の
条
件
の
下
に
本
来
の
定
年
前
に
従
業
員
が
自
主
的
に
退
職
し
、
退
職
金
の
上
積

み
が
あ
る
制
度
を
一
般
的
に
は
早
期
退
職
優
遇
制
度
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
キ
ャ
リ
ア
選
択
の
視
点
か
ら
は
、
選
択
定
年
制
度
と
い
う

呼
び
方
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
で
も
、
以
下
で
説
明
す
る
仕
組
み
を
選
択
定
年
制
度
と
称
し
て
い
る
企
業
は
多
い

が
、
こ
こ
で
は
早
期
退
職
優
遇
制
度
の
呼
称
で
統
一
す
る
。

も
う
一
つ
紛
ら
わ
し
い
制
度
に
希
望
退
職
制
度
が
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
と
お
り
雇
用
調
整
の
一
環
と
し
て
、
通
常
は
整
理
解
雇
の

前
段
と
し
て
実
施
さ
れ
る
。
定
年
よ
り
前
の
本
人
の
〝
希
望
〞
に
よ
る
早
期
退
職
で
あ
り
、
退
職
金
が
大
幅
に
加
算
さ
れ
る
の
で
、
現
象

的
に
は
早
期
退
職
優
遇
制
度
と
同
じ
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
も
、
企
業
イ
メ
ー
ジ
に
配
慮
す
る
実
施
企
業
が
「
早
期
退
職
」
と
ソ
フ
ト
な

言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
、
マ
ス
コ
ミ
等
も
含
め
な
お
さ
ら
混
同
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
希
望
退
職
は
緊
急
的
な
雇
用

調
整
の
た
め
、
臨
時
的
施
策
と
し
て
期
限
を
短
く
区
切
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
結
果
的
に
は
同
様
に
退
職
に
つ
な
が
る
に
し
て
も
、
こ
こ
で

説
明
す
る
早
期
退
職
優
遇
制
度
の
場
合
は
恒
常
的
制
度
、
あ
る
い
は
期
限
を
設
け
る
場
合
に
も
長
期
的
に
設
定
さ
れ
、
そ
も
そ
も
の
趣
旨

が
キ
ャ
リ
ア
選
択
制
度
な
の
で
、
希
望
退
職
と
は
性
格
が
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

⑵　

早
期
退
職
優
遇
制
度
の
実
施
状
況

前
掲
図
表
3
に
よ
る
と
、
早
期
退
職
優
遇
制
度
の
実
施
状
況
は
企
業
規
模
計
で
4
・
0
％
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
一
〇
〇
〇
人
未
満
企
業

の
実
施
率
が
10
％
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
企
業
は
25
・
7
％
の
実
施
率
と
規
模
格
差
が
大
き
い
。

従
業
員
の
定
着
率
が
低
い
（
離
職
率
が
高
い
）
中
小
企
業
で
は
、
従
業
員
の
退
職
を
促
進
す
る
制
度
を
導
入
す
る
必
要
性
は
少
な
い
し
、

（
三
〇
九
）
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一
六

退
職
金
を
優
遇
す
る
だ
け
の
資
力
も
乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
制
度
も
や
は
り
大
企
業
向

け
の
施
策
で
あ
る
。
そ
こ
で
主
要
企
業
を
対
象
に
し
た
図
表
4
を
み
る
と
（
項
目
名
と
し
て

は
選
択
定
年
制
を
併
記
し
て
い
る
）、
調
査
年
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
は
あ
る
が
、
20
％
〜
40
％
の

実
施
率
で
あ
る
。
ま
た
、
上
場
企
業
を
対
象
に
し
た
図
表
5
を
み
る
と
、
こ
れ
も
調
査
年
に

よ
っ
て
増
減
し
て
い
る
が
、
最
近
で
は
40
％
程
度
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
超
大
企
業
を
対
象
と

し
た
中
労
委
調
査
（
16
）

で
は
、
集
計
二
一
六
社
の
う
ち
一
一
一
社
（
51
・
4
％
）
に
制
度
が
あ
る
。

制
度
と
し
て
の
実
施
率
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
実
際
の
利
用
者
数
や
利
用
者
の
割

合
は
、
図
表
3
の
基
と
な
っ
た
調
査
に
よ
る
と
少
な
い
し
、
調
査
対
象
期
間
に
適
用
者
が
ゼ

ロ
の
企
業
も
あ
る
（
集
計
結
果
の
掲
載
は
省
略
）。
他
に
良
好
な
雇
用
機
会
や
自
営
業
で
成
功

す
る
目
処
が
な
け
れ
ば
、
退
職
金
の
上
積
み
が
あ
っ
て
も
、
定
年
前
に
自
ら
退
職
す
る
こ
と

を
選
択
す
る
の
は
躊
躇
す
る
だ
ろ
う
。
日
本
経
済
が
厳
し
い
と
き
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

⑶　

早
期
退
職
優
遇
制
度
の
概
要

図
表
6
は
、
筆
者
が
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
時
代
に
早
期
退
職
優
遇
制
度
の
設
計
を
ア
ド
バ
イ

ス
し
た
際
の
フ
レ
ー
ム
で
あ
る
。
こ
の
枠
組
に
沿
い
、
か
つ
、
同
制
度
に
関
す
る
時
期
的
に

は
少
し
前
の
調
査
に
な
る
が
そ
の
結
果
（
17
）

も
参
考
に
し
な
が
ら
、
筆
者
が
理
解
し
て
い
る
早
期

退
職
優
遇
制
度
の
概
要
を
説
明
す
る
。
な
お
、
制
度
の
適
用
期
間
に
つ
い
て
は
、
恒
常
的
制

度
が
原
則
だ
が
、
一
部
ト
ラ
イ
ア
ル
的
な
実
施
も
含
め
て
適
用
期
間
を
数
年
に
限
定
す
る
企

図表 5　上場企業における早期退職優遇制度・転職支援制度の実施状況の推移

 （単位：％）

調査年

（集計社数）

2001 年

（339社）

2004 年

（253社）

2007 年

（173社）

2012 年

（154社）

2016 年

（133社）

早期退職優遇制度 59.8 45.1 50.9 39.0 39.1

転職（転進）支援制度 23.6 36.4 38.7 19.5 24.1

出所：日本生産性本部「日本的雇用・人事の変容に関する調査」

　　　（2007 年までの調査名は「日本的人事制度の変容に関する調査」） 

（注）　調査対象は全上場企業。 

（
三
一
〇
）



日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

一
七

業
事
例
も
あ
る
。

〈
適
用
者
の
要
件
〉

同
制
度
が
適
用
さ
れ
る
対
象
者
の
要
件
と
し
て
は
、
一
定
の
年
齢
と
勤
続
年
数
が
設
定
さ
れ
る
。
年
齢
要
件
の
場
合
は
、「
四
五
歳
、

五
〇
歳
、
五
五
歳
」
と
い
っ
た
年
齢
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
ほ
か
、「
四
五
歳
以
上
五
九
歳
ま
で
」
と
い
っ
た
年
齢
ゾ
ー
ン
で
設
定
す
る
方
法

が
あ
る
が
、
年
齢
ゾ
ー
ン
に
よ
る
設
定
企
業
が
主
流
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
年
齢
は
四
五
歳
以
上
と
五
〇
歳
以
上
が
多
く
、
か
つ
て
五
五

歳
か
ら
六
〇
歳
へ
定
年
延
長
し
た
際
の
名
残
で
あ
る
五
五
歳
以
上
は
最
近
減
少
し
、
逆
に
四
〇
歳
前
後
か
ら
適
用
す
る
企
業
が
出
て
き
た
。

勤
続
要
件
は
一
〇
年
が
最
も
多
く
、
そ
の
他
で
は
一
五
年
、
二
〇
年
が
多
い
。

退
職
金
を
優
遇
す
る
の
で
、「
会
社
が
承
認
す
る
者
」
と
い
う
要
件
を
設
定
す
る
会
社
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
が
キ
ャ
リ
ア
選
択
の
幅

を
拡
大
す
る
施
策
な
の
で
、
よ
ほ
ど
問
題
が
あ
る
従
業
員
で
な
い
限
り
適
用
し
て
も
運
用
は
緩
や
か
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
会
社
に

と
っ
て
有
為
な
人
材
の
ほ
う
が
他
に
良
好
な
雇
用
機
会
や
独
立
開
業
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
申
請
す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
こ
れ
に
対
し

て
経
営
側
が
承
認
し
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
優
秀
な
人
材
は
、
現
在
の
企
業
に
魅
力
が
な
け
れ
ば
早
期
退
職
優
遇
制

度
が
適
用
さ
れ
な
く
て
も
退
職
し
て
い
く
。

〈
退
職
金
の
優
遇
措
置
〉

早
期
退
職
優
遇
制
度
の
「
優
遇
」
の
中
心
は
、
退
職
金
の
加
算
措
置
で
あ
る
。
ま
ず
、
退
職
金
計
算
の
基
礎
給
だ
が
通
常
は
基
本
給
で
、

定
年
ま
で
在
籍
し
た
と
仮
定
し
た
基
本
給
を
用
い
る
方
法
も
あ
る
が
、
定
期
昇
給
の
査
定
や
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
な
ど
不
確
定
要
素
も
あ
る
の

で
、
一
般
的
に
は
退
職
時
の
基
本
給
を
用
い
る
。
ま
た
、
最
近
は
ポ
イ
ン
ト
制
な
ど
基
本
給
に
連
動
し
な
い
退
職
金
制
度
が
大
企
業
中
心

に
普
及
し
て
い
る
。

（
三
一
一
）
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八

勤
続
年
数
は
退
職
金
の
支
給
率
を
決
定
す
る
基
本
的
要
素
で
あ
る
（
勤
続
年
数
別
退
職
金
支
給
率
）。
定
年
ま
で
在
籍
す
る
と
仮
定
し
た

勤
続
年
数
を
用
い
る
企
業
も
あ
る
が
、
退
職
時
の
勤
続
年
数
を
用
い
る
企
業
の
ほ
う
が
多
い
。
退
職
事
由
別
支
給
係
数
は
、
勤
続
年
数
別

支
給
率
と
並
ん
で
退
職
金
額
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
会
社
都
合
扱
い
、
定
年
扱
い
、
自
己
都
合
扱
い
の
別
が
あ
り
、
会
社
都

合
と
定
年
を
同
じ
支
給
係
数
に
す
る
企
業
も
多
い
。
こ
の

支
給
係
数
に
つ
い
て
は
、
会
社
都
合
扱
い
・
定
年
扱
い
と

す
る
企
業
が
圧
倒
的
に
多
い
。

以
上
の
措
置
を
講
じ
る
の
で
特
別
な
加
算
は
行
わ
な
い

と
い
う
企
業
も
少
数
だ
が
存
在
す
る
。
し
か
し
一
般
的
に

は
、
退
職
時
基
本
給
に
退
職
時
ま
で
の
勤
続
年
数
に
応
じ

た
支
給
率
を
乗
じ
、
会
社
都
合
・
定
年
扱
い
の
支
給
係
数

で
退
職
金
を
計
算
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
金
額
の
上
積
み

を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
加
算
方
法
は
、
定
年
ま
で

の
残
余
勤
続
年
数
に
応
じ
て
、
①
定
額
を
加
算
す
る
、
②

賃
金
（
基
本
給
）
の
○
カ
月
分
を
加
算
す
る
、
③
所
定
退

職
金
の
○
％
加
算
す
る
、
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
。
②

が
比
較
的
多
い
が
、
中
小
企
業
で
は
①
の
定
額
で
加
算
す

る
例
も
多
く
、
③
も
そ
れ
な
り
の
導
入
企
業
が
あ
る
。

図表 6　　早期退職優遇制度のフレーム

⑴　適用者の要件

　①　年齢要件

　　ⓐ　年齢ポイント　　ⓑ　年齢ゾーン

　②　勤続要件

　③　会社の承認の有無

⑵　退職金の優遇措置

　①　退職金基礎給

　②　勤続年数の取扱い（退職金支給率）

　③　退職事由別支給係数の取扱い

　　ⓐ　会社都合扱い（定年扱い）　　ⓑ　自己都合扱い

　④　退職金の加算（残余勤続年数別）

　　ⓐ　定額加算　　ⓑ　（基本給）月数の○カ月加算

　　ⓒ　所定退職金の○％加算

⑶　適用期間

　①　期間限定

　②　恒常的制度

（
三
一
二
）



日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

一
九

勤
続
年
数
や
支
給
係
数
の
扱
い
よ
り
も
、
具
体
的
な
加
算
額
が
早
期
退
職
優
遇
制
度
の
実
効
性
を
決
定
す
る
。
実
際
の
加
算
額
は
企
業

に
よ
っ
て
か
な
り
大
き
な
格
差
が
あ
り
、
そ
の
程
度
の
加
算
額
で
は
早
期
退
職
に
応
募
す
る
従
業
員
は
い
な
い
だ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
金

額
を
設
定
し
て
い
る
企
業
も
あ
る
。
定
年
ま
で
引
続
き
在
籍
し
た
場
合
の
収
入
金
額
合
計
の
ほ
う
が
退
職
金
の
加
算
額
よ
り
通
常
は
多
い

の
で
、
退
職
後
の
転
職
、
転
身
の
メ
リ
ッ
ト
に
割
増
退
職
金
を
加
味
し
て
、
比
較
考
量
の
う
え
従
業
員
は
早
期
退
職
の
意
思
決
定
を
行
う
。

企
業
が
与
え
る
優
遇
措
置
で
は
あ
る
が
、
キ
ャ
リ
ア
の
選
択
肢
を
付
与
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
制
度
の
実
効
性
を
考
え
た
仕
組
み
が

求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

4　

セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
支
援
制
度
（
狭
義
）

⑴　

概
念
の
整
理

前
掲
図
表
2
で
は
、
転
職
支
援
制
度
、
転
身
（
進
）
支
援
制
度
、
独
立
支
援
制
度
を
総
称
し
て
、
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
支
援
制
度
と
い

う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
早
期
退
職
優
遇
制
度
の
利
用
者
は
、
早
期
退
職
し
て
も
職
業
人
生
か
ら
引
退
す
る
よ
り
転
職
や
独
立

開
業
す
る
場
合
が
多
い
の
で
、
キ
ャ
リ
ア
の
視
点
か
ら
は
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
支
援
制
度
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
支
援
制
度
で
も
退

職
金
の
優
遇
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
両
者
は
関
連
し
て
い
る
が
、
図
表
2
で
は
別
の
施
策
と
し
て
区
分
し
た
。
し
か
し
、
後
述

す
る
よ
う
に
本
稿
後
半
で
は
、
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
支
援
制
度
を
早
期
退
職
優
遇
制
度
だ
け
で
な
く
、
出
向
・
転
籍
な
ど
も
含
め
た
さ
ら

に
広
い
概
念
で
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、「（
狭
義
）」
と
表
示
し
た
。

転
職
支
援
制
度
で
は
、
転
職
可
能
な
企
業
の
情
報
提
供
が
な
さ
れ
、
退
職
金
を
割
増
し
す
る
企
業
も
あ
る
。
転
身
（
進
）
支
援
制
度
は
、

従
業
員
の
起
業
、
独
立
自
営
な
ど
、
単
な
る
転
職
で
は
な
く
異
な
る
キ
ャ
リ
ア
へ
「
転
身
（
進
）」
す
る
ケ
ー
ス
を
支
援
の
対
象
と
す
る

（
三
一
三
）
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二
〇

場
合
が
多
い
。
転
身
（
進
）
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
士
業
（
18
）

等
で
独
立
開
業
す
る
場
合
の
独
立
支
援
制
度
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

転
身
（
進
）・
独
立
支
援
制
度
と
並
列
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
狭
義
の
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
支

援
制
度
に
つ
い
て
は
、
転
職
、
独
立
自
営
、
起
業
に
対
す
る
支
援
制
度
を
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
、
転
身
（
進
）・
独
立
支
援
制
度
を
代

表
さ
せ
て
説
明
す
る
。

⑵　

転
身
（
進
）・
独
立
支
援
制
度
の
実
施
状
況

前
掲
図
表
3
で
企
業
の
実
施
状
況
を
み
る
と
、
企
業
規
模
計
で
は
転
職
支
援
が
0
・
8
％
、
独
立
開
業
支
援
は
0
・
7
％
と
実
施
企
業
は

ご
く
わ
ず
か
で
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
企
業
で
も
そ
れ
ぞ
れ
5
・
9
％
、
3
・
6
％
で
あ
る
。
図
表
4
の
主
要
企
業
で
み
て
も
、
転
進
・
独
立

支
援
制
度
の
実
施
割
合
は
5
〜
8
％
で
あ
る
。
た
だ
し
、
図
表
5
の
上
場
企
業
対
象
調
査
で
は
、
転
職
（
転
進
）
支
援
制
度
の
実
施
率
は

20
％
〜
40
％
弱
と
高
い
。
回
答
企
業
が
、
転
職
・
転
進
に
対
し
て
何
ら
か
の
支
援
策
を
講
じ
て
い
る
と
、
独
立
支
援
よ
り
広
く
緩
や
か
に

捉
え
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

制
度
の
概
要
は
後
述
す
る
が
、
自
社
を
退
職
す
る
従
業
員
に
そ
こ
ま
で
手
厚
く
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
考
え
方
を
と
れ
ば
、

制
度
を
実
施
す
る
理
由
は
な
い
。
キ
ャ
リ
ア
支
援
制
度
、
キ
ャ
リ
ア
選
択
制
度
の
一
つ
と
し
て
広
い
観
点
か
ら
捉
え
な
け
れ
ば
、
制
度
導

入
に
ま
で
は
至
ら
な
い
だ
ろ
う
。
人
材
豊
富
な
大
企
業
で
な
け
れ
ば
導
入
で
き
な
い
施
策
で
あ
る
。

⑶　

転
身
（
進
）・
独
立
支
援
制
度
の
概
要

図
表
7
が
転
身
（
進
）・
独
立
支
援
制
度
の
支
援
内
容
を
網
羅
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
19
）

。
①
退
職
金
の
割
増
し
支
給
と
そ
れ
以
外

の
特
別
支
援
金
の
支
給
、
②
独
立
資
金
の
融
資
と
い
っ
た
金
銭
的
援
助
が
あ
る
。
③
転
身
・
独
立
の
準
備
を
す
る
た
め
の
特
別
有
給
休
暇

付
与
や
有
給
休
職
制
度
な
ど
は
、
時
間
的
な
面
か
ら
の
支
援
で
あ
る
。
④
転
身
・
独
立
の
準
備
と
し
て
は
、
公
的
資
格
を
取
得
し
た
り
独

（
三
一
四
）



日
本
企
業
に
お
け
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中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

二
一

立
開
業
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
を
受
講
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
、
そ
の
た
め
の
研
修
や
資
格
取
得
の
金
銭
的
、

時
間
的
な
援
助
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
の
「
の
れ
ん
分
け
」
的
な
転
身
に
多
い
だ
ろ
う
が
、
⑤

開
業
・
経
営
指
導
を
行
う
例
も
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
支
援
制
度
は
、
自
ら
転
身
先
を
開
拓
し
た
り
、

独
立
開
業
の
具
体
的
な
予
定
が
あ
る
従
業
員
が
利
用
す
る
制
度
だ
が
、
な
か
に
は
⑥
転
身
・
独
立
関

連
の
情
報
を
提
供
す
る
企
業
事
例
も
あ
る
。
独
立
と
い
う
よ
り
は
転
進
（
転
職
）
支
援
の
色
彩
が
濃

い
場
合
は
、
転
職
先
の
情
報
提
供
、
斡
旋
が
施
策
の
中
心
に
な
る
事
例
が
多
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
ど
の
企
業
で
も
こ
こ
に
挙
げ
た
全
て
の
支
援
策
を
設
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
中

の
い
く
つ
か
の
支
援
策
に
限
定
し
て
実
施
し
て
い
る
企
業
が
多
い
。
単
な
る
転
職
支
援
で
な
い
場
合

は
、
金
銭
的
に
も
時
間
的
に
も
負
担
の
大
き
い
支
援
内
容
に
な
る
の
で
、
年
齢
や
勤
続
要
件
、
上
位

レ
ベ
ル
の
社
員
等
級
や
管
理
職
で
あ
る
こ
と
、
具
体
的
な
資
格
の
取
得
な
ど
、
一
定
の
申
請
条
件
を

設
け
て
い
る
事
例
も
当
然
な
が
ら
多
い
。

四　

退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
と
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア

1　

雇
用
調
整
と
キ
ャ
リ
ア
選
択

本
稿
で
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
面
を
強
調
す
れ
ば
、
人
材
の
新
陳
代
謝
に
よ
る
組
織
の
活

性
化
を
も
た
ら
す
意
義
と
役
割
が
あ
る
。
一
方
、
別
の
面
か
ら
い
う
と
、
雇
用
調
整
に
よ
る
人
件
費
の
抑
制
・
削
減
の
機
能
を
持
っ
て
い

図表 7　転身（進）・独立支援制度の支援内容

①　割増退職金、特別支援金支給

②　独立資金融資

③　転身前有給休暇・休職制度

④ 　転身前研修費（時間）・資格取得費（時間）

援助

⑤　開業・経営指導

⑥　転身・独立関連の情報提供

（
三
一
五
）
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二
二

る
。
企
業
業
績
の
悪
化
に
対
応
す
る
雇
用
調
整
も
あ
る
が
、
昨
今
は
戦
略
的
な
観
点
か
ら
希
望
退
職
を
募
集
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。

退
職
金
の
割
り
増
し
に
よ
る
一
時
的
な
特
別
損
失
は
、
そ
の
後
の
業
績
向
上
の
た
め
の
必
要
コ
ス
ト
と
割
り
切
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、

定
年
ま
で
雇
用
し
、
定
年
後
も
継
続
雇
用
す
る
に
は
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
労
働
費
用
を
上
回
る
貢
献
が
労
働
者
に
求
め
ら
れ
る
し
、
生

産
性
の
向
上
は
不
可
欠
で
あ
る
。
経
営
面
を
考
え
れ
ば
、
単
純
に
雇
用
維
持
、
雇
用
継
続
す
れ
ば
済
む
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
中
高
齢

層
の
雇
用
が
成
果
・
業
績
を
期
待
し
な
い
「
福
祉
的
雇
用
（
20
）

」
で
あ
っ
て
は
、
企
業
に
と
っ
て
も
労
働
者
に
と
っ
て
も
幸
せ
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
現
状
の
定
年
後
に
お
け
る
継
続
雇
用
制
度
（
勤
務
延
長
・
再
雇
用
）
の
問
題
点
、
と
く
に
再
雇
用
制
度
が
人
材
の
活
用
に
繋
が
っ
て

い
な
い
こ
と
は
す
で
に
別
稿
（
21
）

で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
企
業
に
と
っ
て
不
可
欠
の
仕
組
み
と
い
え
よ
う
。

キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
視
点
か
ら
い
う
と
、
入
社
か
ら
定
年
後
の
継
続
雇
用
ま
で
、
必
ず
同
一
企
業
で
職
業
人
生
を
送
る
こ
と
が
必

ず
し
も
ベ
タ
ー
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
職
業
人
生
の
半
ば
を
超
え
た
中
年
期
以
降
で
、
労
働
者
個
人
の
職
業
能
力
の
向
上
と
変
化
、
価
値

観
・
労
働
観
の
変
化
、
家
庭
環
境
の
変
化
が
生
じ
る
可
能
性
が
高
く
、
併
せ
て
在
職
企
業
の
経
営
環
境
や
社
会
的
環
境
も
変
化
す
る
。
こ

れ
に
対
応
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
変
え
る
（
転
職
す
る
）、
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
。
し
か
も
、
中
高
年
社
員
を
対
象
に
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
を

支
援
す
る
制
度
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
る
企
業
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
早
期
退
職
優
遇
制
度
や
転
身
・
独
立
支
援
制
度
で
あ
り
、
能
力
開

発
支
援
制
度
や
キ
ャ
リ
ア
開
発
セ
ミ
ナ
ー
で
あ
り
、
出
向
・
転
籍
制
度
も
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
広
義
の
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
支
援
制
度
）。

こ
う
し
た
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
の
支
援
制
度
に
つ
い
て
、「
主
と
し
て
企
業
の
視
点
か
ら
み
て
必
要
性
の
薄
れ
た
従
業
員
に
対
し
て
」

積
極
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
制
度
で
、
退
職
に
よ
っ
て
従
業
員
が
被
る
衝
撃
の
緩
和
を
目
的
に
、
企
業
の
社
会
的
責
任
の
一
環
と
し
て
行
わ

れ
る
、
│
と
い
う
見
解
も
あ
る
（
22
）

。
た
し
か
に
バ
ッ
フ
ァ
ー
の
役
目
や
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
側
面
も
あ
る
が
、
早
期
退
職
優
遇
制
度
や
転
身
・
独
立
支

援
制
度
に
応
じ
て
く
る
の
は
、
企
業
に
と
っ
て
必
要
性
の
薄
い
従
業
員
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
残
っ
て
ほ
し
い
有
為
な
人
材
が
申
請

（
三
一
六
）



日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

二
三

し
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
に
よ
る
広
義
の
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
支
援
制
度
は
、
有
能
な
従
業
員
が
退
職
す
る
可
能
性
が
存
在
す
る

こ
と
を
あ
る
程
度
は
容
認
し
た
、
キ
ャ
リ
ア
選
択
の
支
援
制
度
、
選
択
型
退
職
シ
ス
テ
ム
と
前
向
き
に
捉
え
て
評
価
す
べ
き
だ
し
、
従
業

員
と
し
て
は
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

2　

継
続
雇
用
に
お
け
る
企
業
に
よ
る
選
別
と
従
業
員
自
身
に
よ
る
暗
黙
の
選
抜

と
こ
ろ
で
、
定
年
（
六
〇
歳
）
以
降
の
同
一
企
業
に
お
け
る
継
続
雇
用
者
の
選
別
や
、
出
向
・
転
籍
を
中
心
と
し
た
在
籍
企
業
か
ら
の

退
職
（
転
職
）
の
意
思
決
定
に
関
し
て
だ
が
、
従
業
員
自
身
に
よ
る
暗
黙
の
選
抜
、
隠
さ
れ
た
選
抜
が
存
在
す
る
と
い
う
研
究
が
あ
る
（
23
）

。

選
択
型
退
職
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
従
業
員
の
意
思
決
定
過
程
に
関
し
て
参
考
に
な
る
の
で
、
以
下
、
筆
者
な
り
の
理
解
と
再
構
成
に
よ
っ

て
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。

日
本
企
業
で
は
長
期
継
続
雇
用
慣
行
の
下
に
お
け
る
人
事
異
動
・
配
置
転
換
、
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
通
じ
て
、
従
業
員
は

企
業
固
有
の
価
値
観
、
企
業
独
自
の
評
価
尺
度
を
学
習
し
て
い
く
。
加
え
て
、
キ
ャ
リ
ア
の
節
目
に
行
わ
れ
る
キ
ャ
リ
ア
関
連
セ
ミ
ナ
ー
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の
際
、
自
己
の
仕
事
キ
ャ
リ
ア
と
業
務
知
識
や
職
業
能
力
の
棚
卸
し
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
中

で
、
従
業
員
は
次
第
に
組
織
に
お
け
る
自
己
の
人
材
価
値
を
察
知
し
、
自
己
診
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
自
分
が
継
続
雇
用
さ
れ
た

場
合
の
働
き
方
に
関
し
て
も
認
識
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
「
自
ら
気
づ
か
せ
る
仕
組
み
」
と
「
何
と
な
く
知
ら
せ
る
仕
組
み
」
に
よ
っ
て
、

継
続
雇
用
可
能
性
に
つ
い
て
従
業
員
は
「
自
己
選
別
」
す
る
。
そ
し
て
、
も
と
も
と
は
非
自
発
的
退
職
（
転
職
）
だ
っ
た
の
が
、「
す
り

か
え
合
意
」
に
よ
っ
て
自
発
的
退
職
（
転
職
）
に
転
化
し
て
い
く
と
い
う
（
半
自
発
的
退
職
・
転
職
）。
従
業
員
の
「
納
得
」
を
介
し
て
選
別

に
よ
る
摩
擦
を
回
避
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
も
あ
る
。

（
三
一
七
）
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二
四

な
お
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
で
、
継
続
雇
用
制
度
（
勤
務
延
長
・
再
雇
用
）
の
適
用
対
象
者
を
労
使
協
定
で
設
定
す
る
基
準
に

よ
っ
て
限
定
で
き
る
仕
組
み
（
選
別
基
準
制
度
）
が
廃
止
さ
れ
た
（
二
〇
一
三
年
四
月
一
日
施
行
）。
し
た
が
っ
て
、
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇

用
を
希
望
す
る
従
業
員
に
つ
い
て
は
、
解
雇･

退
職
事
由
に
該
当
し
な
い
限
り
、
事
業
主
は
全
員
を
雇
用
す
る
義
務
が
生
じ
た
が
、
上
記

研
究
は
こ
の
改
正
法
が
施
行
さ
れ
る
前
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
改
正
が
あ
っ
て
も
、
従
業
員
の
「
自
己
選
別
」
や
非
自
発

的
退
職
か
ら
自
発
的
退
職
へ
の
「
す
り
か
え
合
意
」
に
よ
る
「
暗
黙
の
選
抜
」、「
隠
さ
れ
た
選
抜
」
と
い
う
人
間
行
動
は
、
高
年
齢
従
業

員
の
心
性
に
根
ざ
す
組
織
構
成
員
と
し
て
の
規
範
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
る
の
で
、
大
き
く
変
わ
ら
な
い
と
主
張
す
る
（
24
）

。

た
し
か
に
「
気
づ
き
の
仕
組
み
」
や
「
何
と
な
く
知
ら
せ
る
仕
組
み
」
が
効
果
を
持
つ
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
自
体
が
企
業
に

よ
る
「
計
略
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
25
）

」
の
側
面
も
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
研
究
が
指
摘
す
る
事
実
と
理
論
を
一
定
程
度
肯
定
す
る
が
、「
暗

黙
の
選
抜
」
よ
り
、
む
し
ろ
明
確
な
選
別
の
仕
組
み
に
基
づ
い
て
従
業
員
の
組
織
内
継
続
雇
用
の
可
否
が
判
断
さ
れ
、
出
向
・
転
籍
の
人

選
に
際
し
て
も
、
従
業
員
に
対
し
て
直
接
的
な
働
き
か
け
が
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス
の
ほ
う
が
多
い
の
が
、
企
業
の
実
態
だ
と
認
識
し
て
い
る
。

3　

中
高
齢
層
の
就
業
継
続

⑴　

継
続
雇
用
者
と
転
職
者

筆
者
は
こ
こ
ま
で
に
、
従
業
員
は
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
の
支
援
シ
ス
テ
ム
を
前
向
き
に
捉
え
て
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
だ
と
い
い
な
が

ら
、
企
業
は
実
際
に
は
厳
し
い
選
別
を
行
っ
て
い
る
と
も
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
厳
し
い
現
実
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
、
キ
ャ
リ
ア
選
択
の

観
点
か
ら
は
強
靱
な
セ
ル
フ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
対
応
す
べ
き
だ
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

誰
が
定
年
後
に
自
社
で
継
続
雇
用
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
だ
れ
が
出
向
・
転
籍
も
含
め
て
転
職
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
、
と

（
三
一
八
）



日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

二
五

い
っ
た
絞
り
込
み
は
五
〇
歳
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
先
行
研
究
が
あ
る
が
（
26
）

、
企
業
実
務
的
に
は
四
〇
歳
代
か
ら
と
考
え
た
方
が
今

日
の
実
態
に
は
合
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
厚
生
労
働
省
に
よ
る
平
成
二
八
年
「
高
齢
者
の
雇
用
状
況
」
集
計
結
果
に
よ
る
と
、
六
〇
歳
定
年

企
業
に
お
け
る
定
年
到
達
者
の
う
ち
、
子
会
社
等
も
含
め
て
継
続
雇
用
さ
れ
た
労
働
者
は
82
・
9
％
で
、
継
続
雇
用
を
希
望
し
な
い
労
働

者
が
16
・
9
％
存
在
し
、
希
望
し
た
が
継
続
雇
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
0
・
2
％
で
あ
っ
た
。
継
続
雇
用
を
希
望
し
な
か
っ
た
労
働
者
の
中

に
は
、
真
に
希
望
し
な
か
っ
た
人
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
選
別
者
」
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

前
述
「
従
業
員
自
身
に
よ
る
暗
黙
の
選
抜
」
の
存
在
を
指
摘
し
た
高
木
朋
代
の
研
究
に
よ
る
と
、
定
年
後
に
自
社
で
雇
用
継
続
が
可
能

な
人
材
の
能
力
形
成
と
、
他
社
に
転
職
し
て
雇
用
継
続
が
可
能
な
人
材
の
職
業
能
力
形
成
は
類
似
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
同
一
職

能
内
に
長
く
留
ま
る
キ
ャ
リ
ア
を
歩
み
、
そ
の
中
で
関
連
性
の
強
い
職
務
間
で
比
較
的
多
く
の
人
事
異
動
、
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を

繰
り
返
し
、
特
定
職
能
に
関
す
る
様
々
な
仕
事
経
験
を
積
ん
で
技
能
の
幅
を
広
め
質
を
高
め
る
こ
と
＝
同
一
職
能
内
経
験
蓄
積
型
の
キ
ャ

リ
ア
で
あ
る
（
27
）

。
た
だ
し
、
転
職
を
選
択
す
る
労
働
者
の
価
値
観
と
行
動
に
は
あ
る
種
の
特
性
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
特
性
は
、
①
組
織
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
弱
く
職
務
に
関
す
る
関
心
が
強
い
、
②
長
い
職
業
キ
ャ
リ
ア
の
中
で
誰
も
が
経
験
す
る
様
々
な
出
来
事
に
対
し
て
、
敏

感
に
反
応
し
て
行
動
す
る
「
過
反
応
性
」
で
あ
る
（
28
）

。
こ
れ
が
、
自
社
で
の
継
続
雇
用
と
転
職
（
の
受
け
入
れ
）
を
分
け
る
一
つ
の
要
因
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

な
お
、
高
木
は
、
雇
用
継
続
者
と
転
職
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
類
似
性
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
雇
用
促
進
に
向
け
た
企
業
の
人
材
育
成
は
、

定
年
前
後
の
雇
用
管
理
に
注
視
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
雇
用
を
継
続
し
た
い
と
企
業
が
思
う
有
能
な
人
材
を
、
長
期
一
貫
し
た

人
的
資
源
管
理
の
中
で
意
図
的
・
計
画
的
に
育
成
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
（
29
）

。
人
材
育
成
は
長
期
的
観
点
か
ら
行
う
べ
き
だ
と
い
う
指
摘

は
、
企
業
サ
イ
ド
か
ら
い
う
と
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
労
働
者
側
か
ら
み
る
と
必
ず
し
も
同
一
企
業
で
職
業
能
力
を
獲
得
す
る

（
三
一
九
）
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二
六

こ
と
に
限
ら
な
い
。
中
高
年
期
に
至
る
前
に
転
職
や
独
立
自
営
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
立
的
、
自
律
的
に
職
種
特
殊
的
能
力
を
獲
得
す

る
方
法
も
あ
る
。
と
く
に
中
小
企
業
で
働
く
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
大
企
業
の
よ
う
に
人
事
異
動
や
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て

仕
事
の
幅
を
広
め
高
め
深
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
企
業
の
人
材
育
成
制
度
に
も
そ
れ
ほ
ど
期
待
で
き
な
い
の
で
、
職
業
能
力
獲
得
の
た
め

の
転
職
も
選
択
肢
な
の
で
あ
る
。

⑵　
「
雇
用
」
と
「
非
雇
用
」

中
高
年
者
が
就
業
す
る
場
合
の
形
態
に
は
、
雇
用
つ
ま
り
雇
わ
れ
て
働
く
場
合
と
、
非
雇
用
つ
ま
り
自
営
業
等
で
働
く
場
合
が
あ
る
。

総
務
省
統
計
局
の
「
平
成
二
八
年
労
働
力
調
査
（
基
本
集
計
）」
に
よ
る
と
、
全
年
齢
・
男
女
計
の
数
値
で
、
就
業
者
の
う
ち
の
89
・
0
％

が
雇
用
労
働
者
で
あ
る
。
社
長
や
役
員
を
除
く
雇
用
労
働
者
の
割
合
に
限
っ
て
も
83
・
6
％
で
あ
る
。
一
方
、
自
営
業
主
は
8
・
2
％
、
家

族
従
業
者
を
加
え
て
も
10
・
6
％
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
わ
が
国
の
場
合
は
、
全
体
的
に
み
れ
ば
圧
倒
的
に
雇
用
労
働
者
と
し
て
働

く
比
率
が
高
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
同
調
査
で
年
齢
階
級
別
に
み
る
と
、
若
年
層
よ
り
は
中
高
齢
層
の
ほ
う
が
自
営
業
主
・
家
族
従
業
者

の
比
率
は
高
く
な
る
。
ま
た
、
総
務
省
統
計
局
「
平
成
二
四
年
就
業
構
造
基
本
調
査
」
に
よ
る
と
、
自
営
業
主
や
会
社
役
員
が
起
業
し
た

と
き
の
年
齢
は
、
男
女
と
も
五
五
歳
以
上
六
九
歳
ま
で
が
多
く
、
と
く
に
「
六
〇
歳
〜
六
四
歳
」
が
最
も
多
い
。

労
働
者
と
し
て
は
、
中
高
年
齢
層
に
な
っ
て
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
の
選
択
に
直
面
す
る
と
き
、
ま
ず
は
同
一
企
業
で
の
継
続
雇
用
を
望

み
、
次
い
で
転
職
に
よ
っ
て
他
企
業
で
の
雇
用
継
続
の
途
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
労
働
者
に
は
企
業
が
期
待
す
る
職
業

能
力
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
し
、
そ
の
た
め
の
自
己
開
発
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ

テ
ィ
（E
m
ployability

）
の
保
有
と
質
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
雇
用
さ
れ
得
る
能
力
、
同
一
企
業
で
雇
用
を
継
続
さ
れ
得
る
能
力
と
狭
く
解
す
る
の

（
三
二
〇
）



日
本
企
業
に
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け
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中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

二
七

で
は
な
く
、「
労
働
市
場
価
値
を
持
っ
た
就
業
能
力
」
と
広
く
解
す
べ
き
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
就
業
能
力
は
雇
用
労
働
に
限
ら
ず
、

独
立
自
営
も
含
む
広
く
働
く
こ
と
全
般
に
関
す
る
職
業
能
力
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
中
高
年
齢
層
は
雇
用
に
限
定
せ
ず
、
非

雇
用
の
働
き
方
、
雇
わ
れ
な
い
働
き
方
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ス
モ
ー
ル
ビ
ジ
ネ
ス
を
起
業
す
る
、
独
立
開
業

し
て
自
営
業
に
キ
ャ
リ
ア
チ
ェ
ン
ジ
す
る
、
Ｉ
Ｃ
（Independent C
ontractor

＝
独
立
契
約
者
）
や
業
務
請
負
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
働
く
と

い
っ
た
選
択
肢
で
あ
る
。

雇
わ
れ
て
働
く
こ
と
が
す
っ
か
り
定
着
し
た
せ
い
か
、
日
本
人
の
独
立
・
開
業
志
向
は
低
い
（
30
）

。
し
か
し
、
前
掲
「
就
業
構
造
基
本
調

査
」
で
高
年
齢
層
に
よ
る
起
業
割
合
が
相
対
的
に
高
い
実
態
は
、
雇
用
労
働
者
と
し
て
の
転
職
が
困
難
な
の
で
や
む
を
得
ず
起
業
し
た

ケ
ー
ス
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
ま
で
に
培
っ
た
専
門
能
力
を
活
か
し
て
社
会
に
と
っ
て
有
用
な
価
値
を
提
供
し
た
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て

職
業
生
活
を
充
実
さ
せ
た
い
、
と
い
う
想
い
に
よ
る
起
業
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
起
業
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
が
、
中
高
齢
者

に
は
雇
用
以
外
の
就
業
形
態
で
働
く
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
の
選
択
肢
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
い
。

五　

中
高
年
社
員
対
象
の
ト
ー
タ
ル
な
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
│ 

む
す
び
に
か
え
て

1　

セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
の
多
様
な
選
択
肢
を
設
け
た
企
業
事
例

中
高
年
社
員
の
ト
ー
タ
ル
な
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
の
好
事
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
東
京
ガ
ス
が
五
〇
歳
以
降
の
社
員
を
対
象
に
実
施
し

て
い
る
「
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
支
援
制
度
」
を
紹
介
す
る
（
31
）

。
図
表
8
は
同
社
の
六
種
類
あ
る
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
概
要
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。

（
三
二
一
）
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再
就
職
コ
ー
ス
に
三
種
類
あ
り
、
①
関
係
会
社
再
就
職
コ
ー
ス
は
、
定
年
前
に
関
係
会
社
・
取
引
先
へ
の
出
向
・
転
籍
を
経
て
、
定
年

と
同
時
に
再
就
職
す
る
コ
ー
ス
で
、
当
該
企
業
に
よ
る
選
考
が
あ
る
。
②
社
内
再
雇
用
コ
ー
ス
は
、
定
年
後
に
「
先
任
契
約
社
員
」
と
し

て
同
社
に
再
就
職
す
る
コ
ー
ス
で
あ
る
。
③
社
外
転
進
コ
ー
ス
は
、
グ
ル
ー
プ
外
企
業
等
へ
転
進
・
再
就
職
す
る
コ
ー
ス
で
、
再
就
職
支

援
会
社
な
ど
の
求
人
情
報
を
利
用
し
、
そ
の
費
用
は
会
社
が
負
担
す
る
。
再
就
職
コ
ー
ス
と
異
な
る
④
フ
リ
ー
契
約
コ
ー
ス
は
、
同
社
と

の
業
務
委
託
契
約
に
よ
る
自
営
コ
ー
ス
で
あ
る
。
⑤
マ
イ
プ
ラ
ン
コ
ー
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
早
期
退
職
優
遇
制
度
で
あ
り
、
こ
の
コ
ー
ス
は

四
五
歳
か
ら
申
請
で
き
る
。
自
ら
の
計
画
実
現
の
た
め
新
分
野
へ
転
進
す
る
コ
ー
ス
の
た
め
、
事
前
に
人
材
バ
ン
ク
室
で
面
談
を
行
い
、

十
分
な
計
画
か
ど
う
か
を
見
極
め
て
適
用
の
可
否
を
判
断
す
る
。
⑥
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
コ
ー
ス
は
、
普
通
に
定
年
を
迎
え
る
コ
ー
ス
で
あ

る
。内

訳
は
、
⑥
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
コ
ー
ス
を
選
ぶ
社
員
が
約
二
割
、
③
社
外
転
進
、
④
フ
リ
ー
契
約
、
⑤
マ
イ
プ
ラ
ン
を
選
ぶ
社
員
は
少

数
で
、
七
割
以
上
の
社
員
が
①
と
②
を
選
択
し
て
い
る
。
管
理
職
層
は
①
関
係
会
社
再
就
職
コ
ー
ス
、
一
般
社
員
は
②
社
内
再
雇
用
コ
ー

ス
を
選
択
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
同
社
で
は
五
〇
歳
時
点
で
希
望
コ
ー
ス
を
申
告
さ
せ
る
が
、
そ
れ
以
降
で
も
変
更
は
可
能
で
あ
る
。

同
社
の
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
支
援
制
度
は
以
上
の
コ
ー
ス
設
定
だ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
五
〇
歳
の
五
月
時
点
で
「
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
セ

ミ
ナ
ー
」
を
実
施
し
、
同
社
の
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
支
援
制
度
の
紹
介
や
、
自
己
の
キ
ャ
リ
ア
の
振
り
返
り
な
ど
を
行
う
。
次
い
で
九
月
に

上
長
と
の
「
五
〇
歳
Ｃ
Ｄ
Ｐ
面
接
」、「
キ
ャ
リ
ア
開
発
計
画
（
五
〇
歳
Ｃ
Ｄ
Ｐ
シ
ー
ト
）」
の
作
成
、
部
門
人
事
担
当
者
と
の
「
セ
カ
ン
ド

ラ
イ
フ
コ
ー
ス
申
告
面
接
」
が
実
施
さ
れ
る
。
こ
こ
で
立
て
た
キ
ャ
リ
ア
開
発
計
画
は
、
以
降
、
毎
年
秋
に
行
わ
れ
る
上
長
と
の
面
談
で

随
時
見
直
し
と
確
認
を
行
っ
て
い
く
。
五
五
歳
時
点
で
は
「
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
支
援
セ
ミ
ナ
ー
」
が
実
施
さ
れ
る
。
準
備
状
況
の
再
確
認
、

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
が
主
な
内
容
で
、
こ
の
時
点
で
も
五
〇
歳
時
点
に
立
て
た
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の
確
認
や
見
直
し
を
行

（
三
二
二
）
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図表 8　　東京ガスのセカンドライフコース

コース名 概　　要

①再就職コース

（関係会社希望）

● 定年前に関係会社・取引先等へ出向・転籍し、定年と

同時に当該企業の選考を経て再就職するコース

・転籍は、本人・転籍先・会社の合意が前提

・再就職後の勤務形態・処遇は転籍先会社の規定による

②再就職コース

（社内再雇用希望）

● 定年後、「先任契約社員」として東京ガスに再就職する

コース

・ 勤務形態・処遇は仕事（職務）とその期待役割に応じ

て決定

・1年ごとの有期雇用契約で、最長は 65 歳到達月の末日

③再就職コース

（社外転進希望）

●グループ外企業等へ転進・再就職するコース

・ 再就職支援会社等の求人情報を介してグループ企業外

へ転進

・再就職支援会社にかかる費用は会社負担

④ フリー契約

　コース

●会社との業務委託契約による自営的コース

・ 在職中に培った高い専門性や技能を活かして、会社か

ら特定の業務を受託

⑤ マイプラン

　コース

（早期退職制度）

● 自らの計画実現のために早期に新分野へ転進するコー

ス

・45 歳以降早期に自立し第二の人生をスタートする

・通常の退職金に加え、早期退職割増を支給

・早期退職制度の適用には会社の承認が必要

・ 個々人の適切な判断を支援するため、事前に人材バン

ク室での面接が必要

⑥ スタンダード

コース

● 再就職等について会社の支援を受けず、定年を迎える

コース

出所：『人事実務』第 1139 号（産労総合研究所、2014 年）、

　　　『労政時報』第 3835 号（労務行政、2012 年）から筆者作成。
（
三
二
三
）



政
経
研
究　

第
五
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

三
〇

う
。
定
年
三
カ
月
前
に
は
「
ニ
ュ
ー
ラ
イ
フ
セ
ミ
ナ
ー
」
を
行
い
、
退
職
に
関
す
る
制
度
や
手
続
、
年
金
な
ど
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
こ

の
よ
う
に
、
一
連
の
体
系
的
な
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
支
援
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2　

複
線
型
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
の
提
案

前
項
の
東
京
ガ
ス
「
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
支
援
制
度
」
は
、
実
に
網
羅
的
な
中
高
年
社
員
向
け
の
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

大
企
業
だ
か
ら
可
能
な
施
策
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
事
制
度
の
改
革
や
人
材
育
成
に
熱
心
な
同
社
な
ら
で
は
の
取

り
組
み
だ
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
企
業
規
模
や
従
業
員
の
労
務
構
成
（
年
齢
・
勤
続
構
成
、
職
種
構
成
、
男
女
比
率
な
ど
）、
グ
ル
ー
プ
企
業

や
取
引
先
企
業
の
数
、
そ
し
て
人
的
・
金
銭
的
な
対
応
力
等
に
よ
っ
て
、
導
入
で
き
る
施
策
の
種
類
と
数
は
異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

筆
者
が
以
下
に
提
案
す
る
中
高
年
社
員
対
象
の
「
複
線
型
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
」
は
、
基
本
的
に
従
業
員
選
択
型
の
ト
ー
タ

ル
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
東
京
ガ
ス
の
制
度
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
今
ま
で
本
稿
で
取
り
上
げ
た
各
種
制
度
・
施
策
を
体
系
的
に

整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
当
該
企
業
を
「
退
職
」
す
る
コ
ー
ス
と
し
て
、
①
（
転
籍
予
定
）
出
向
・
転
籍
、
②
早
期
退
職
優
遇
制
度
、
③
転
身
・
独
立
支

援
制
度
、
④
定
年
退
職
を
設
定
す
る
。
①
の
出
向
は
あ
く
ま
で
転
籍
を
前
提
と
し
た
出
向
で
あ
る
。
②
早
期
退
職
優
遇
制
度
を
選
択
し
た

後
に
転
職
す
る
の
か
、
独
立
・
開
業
す
る
の
か
、
完
全
に
リ
タ
イ
ア
す
る
の
か
は
問
わ
な
い
。
③
で
支
援
の
対
象
に
な
る
転
身
は
独
立
自

営
、
起
業
を
想
定
し
た
転
身
で
あ
り
、
単
な
る
他
社
転
職
は
支
援
の
対
象
に
し
な
い
。
ま
た
、
会
社
と
の
業
務
委
託
契
約
に
よ
る
自
営

コ
ー
ス
は
③
に
含
ま
れ
る
。
な
お
、
④
定
年
に
関
し
て
、
筆
者
は
別
稿
で
六
〇
歳
か
ら
七
〇
歳
ま
で
の
範
囲
で
従
業
員
が
選
択
す
る
「
選

択
型
ゾ
ー
ン
定
年
制
」
を
提
案
し
て
い
る
が
（
32
）

、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
六
〇
歳
、
六
五
歳
等
の
年
齢
ポ
イ
ン
ト
型
定

（
三
二
四
）



日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

三
一

年
も
含
め
る
。

次
に
、
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
な
の
で
、
ト
ー
タ
ル
な
退
職
管
理
シ
ス
テ
ム
と
い
い
な
が
ら
、「
継
続
雇
用
」
の
コ
ー
ス
も
選

択
肢
と
し
て
設
定
す
る
。
⑤
勤
務
延
長
制
度
（
定
年
年
齢
に
達
し
て
も
退
職
さ
せ
ず
引
き
続
き
雇
用
し
、
原
則
と
し
て
定
年
前
の
職
務
、
処
遇
を
継

続
す
る
制
度
）
と
⑥
再
雇
用
制
度
（
定
年
年
齢
で
い
っ
た
ん
退
職
さ
せ
て
退
職
金
も
支
給
し
、
改
め
て
通
常
は
一
年
単
位
の
雇
用
契
約
を
締
結
す
る
）

で
あ
る
。
勤
務
延
長
に
し
て
も
再
雇
用
に
し
て
も
、
雇
用
契
約
期
間
が
通
常
は
無
限
で
な
く
六
五
歳
ぐ
ら
い
ま
で
が
目
処
に
な
っ
て
お
り
、

遅
か
れ
早
か
れ
退
職
す
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
以
上
の
各
コ
ー
ス
は
、
従
業
員
が
自
ら
の
意
思
で
主
体
的
に
選
択
す
る
こ
と
が
基
本
に

な
っ
て
い
る
が
、
⑤
の
勤
務
延
長
制
度
の
適
用
は
、
会
社
が
選
別
し
て
従
業
員
が
合
意
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
。

こ
れ
ら
の
コ
ー
ス
を
四
五
歳
あ
る
い
は
五
〇
歳
時
点
で
選
択
す
る
制
度
を
設
計
す
る
。
ま
た
こ
う
し
た
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
の
選
択

コ
ー
ス
の
ほ
か
に
、
当
然
な
が
ら
中
高
年
社
員
対
象
の
能
力
開
発
・
研
修
制
度
を
整
備
し
、
節
目
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
セ
ミ

ナ
ー
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
研
修
、
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
、
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
を
実
施
し
、
中
高
年
社
員
が
セ
カ
ン
ド
キ
ャ

リ
ア
を
選
択
す
る
に
あ
た
っ
て
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
セ
ミ
ナ
ー
、
説
明
会
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
上
司
等
と
の
個
別

面
談
は
、
そ
れ
が
仮
に
「
自
己
選
別
」
や
「
す
り
か
え
合
意
」
の
契
機
に
な
ろ
う
と
も
、
労
働
者
が
キ
ャ
リ
ア
選
択
を
す
る
際
の
支
援
策

と
し
て
有
効
だ
と
考
え
て
い
る
。

以
上
に
提
案
し
た
複
線
型
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
選
択
肢
を
設
け
る
の
は
困
難
な
企
業
の
方
が
多
い
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
各
企
業
の
実
情
に
応
じ
て
、
こ
の
う
ち
い
く
つ
か
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
無
理
の
な
い
範
囲
で
制
度

を
作
り
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
な
が
ら
運
用
を
重
ね
る
こ
と
で
制
度
を
充
実
さ
せ
な
が
ら
、
従
業
員
に
と
っ
て
キ
ャ
リ
ア
の
選
択
肢
が
多

い
働
き
が
い
の
あ
る
会
社
を
目
指
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

（
三
二
五
）



政
経
研
究　

第
五
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

三
二

な
お
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
が
労
働
者
個
人
対
象
に
実
施
し
た
調
査
に
よ
れ
ば
（
33
）

、
転
職
・
再
就
職
の
際
に
前
事
業
主
か
ら
の
支

援
制
度
を
活
用
し
た
か
ど
う
か
の
問
い
に
対
し
て
、
現
在
四
五
歳
〜
五
九
歳
層
の
回
答
（
男
女
計
）
は
「
制
度
が
な
か
っ
た
」
46
・
1
％
、

「
知
ら
な
か
っ
た
」
42
・
1
％
、
現
在
六
〇
歳
〜
六
四
歳
層
は
そ
れ
ぞ
れ
47
・
8
％
、
32
・
9
％
で
あ
っ
た
。
制
度
が
な
い
と
い
う
回
答
の
中

に
は
、
実
際
に
は
制
度
の
存
在
を
知
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
含
む
と
思
わ
れ
る
。
多
様
な
機
会
と
方
法
を
通
じ
て
、
制
度
の
存
在
と
内
容
に
関

す
る
周
知
を
図
る
こ
と
の
必
要
性
を
示
唆
し
た
調
査
結
果
で
あ
る
。

（
1
） 

谷
田
部
光
一
「
日
本
企
業
に
お
け
る
定
年
制
度
の
実
態
と
問
題
点
」（『
政
経
研
究
』
第
五
三
巻
第
四
号
、
二
〇
一
七
年
）。

（
2
） 

実
際
、
厚
生
労
働
省
「
労
働
経
済
動
向
調
査
（
四
半
期
調
査
）」
に
よ
る
と
、
雇
用
調
整
の
手
段
と
し
て
解
雇
を
実
施
す
る
企
業
は
少
な
い
。

（
3
） 

筆
者
は
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
専
門
誌
の
編
集
・
記
者
時
代
（
一
九
七
三
年
〜
一
九
八
八
年
）、
循
環
的
に
起
こ
る
不
況
の
度
に
、
業
績
悪
化
に

よ
る
希
望
退
職
・
整
理
解
雇
を
実
施
す
る
企
業
事
例
に
つ
い
て
取
材
し
、
希
望
退
職
・
整
理
解
雇
基
準
に
関
す
る
労
使
協
定
な
ど
の
資
料
を
入
手
し

て
、
記
事
を
執
筆
し
た
経
験
が
あ
る
。

（
4
） 

最
近
で
は
、
瞬
時
に
希
望
退
職
募
集
の
予
定
人
員
を
満
た
す
企
業
事
例
や
、
募
集
予
定
人
員
を
設
定
し
な
い
場
合
に
想
定
以
上
の
大
量
の
応
募

者
が
出
る
企
業
事
例
も
時
々
見
ら
れ
る
。

（
5
） 

谷
田
部
・
前
掲
論
文
参
照
。

（
6
） 

高
木
朋
代
『
高
齢
者
雇
用
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
三
一
一
頁
│
三
一
二
頁
。

（
7
） 

谷
田
部
光
一
『
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
│
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
五
五
頁
、
今
野
浩
一

郎
・
佐
藤
博
樹
『
人
事
管
理
入
門
（
第
二
版
）』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
五
頁
。

（
8
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
が
、
全
国
の
従
業
員
数
五
〇
人
以
上
の
民
間
企
業
二
万
社
を
対
象
に
二
〇
一
五
年
七
月
に
実
施
し
た
「
高
年
齢
者

の
雇
用
に
関
す
る
調
査
（
企
業
調
査
）」
で
、
有
効
回
答
数
は
六
一
八
七
社
（
有
効
回
答
率
30
・
9
％
）。

（
三
二
六
）



日
本
企
業
に
お
け
る
中
高
年
社
員
に
対
す
る
退
職
管
理
の
実
態
と
課
題
（
谷
田
部
）

三
三

（
9
） 

谷
田
部
・
前
掲
書
、
一
二
四
頁
│
一
二
五
頁
。

（
10
） 

労
務
行
政
研
究
所
「
出
向
に
関
す
る
実
態
調
査
（
二
〇
〇
九
年
）」（『
労
政
時
報
』
第
三
七
六
三
号
、
二
〇
〇
九
年
）
八
頁
│
九
頁
。

（
11
） 
最
新
調
査
は
二
〇
一
六
年
で
あ
る
が
、
調
査
方
法
、
調
査
項
目
が
そ
れ
ま
で
と
は
変
更
さ
れ
て
い
て
継
続
性
が
な
い
。

（
12
） 
今
野
・
佐
藤
前
掲
書
、
一
〇
七
頁
。
な
お
、
厚
生
労
働
省
と
産
業
界
が
協
力
し
て
設
立
し
た
公
益
財
団
法
人
産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
で
は
、

企
業
間
の
出
向
・
移
籍
（
転
籍
）
支
援
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
情
報
提
供
、
相
談
、
斡
旋
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

（
13
） 

谷
田
部
・
前
掲
書
、
一
三
一
頁
。
情
報
の
非
対
称
性
と
は
、
企
業
に
と
っ
て
、
た
と
え
ば
求
職
労
働
者
が
自
社
に
必
要
な
職
業
能
力
や
適
性
な

ど
を
真
に
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
情
報
が
乏
し
く
、
一
方
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
ば
就
職
希
望
先
企
業
に
お
け
る
実
際
の
業

務
遂
行
方
法
や
組
織
風
土
、
人
間
関
係
な
ど
を
判
断
す
る
情
報
が
乏
し
い
こ
と
を
い
う
。
企
業
、
労
働
者
双
方
の
意
思
決
定
の
た
め
の
情
報
量
の
違

い
か
ら
、
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
起
こ
り
や
す
い
。

（
14
） 

高
木
・
前
掲
書
、
二
四
三
頁
│
二
四
四
頁
。
玄
田
有
史
「
リ
ス
ト
ラ
中
高
年
の
行
方
」
玄
田
有
史
・
中
田
喜
文
編
『
リ
ス
ト
ラ
と
転
職
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
』
第
二
章
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
五
頁
│
四
九
頁
。

（
15
） 

前
掲
・
労
務
行
政
研
究
所
「
出
向
に
関
す
る
実
態
調
査
」『
労
政
時
報
』
第
三
七
六
三
号
、
二
八
頁
│
二
九
頁
。

（
16
） 

中
央
労
働
委
員
会
「
平
成
二
七
年
退
職
金
、
年
金
及
び
定
年
制
事
情
調
査
」。

（
17
） 

労
務
行
政
研
究
所
「
早
期
退
職
優
遇
制
度
・
希
望
退
職
制
度
、
転
進
支
援
施
策
に
関
す
る
実
態
調
査
」（『
労
政
時
報
』
第
三
七
四
六
号

（
二
〇
〇
九
年
）
二
頁
以
下
。
調
査
対
象
は
図
表
4
の
（
注
）
参
照
。
調
査
時
期
は
二
〇
〇
八
年
一
二
月
〜
二
〇
〇
九
年
二
月
で
、
集
計
社
数

二
三
一
社
。

（
18
） 

士
業
と
は
サ
ム
ラ
イ
業
と
も
い
わ
れ
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
行
政
書
士
、
弁
理
士
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士
、
社
会
保
険
労
務
士
、
中
小
企

業
診
断
士
な
ど
、
独
立
開
業
が
可
能
な
専
門
資
格
と
そ
の
所
有
者
を
指
し
て
い
る
。

（
19
） 

前
掲
・
労
務
行
政
研
究
所
「
早
期
退
職
優
遇
制
度
・
希
望
退
職
制
度
、
転
進
支
援
施
策
に
関
す
る
実
態
調
査
」『
労
政
時
報
』
第
三
七
四
六
号
、

一
四
頁
│
一
五
頁
も
参
照
。

（
20
） 

今
野
浩
一
郎
『
高
齢
社
員
の
人
事
管
理
│
戦
力
化
の
た
め
の
仕
事
・
評
価
・
賃
金
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
四
年
）
九
七
頁
│
九
九
頁
。

（
三
二
七
）



政
経
研
究　

第
五
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

三
四

（
21
） 

谷
田
部
・
前
掲
論
文
、
五
二
頁
│
五
六
頁
。

（
22
） 

安
藤
史
江
『
コ
ア
・
テ
キ
ス
ト 

人
的
資
源
管
理
』（
新
世
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
九
八
頁
│
一
九
九
頁
。

（
23
） 
高
木
・
前
掲
書
、
高
木
朋
代
「
高
年
齢
者
の
就
業
と
引
退
│
自
己
選
別
は
な
ぜ
始
動
さ
れ
る
の
か
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
五
八
九
号
、

二
〇
〇
九
年
）
三
〇
頁
│
四
二
頁
、
同
「
高
年
齢
者
雇
用
を
め
ぐ
る
人
事
上
の
課
題
と
方
向
性
」（『
日
本
労
働
法
学
会
誌
』
一
二
四
号
、
二
〇
一
四

年
）
五
五
頁
│
六
四
頁
、
同
「
六
五
歳
義
務
化
の
重
み
│
隠
さ
れ
た
選
抜
、
揺
れ
る
雇
用
保
障
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
六
四
三
号
、

二
〇
一
四
年
）
二
一
頁
│
三
〇
頁
。

（
24
） 

高
木
・
同
上
論
文
「
高
年
齢
者
雇
用
を
め
ぐ
る
人
事
上
の
課
題
と
方
向
性
」、
同
・
同
上
論
文
「
六
五
歳
義
務
化
の
重
み
│
隠
さ
れ
た
選
抜
、

揺
れ
る
雇
用
保
障
」。

（
25
） 

高
木
・
同
上
論
文
「
六
五
歳
義
務
化
の
重
み
│
隠
さ
れ
た
選
抜
、
揺
れ
る
雇
用
保
障
」
二
五
頁
。

（
26
） 

山
田
篤
裕
「
高
齢
者
雇
用
の
規
定
要
因
│
定
年
制
度
、
賃
金
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
、
労
働
組
合
の
効
果
」（『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
第
五
八
九
号
、

二
〇
〇
九
年
）。

（
27
） 

高
木
・
前
掲
書
。

（
28
） 

高
木
・
同
上
書
、
同
・
前
掲
論
文
「
高
年
齢
者
雇
用
を
め
ぐ
る
人
事
上
の
課
題
と
方
向
性
」
六
〇
頁
、
同
・
前
掲
論
文
「
六
五
歳
義
務
化
の
重

み
│
隠
さ
れ
た
選
抜
、
揺
れ
る
雇
用
保
障
」
二
四
頁
。

（
29
） 

高
木
・
同
上
書
。

（
30
） 

谷
田
部
・
前
掲
書
、
一
五
二
頁
│
一
五
三
頁
。

（
31
） 

詳
し
く
は
、『
人
事
実
務
』
第
一
一
三
九
号
（
産
労
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
四
年
八
月
）
一
八
頁
│
二
二
頁
、『
労
政
時
報
』
第
三
八
三
五
号

（
労
務
行
政
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
四
日
）
三
二
頁
│
四
六
頁
参
照
。

（
32
） 

谷
田
部
・
前
掲
論
文
、
六
三
頁
│
六
四
頁
。

（
33
） 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
中
高
年
齢
者
の
転
職
・
再
就
職
調
査
』（
Ｊ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
調
査
シ
リ
ー
ズ
№
149
、
二
〇
一
六
年
）
一
九
頁
│
二
〇
頁
。

（
三
二
八
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

三
五

テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開

│
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
の
編
成
の
変
遷
を
中
心
に

│
米　
　

倉　
　
　
　
　

律

1
．
目
的

本
稿
の
目
的
は
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
人
び
と
の
体
験
と
記
憶
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
て
き
た
の
か
を
検
証

し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
傾
向
や
変
化
な
ど
の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
焦
点
を
当
て
る
の
は
、「
戦
後
〇
〇
年
」
と
い

う
節
目
に
当
た
る
年
の
八
月
（
前
半
）
に
地
上
波
で
放
送
さ
れ
て
き
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
中
心
と
し
た
テ
レ
ビ
番
組
群
で
あ
る
（
1
）

。

日
本
で
は
毎
年
八
月
上
旬
か
ら
「
終
戦
記
念
日
」
の
一
五
日
ま
で
の
期
間
に
、
新
聞
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
に
よ
っ
て
戦
争

関
連
の
特
集
が
組
ま
れ
る
こ
と
が
恒
例
と
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
も
呼
ば
れ
、
戦
争
関
連
の

論　

説

（
三
二
九
）
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）

三
六

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
テ
レ
ビ
放
送
で
は
通
常
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
・
情
報
番
組
で
関
連
の
特
集
や
企
画
が
組

ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
数
多
く
の
特
集
番
組
が
制
作
さ
れ
、
戦
争
や
戦
後
に
関
す
る
様
々
な
テ
ー
マ
や
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

「
戦
後
七
〇
年
」
に
当
た
る
二
〇
一
五
年
八
月
を
例
に
と
る
と
、
一
日
〜
一
六
日
ま
で
の
二
週
間
強
の
あ
い
だ
に
放
送
さ
れ
た
終
戦
関
連

の
テ
レ
ビ
番
組
（
＝
特
集
番
組
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
、
ド
ラ
マ
等
、
但
し
ニ
ュ
ー
ス
・
情
報
番
組
は
除
く
、
以
下
「
終
戦
関
連
番
組
」）
の
数
は
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
民
放
の
地
上
放
送
だ
け
で
も
計
四
四
本
を
数
え
た
。
そ
し
て
そ
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆

投
下
、
東
京
大
空
襲
、
沖
縄
戦
、
特
攻
隊
、
少
年
兵
、
従
軍
看
護
婦
、
玉
音
放
送
、
等
々
、
多
岐
に
渡
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
毎
年
八
月
を
中
心
に
数
多
く
制
作
・
放
送
さ
れ
る
終
戦
関
連
番
組
は
、
日
本
人
の
戦
争
認
識
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
朝
日
新
聞
が
二
〇
一
五
年
六
〜
八
月
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
（
2
）

、「
戦
争
の
イ
メ
ー

ジ
」
形
成
に
寄
与
し
た
も
の
と
し
て
四
割
近
く
が
「
本
、
映
画
、
テ
レ
ビ
な
ど
」
を
挙
げ
て
お
り
、「
両
親
や
祖
父
母
ら
の
体
験
談
」
や

「
学
校
の
授
業
や
修
学
旅
行
」
を
上
回
っ
て
い
た
。
そ
し
て
作
品
別
で
は
、『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』『
火
垂
る
の
墓
』『
永
遠
の
0
』
に
次
い
で

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
報
道
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
、
ド
ラ
マ
」
を
挙
げ
た
割
合
が
高
か
っ
た
。
ま
た
、
少
し
古
い
デ
ー
タ
で
は
あ
る
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が

二
〇
〇
〇
年
五
月
に
実
施
し
た
世
論
調
査
に
お
い
て
も
、「
先
の
戦
争
に
対
す
る
自
分
の
考
え
に
影
響
の
あ
っ
た
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て

「
テ
レ
ビ
」
を
挙
げ
た
割
合
（
複
数
回
答
）
は
三
二
％
で
、「
身
近
な
人
」
三
六
％
に
次
い
で
高
か
っ
た
（
牧
田 

二
〇
〇
〇
）。
さ
ら
に
、
東

京
、
京
都
、
広
島
、
那
覇
の
四
都
市
の
中
学
生
二
年
生
を
対
象
と
し
た
意
識
調
査
に
よ
る
と
、「
第
二
次
世
界
大
戦
の
様
子
に
つ
い
て
誰

か
ら
聞
い
た
か
」
と
い
う
問
い
（
複
数
回
答
）
に
対
し
て
、
二
〇
〇
六
年
に
は
「
先
生
」
が
七
七
％
で
最
も
多
か
っ
た
が
、
二
〇
一
六
年

に
は
「
先
生
」
は
五
六
％
に
減
少
、
代
わ
り
に
〇
六
年
に
は
二
位
だ
っ
た
「
テ
レ
ビ
」
が
二
〇
一
六
年
に
は
二
三
％
増
加
し
て
一
位

（
七
八
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
テ
レ
ビ
の
影
響
力
が
近
年
大
き
く
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
（
村
上 

二
〇
一
六
（
3
））。

（
三
三
〇
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

三
七

し
か
し
、
終
戦
関
連
番
組
が
ど
の
く
ら
い
放
送
さ
れ
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
が
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
等
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
殆
ど
研
究
対
象
と
さ
れ
て
お
ら
ず
そ
の
全
体
像
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
戦
後
の
各
節
目
の
年
に
お
け

る
八
月
（
前
半
）
に
終
戦
関
連
番
組
が
、
ど
の
よ
う
に
編
成
・
放
送
さ
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
時
代
に
応
じ
て
傾
向
の
変
化
は
見
ら
れ
る

の
か
と
い
っ
た
諸
点
を
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
特
に
質
・
量
と
も
に
重
要
な
番
組
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
番
組
を
中
心
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
八
月
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
」
が
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
テ
レ
ビ
は
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
等
に
つ
い
て
検

討
す
る
（
二
節
）。
そ
し
て
戦
後
三
〇
年
、
四
〇
年
…
と
い
う
各
節
目
の
年
の
八
月
に
お
け
る
終
戦
関
連
番
組
の
編
成
状
況
に
つ
い
て
、

本
数
、
放
送
時
間
量
、
番
組
ジ
ャ
ン
ル
に
注
目
し
な
が
ら
概
観
す
る
（
第
三
節
）。
そ
の
う
え
で
、
戦
後
の
各
時
期
に
放
送
さ
れ
て
き
た
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
が
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
き
た
の
か
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
や
傾
向
の
変
化
が
あ
る
の
か
等
に
つ

い
て
分
析
し
（
第
四
節
）、
最
後
に
得
ら
れ
た
知
見
を
ま
と
め
、
今
後
に
向
け
た
研
究
課
題
を
整
理
す
る
（
第
五
節
）。

2
．「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
形
成

⑴　

起
点
と
し
て
の
「
戦
後
一
〇
年
」（
＝
一
九
五
五
年
）

八
月
上
旬
か
ら
一
五
日
前
後
ま
で
の
期
間
に
終
戦
・
戦
争
関
連
の
記
事
・
番
組
が
集
中
的
に
発
信
さ
れ
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」

の
起
源
は
一
九
五
〇
年
代
前
半
で
あ
る
（
佐
藤 

二
〇
一
四
）。
新
聞
に
お
い
て
「
終
戦
関
連
」
の
企
画
記
事
が
登
場
し
た
の
は
、
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
し
た
一
九
五
一
年
で
あ
る
。
こ
の
年
の
八
月
一
五
日
、
朝
日
新
聞
は
「〝
独
立
日
本
〞
初
の
終
戦
記
念
日
に

際
し
」「
地
下
の
〝
終
戦
政
治
の
本
舞
台
〞」「
沖
縄
師
範
健
児
の
最
期
」
と
い
っ
た
特
集
記
事
を
写
真
入
り
で
掲
載
し
て
い
る
。
そ
し
て

（
三
三
一
）



政
経
研
究　

第
五
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

三
八

以
降
、
同
様
の
ス
タ
イ
ル
で
の
終
戦
関
連
企
画
が
社
会
面
を
中
心
に
恒
例
化
さ
れ
る
。
ラ
ジ
オ
で
も
一
九
五
三
年
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
民
放
は

終
戦
記
念
日
の
特
別
編
成
を
始
め
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
や
討
論
番
組
、
解
説
番
組
な
ど
を
放
送
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

新
聞
、
放
送
の
各
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
流
れ
が
本
格
化
し
た
の
は
「
戦
後
一
〇
年
」
に
あ
た
る
一
九
五
五
年
で
あ
る
。
同

年
八
月
一
五
日
、
新
聞
各
紙
は
一
斉
に
、
一
面
・
社
会
面
を
中
心
に
「
戦
後
一
〇
年
」
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
る
。
朝
日
新
聞
は
一
面

ト
ッ
プ
に
「
き
ょ
う
終
戦
十
周
年
」
と
い
う
記
事
を
掲
載
、「
十
五
日
は
太
平
洋
戦
争
が
終
っ
て
十
周
年
に
当
た
る
日
。
世
界
の
人
類
の

大
半
が
武
器
を
も
っ
て
血
み
ど
ろ
に
戦
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
が
、
日
本
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
よ
っ
て
こ
こ
に
平
和
の
鐘
が
全
世
界

に
鳴
り
響
い
た
意
義
深
い
日
で
あ
る
」
と
し
、
世
界
平
和
祈
願
国
民
大
祭
（
東
京
上
野
）、
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
東
京
大
会
（
東
京
・
青

年
館
）、
祖
国
復
興
祈
願
祭
（
伊
勢
神
宮
）、
戦
没
英
霊
追
悼
慰
霊
祭
（
大
阪
・
四
天
王
寺
）
な
ど
、
全
国
で
関
連
の
行
事
が
行
わ
れ
る
こ
と

を
報
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
紙
と
も
に
社
説
に
お
い
て
「
戦
後
一
〇
年
」
を
論
じ
て
い
る
。
各
紙
の
社
説
の
タ
イ
ト
ル
は
、
朝
日
新
聞

が
「
終
戦
十
周
年
」、
毎
日
新
聞
が
「
終
戦
十
年
に
あ
た
っ
て
（
一
）（
二
）」（
八
月
一
五
日
・
一
六
日
の
連
載
）、
読
売
新
聞
が
「
終
戦
十
年

の
回
顧
と
反
省
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
社
説
は
異
口
同
音
に
、「
終
戦
」
か
ら
の
一
〇
年
の
あ
い
だ
に
、
日
本
の
政
治
・
経

済
・
社
会
の
各
分
野
に
お
い
て
急
激
な
変
化
と
変
革
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
し
か
し
平
和
国
家
、
民
主
主
義
国
家
の
建
設
と
い
う
目

標
に
対
し
て
は
未
だ
道
半
ば
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
五
五
年
八
月
に
お
い
て
は
、
広
島
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
て
か
ら
一
〇
周
忌
に
あ
た
る
八
月
六
日
前
後
に
も
朝
日
、
毎
日
、

読
売
の
各
紙
と
も
に
関
連
の
特
集
記
事
や
社
説
を
掲
載
し
て
い
る
。
各
紙
の
社
説
の
タ
イ
ト
ル
は
、
朝
日
新
聞
が
「
原
爆
十
周
年
に
想

う
」、
毎
日
新
聞
が
「
原
子
力

│
人
間
の
破
壊
か
繁
栄
か
」（
八
月
五
日
掲
載
）、
読
売
新
聞
が
「
原
爆
被
災
十
周
年
に
際
し
て
」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
社
説
に
お
い
て
も
各
紙
共
通
の
論
調
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
原
爆
投
下
に
よ
る
多
大
な
犠
牲
者
の
霊
を
供
養

（
三
三
二
）
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三
九

す
る
と
と
も
に
、
悲
劇
を
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
原
水
爆
を
禁
止
す
る
運
動
を
発
展
さ
せ
、
核
軍
縮
を
実
現
す
る
こ
と
、
そ
し
て

平
和
な
国
際
秩
序
の
実
現
を
誓
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ラ
ジ
オ
に
お
い
て
も
一
九
五
五
年
に
は
、
各
局
が
終
戦
関
連
番
組
を
大
規
模
な
形
で
特
別
編
成
し
て
い
る
。
八
月
六
日
の
「
広
島
原
爆

の
日
」
に
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
（
第
一
）
と
文
化
放
送
が
「
平
和
祈
念
式
典
」
の
実
況
中
継
放
送
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
関
連
の
録
音
構
成
番
組

や
討
論
番
組
な
ど
を
放
送
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
五
日
の
「
終
戦
の
日
」
に
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
二
本
の
特
別
番
組
『
終
戦
の
日
と
私
＝
藤
山

愛
一
郎
、
辻
政
信
、
高
峰
秀
子
ほ
か
』『
座
談
会　

今
日
の
日
本
・
明
日
の
日
本
〜
こ
の
十
年
の
回
顧
か
ら
＝
吉
田
茂
、
下
村
宏
、
小
泉

信
三
』
を
放
送
、
民
放
も
『
あ
れ
か
ら
十
年
特
攻
隊
そ
の
後
・
花
ふ
た
た
び
＝
向
井
真
理
子
』（
ラ
ジ
オ
東
京
）、『
青
空
会
議
、
こ
れ
か
ら

の
日
本
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
』（
文
化
放
送
）
と
い
う
終
戦
関
連
番
組
を
放
送
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
「
戦
後
一
〇
年
」
の
一
九
五
五
年
か
ら
本
格
化
し
定
着
し
た
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、
八
月
六
日
の
「
広
島

原
爆
の
日
」
お
よ
び
八
月
一
五
日
の
「
終
戦
記
念
日
」
を
中
心
に
、
①
戦
争
の
犠
牲
者
を
弔
い
、
②
戦
争
を
反
省
し
、
③
平
和
へ
の
誓
い

を
新
た
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
基
調
と
す
る
日
本
独
自
の
メ
デ
ィ
ア
・
言
論
空
間
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

⑵　

テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」

日
本
で
テ
レ
ビ
放
送
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
五
三
年
で
あ
る
。
同
年
二
月
一
日
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
、
八
月
二
八
日
に
日
本
テ
レ
ビ
が
本
放
送

を
開
始
し
て
い
る
。
テ
レ
ビ
放
送
に
お
い
て
も
当
初
か
ら
、「
終
戦
の
日
」
前
後
に
は
終
戦
関
連
番
組
が
制
作
・
放
送
さ
れ
て
い
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
こ
の
年
の
八
月
八
日
、
一
五
日
、
二
九
日
の
三
回
に
渡
っ
て
『
話
の
カ
レ
ン
ダ
ー
・
終
戦
八
年
の
歩
み
（
一
）
〜
（
三
）
＝

殿
木
圭
一
・
浜
田
健
二
』
を
放
送
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
に
お
い
て
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
が
本
格
化
し
始
め
る

（
三
三
三
）
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四
〇

一
九
五
五
年
の
八
月
一
五
日
に
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
『
終
戦
十
年
│
終
戦
記
念
日
特
集
│
映
画
『
戦
後
十
年
の
歩
み
』・
追
憶
談
・
座
談
会
』

と
い
う
五
七
分
の
特
集
番
組
を
放
送
し
て
い
る
。
ま
た
日
本
テ
レ
ビ
は
『
特
集
・
戦
後
十
年
』
を
、
そ
し
て
Ｋ
Ｒ
テ
レ
ビ
（
現
Ｔ
Ｂ
Ｓ
）

も
『
講
談
・
終
戦
秘
話
』、『
ル
ポ
・
十
才
の
平
和
国
家
』
と
い
う
番
組
を
そ
れ
ぞ
れ
夜
七
時
台
に
放
送
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
当
時
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
主
役
は
あ
く
ま
で
ラ
ジ
オ
で
あ
っ
た
。
草
創
期
に
お
け
る
テ
レ
ビ
は
販
売
価
格
が
高
価
な
た

め
所
有
者
が
少
な
く
、
多
く
の
人
び
と
は
「
街
頭
テ
レ
ビ
」
や
飲
食
店
、
近
所
の
富
裕
層
の
自
宅
な
ど
で
娯
楽
番
組
を
楽
し
む
と
い
う
の

が
テ
レ
ビ
視
聴
の
一
般
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。
放
送
時
間
も
短
く
、
放
送
が
始
ま
っ
た
一
九
五
三
年
二
月
に
お
け
る
一
日
の
放
送
時

間
は
、
昼
前
後
の
一
時
間
半
（
一
二
時
〜
一
三
時
半
）
と
夕
方
か
ら
の
二
時
間
半
（
一
八
時
半
〜
二
一
時
）、
計
四
時
間
し
か
な
か
っ
た
（
日
本

放
送
協
会
編 

二
〇
〇
一
）。
ま
た
、
テ
レ
ビ
局
も
一
九
五
五
年
当
時
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
日
本
テ
レ
ビ
、
Ｋ
Ｒ
Ｔ
（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
）
の
三
局
し
か
存
在

せ
ず
、
放
送
エ
リ
ア
は
東
京
、
名
古
屋
、
大
阪
を
中
心
と
す
る
都
市
部
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
、
テ
レ
ビ
の
普

及
率
は
一
九
五
三
年
度
末
で
〇
・
一
％
、
翌
五
四
年
度
末
で
〇
・
三
％
、
五
五
年
度
末
で
〇
・
九
％
と
当
初
数
年
間
は
低
水
準
の
ま
ま
で

あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
時
期
の
終
戦
関
連
番
組
は
本
数
・
時
間
が
少
な
い
だ
け
で
な
く
視
聴
者
も
極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
影
響
は
限

定
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
番
組
内
容
に
つ
い
て
も
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
当
時
の
新
聞
の
「
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ

欄
」
は
ラ
ジ
オ
番
組
表
が
メ
イ
ン
で
あ
り
、
テ
レ
ビ
番
組
表
は
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
わ
ず
か
一
四
〜
五
行
ず
つ
の
簡
素
な
記
述
に
留

ま
っ
て
い
る
た
め
、
知
り
得
る
の
は
番
組
タ
イ
ト
ル
と
放
送
時
間
の
み
で
あ
る
（
4
）

。

そ
の
後
、
テ
レ
ビ
の
普
及
率
が
急
上
昇
を
始
め
る
の
は
、
日
本
社
会
が
高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え
る
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
に
普
及
率
が
一
〇
％
を
超
え
る
と
、
五
九
年
に
は
二
三
・
六
％
、
六
〇
年
に
は
四
四
・
七
％
ま
で
急
増
、
そ
し
て
翌
六
一
年
に

は
過
半
数
超
の
六
二
・
五
％
に
達
す
る
。
こ
の
時
期
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
民
放
各
局
の
放
送
時
間
も
拡
大
さ
れ
て
い
き
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば

（
三
三
四
）
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ま
で
に
朝
六
時
か
ら
二
四
時
ま
で
の
「
全
日
化
」
が
順
次
達
成
さ
れ
る
。
放
送
エ
リ
ア
も
拡
大
し
て
い
き
、
一
九
六
二
年
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総

合
テ
レ
ビ
が
全
国
の
八
二
％
を
カ
バ
ー
、
民
放
も
全
国
で
四
三
社
八
二
局
と
な
っ
た
。
一
九
六
一
年
、
加
速
度
的
に
普
及
を
続
け
る
テ
レ

ビ
の
受
信
契
約
件
数
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
が
ラ
ジ
オ
の
そ
れ
を
上
回
り
、
テ
レ
ビ
が
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
主
役
と
な
る
。
そ
し
て
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
開
催
さ
れ
た
一
九
六
四
年
に
は
テ
レ
ビ
の
世
帯
普
及
率
は
九
割
近
く
（
八
七
・
八
％
）
に
達
し
、
一
九
六
〇
年
当
時
は
一
日
あ
た
り
一

時
間
弱
だ
っ
た
日
本
人
の
平
均
テ
レ
ビ
視
聴
時
間
は
三
時
間
近
く
に
増
加
、
逆
に
一
時
間
半
だ
っ
た
ラ
ジ
オ
の
平
均
聴
取
時
間
は
六
五
年

に
は
三
〇
分
弱
に
減
少
し
て
い
る
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
編 

二
〇
〇
三
）。

「
戦
後
二
〇
年
」
に
あ
た
る
一
九
六
五
年
八
月
、
テ
レ
ビ
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
規
模
で
終
戦
関
連
番
組
を
編
成
・
放
送
し
て
い
る
。

後
に
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
そ
の
数
は
三
一
本
に
上
り
、
そ
の
後
の
各
節
目
の
年
と
同
程
度
の
水
準
に
な
っ
て
い
る
。
新
聞
、
ラ
ジ
オ
に

よ
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
が
一
九
五
五
年
を
起
点
と
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、
こ

の
一
九
六
五
年
に
本
格
化
し
た
と
い
え
る
。

⑶　

メ
デ
ィ
ア
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」

と
こ
ろ
で
、「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
社
会
的
影
響
力
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
が
あ
る
種
の

「
メ
デ
ィ
ア
イ
ベ
ン
ト
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
功
罪
を
指
摘
す
る
論
者
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
保
坂
正
康
（
二
〇
〇
六
）
は
、「
八
月

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
が
日
本
の
敗
戦
を
記
念
し
て
戦
争
終
結
の
喜
び
と
新
た
に
不
戦
を
誓
う
「
記
念
月
間
」
と
し
て
他
国
に
は
見
ら
れ
な

い
「
独
自
の
歴
史
空
間
」
を
形
成
し
て
き
た
と
し
つ
つ
も
、
実
際
に
は
形
骸
化
・
儀
式
化
が
進
ん
で
い
る
側
面
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

保
坂
に
よ
れ
ば
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、
八
月
一
五
日
正
午
の
時
報
に
あ
わ
せ
て
甲
子
園
球
児
た
ち
が
行
う
一
分
間
の
黙
と
う
の

（
三
三
五
）
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四
二

よ
う
な
「
夏
の
風
物
詩
」
的
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
単
に
「
底
の
浅
い
非
戦
論
」
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
佐
藤

卓
己
（
二
〇
一
四
）
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
は
降
伏
文
書
調
印
が
行
わ
れ
た
九
月
二
日
で
あ
る
は
ず
の
「
終
戦
の
日
」
が
八

月
一
五
日
と
な
っ
た
歴
史
的
経
緯
と
そ
の
政
治
性
を
指
摘
し
、
精
霊
流
し
や
送
り
火
で
死
者
の
霊
を
弔
っ
て
き
た
「
お
盆
」
と
重
な
る
時

期
に
終
戦
記
念
行
事
を
行
う
こ
と
は
「
一
つ
の
合
理
主
義
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
が
八
月
一
五
日
を
「
内
向
き
の
終
戦
記
念

日
」
に
し
て
し
ま
い
、
結
果
的
に
戦
争
責
任
問
題
や
歴
史
認
識
問
題
を
め
ぐ
る
周
辺
国
と
の
対
話
の
回
路
や
可
能
性
を
閉
ざ
し
て
き
た
面

が
あ
る
と
批
判
す
る
（
5
）

。

な
お
、「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
自
体
を
主
題
的
に
分
析
し
た
研
究
は
多
く
な
い
。
上
記
の
佐
藤
卓
己
の
研
究
以
外
で
は
、
坪
井
秀

人
（
二
〇
〇
五
）
が
戦
後
五
〇
年
（
一
九
九
五
年
）
か
ら
戦
後
一
〇
年
（
一
九
九
五
年
）
へ
と
遡
行
す
る
形
で
新
聞
の
戦
争
関
連
記
事
に
関
す

る
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
小
寺
敦
之
ら
（
二
〇
〇
七
）
は
、
戦
後
六
〇
年
の
二
〇
〇
五
年
に
日
本
・
中
国
・
韓
国
・
台
湾
の
主
要
紙

が
戦
後
六
〇
年
を
ど
う
報
道
し
た
か
に
つ
い
て
の
国
際
比
較
研
究
を
行
な
い
、
各
国
（
地
域
）
に
お
け
る
「
戦
争
」
や
「
終
戦
」
が
持
つ

意
味
内
容
の
差
異
や
そ
の
社
会
・
文
化
的
背
景
な
ど
を
分
析
し
て
い
る
。
一
方
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
は
、

一
九
九
五
年
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
が
日
本
を
含
む
各
国
の
放
送
メ
デ
ィ
ア
が
「
戦
後
五
〇
年
」
に
つ
い
て
ど
う
報
道
し
た
の
か

等
に
つ
い
て
の
国
際
共
同
研
究
を
行
っ
て
い
る
（
河
野
・
森
口
ほ
か 

一
九
九
七
、
原
・
服
部
・
斉
藤 

一
九
九
七
、
Ｅ
．ク
ラ
ウ
ス
・
橋
本 

一
九
九
六
な
ど
）。
し
か
し
そ
れ
以
降
、
テ
レ
ビ
に
よ
る
戦
後
六
〇
年
、
戦
後
七
〇
年
の
報
道
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
調
査
研
究
は
行
わ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
番
組
が
戦
争
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
桜
井
均
（
二
〇
〇
五
）
に
よ
る
研
究
が
あ
る

が
、
対
象
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
が
中
心
で
あ
り
、「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
観
点
か
ら
網
羅
的
・
実
証
的
に

研
究
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
三
三
六
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

四
三

3
．
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
編
成
史

⑴　

編
成
史
分
析
の
方
法
・
対
象

本
節
で
は
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
け
る
終
戦
関
連
番
組
の
編
成
に
つ
い
て
、
そ
の
時
期
ご
と
の
概
要
を
明
ら
か

に
す
る
。
対
象
は
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
一
九
六
五
年
（
戦
後
二
〇
年
）
か
ら
二
〇
一
五
年
（
戦

後
七
〇
年
）
ま
で
の
一
〇
年
ご
と
の
各
年
に
放
送
さ
れ
た
終
戦
関
連
番
組
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
年
の
八
月
前
半
（
一
日
〜
一
六

日
）
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
（
総
合
テ
レ
ビ
、
Ｅ
テ
レ
）、
民
放
五
局
（
日
本
テ
レ
ビ
、
テ
レ
ビ
朝
日
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
、
テ
レ
ビ
東
京
）
で
全
国
放
送

さ
れ
た
終
戦
関
連
番
組
に
つ
い
て
、
本
数
、
放
送
時
間
量
、
お
よ
び
番
組
ジ
ャ
ン
ル
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
を
分
析
す
る
（
6
）

。
な

お
、
対
象
番
組
に
は
終
戦
や
戦
争
関
連
の
テ
ー
マ
を
主
題
的
に
扱
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
、
討
論
番
組
、
ド
ラ
マ
、
映
画
・
ア
ニ
メ
な

ど
を
含
む
。
ま
た
、
定
時
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
・
情
報
番
組
は
「
番
組
」
に
は
含
ま
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
終
戦
・
戦
争
関
連
で
拡
大
版
（
特

集
版
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
版
）
と
し
て
放
送
さ
れ
た
も
の
は
対
象
と
し
た
（
7
）

。

⑵　

本
数
・
時
間
の
推
移

表
1
は
、
一
九
六
五
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
一
〇
年
ご
と
の
八
月
前
半
に
放
送
さ
れ
た
終
戦
関
連
番
組
の
本
数
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
対
象
と
し
た
年
に
放
送
さ
れ
た
終
戦
関
連
番
組
の
本
数
は
計
二
二
〇
本
で
あ
る
。
年
ご
と
の
本
数
を
み
る
と
、
一
九
六
五
年
が

三
一
本
で
、
以
降
、
一
九
七
五
年
・
三
八
本
、
一
九
八
五
年
・
二
七
本
、
一
九
九
五
年
・
四
六
本
、
二
〇
〇
五
年
・
三
四
本
、
二
〇
一
五

年
・
四
四
本
と
推
移
し
て
い
る
（
8
）

。「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
自
体
、「
〇
周
年
」
と
い
っ
た
節
目
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
関
連
テ
ー
マ
を
集
中

（
三
三
七
）
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巻
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（
二
〇
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七
年
十
二
月
）

四
四

的
に
報
道
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
周
年
報
道
」
的
性
格
を
持
つ
が
、
中
で
も

特
に
三
〇
、
五
〇
、
七
〇
周
年
の
各
周
年
に
お
い
て
特
に
大
き
な
規
模
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
傾
向
は
民
放
（
五
局
）
の

動
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
（
図
1
参
照
）。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
は
最
も
本
数
が

多
い
の
は
二
〇
〇
五
年
（
戦
後
六
〇
年
）
の
二
六
本
で
あ
り
、
二
〇
年
周

期
で
の
増
減
と
い
う
傾
向
は
な
い
。
民
放
（
五
局
）
は
、
二
七
本

（
一
九
六
五
年
）、
二
七
本
（
一
九
七
五
年
）、
一
六
本
（
一
九
八
五
年
）、
三
一

本
（
一
九
九
五
本
）、
八
本
（
二
〇
〇
五
年
）、
二
五
本
（
二
〇
一
五
年
）
と
推

移
し
て
お
り
、
一
九
七
五
年
以
降
、
二
〇
年
周
期
で
増
減
が
繰
り
返
さ
れ

る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
民
放
を
合
わ
せ
た
全
体
の
本
数
が
最
も

多
か
っ
た
の
は
一
九
九
五
年
の
四
六
本
で
、
時
間
に
す
る
と
四
三
〇
一
分
、

す
な
わ
ち
七
一
時
間
を
超
え
る
終
戦
関
連
番
組
が
放
送
さ
れ
て
い
た
。
次

に
多
い
の
が
二
〇
一
五
年
の
四
四
本
（
三
五
九
二
分
）
と
な
っ
て
い
る
。

局
別
で
は
、
一
九
六
五
年
に
は
テ
レ
ビ
東
京
（
東
京
12
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
当

時
）
が
最
も
多
く
一
四
本
（
九
七
六
分
）
の
番
組
を
放
送
し
て
い
る
（
9
）

。

一
九
七
五
年
以
降
で
は
、
い
ず
れ
の
年
に
お
い
て
も
本
数
で
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が

最
も
多
く
、
特
に
最
近
に
お
い
て
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
、

表 1　終戦関連番組の本数・時間量の推移（局別・全体）
（上段＝本数、下段＝放送時間量（分））

全体 NHK 日本テレビ テレ朝
（NET） TBS フジテレビ テレビ東京

1965 年
31 本 3 1 2 7 4 14
1753 分 120 30 135 316 176 976

1975 年
38 11 5 4 9 7 2
1854 555 290 144 340 435 90

1985 年
27 11 3 1 7 0 5
2244 790 139 138 703 0 474

1995 年
46 15 7 11 8 1 4
4301 801 581 1549 836 144 390

2005 年
34 24 3 3 1 1 0
2820 2078 275 225 173 129 0

2015 年
44 19 5 9 6 1 4
3592 973 329 738 807 250 495

計
219 82 24 30 37 14 29
16564 5257 1644 2929 3175 1134 2425

（
三
三
八
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

四
五

二
〇
〇
五
年
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
が
本
数
・
時
間
量
と
も
に
全
体
の
七
割
を
超
え
て
い

る
（
二
六
本
・
二
〇
七
八
分
）。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
で
も
四
四
本
の
終
戦
関
連
番
組

の
う
ち
一
九
本
（
四
三
％
）
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
で
あ
る
。

⑶　

番
組
ジ
ャ
ン
ル
の
推
移

次
に
番
組
ジ
ャ
ン
ル
の
推
移
を
見
て
い
く
（
表
2
）。
ど
の
年
に
お
い
て
も
本

数
・
放
送
時
間
量
が
多
い
の
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
で
あ
る
。
そ
の
本
数
は
、

一
九
九
五
年
が
最
も
多
く
二
七
本
、
最
も
少
な
い
一
九
八
五
年
で
も
一
三
本
が
放
送

さ
れ
て
い
る
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
合
計
本
数
は
一
一
八
本
で
、
こ
れ
は
対
象
と

し
た
全
番
組
（
二
二
〇
本
）
の
約
半
数
を
占
め
て
い
る
。
放
送
時
間
量
で
も
す
べ
て

の
年
に
お
い
て
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
最
も
長
い
。
特
に
一
九
九
五
年
に
放
送
さ
れ

た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
放
送
時
間
量
は
二
二
〇
〇
分
（
約
三
七
時
間
）
に
及
ん
で

い
る
。
対
象
と
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
一
一
九
本
の
合
計
放
送
時
間
量
は

七
二
九
三
分
（
約
一
二
二
時
間
）
で
、
こ
れ
は
今
回
対
象
と
し
た
全
番
組
（
計
二
二
〇

本
）
の
合
計
放
送
時
間
量
の
約
四
三
％
で
あ
る
。
今
回
の
分
析
対
象
に
し
て
い
な
い

ニ
ュ
ー
ス
番
組
・
情
報
番
組
を
除
く
と
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に

お
い
て
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
中
心
的
な
番
組
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

図 1　終戦関連番組の本数の推移（NHK・民放別）

（
三
三
九
）



政
経
研
究　

第
五
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

四
六

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
次
い
で
、
放
送
本
数
・
時
間
量
が
多
い
の
は
、

全
国
戦
没
者
追
悼
式
な
ど
終
戦
関
連
の
式
典
中
継
や
ニ
ュ
ー
ス
・
情
報
番

組
の
拡
大
版
（
特
集
版
・
ス
ペ
シ
ャ
ル
版
）
な
ど
を
含
む
「
そ
の
他
」（
四
八

本
・
二
八
三
三
分
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
「
ド
ラ
マ
」
と
「
映
画
・

ア
ニ
メ
」
が
放
送
本
数
が
と
も
に
二
二
本
で
並
ん
で
い
る
。
放
送
時
間
量

で
は
ド
ラ
マ
が
合
計
二
三
六
四
分
、
映
画
・
ア
ニ
メ
が
二
四
五
九
分
で
あ

る
。「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
対
し
て
、

ド
ラ
マ
と
映
画
・
ア
ニ
メ
を
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
ま
と
め
る
と
、

「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
の
合
計
本
数
は
四
四
本
、
放
送
時
間
量
は
四
八
二
三

分
（
約
八
〇
時
間
）
で
あ
り
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）

に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
対
象
番
組
全
体
に
占
め
る
割
合
は
時
間
量
ベ
ー

ス
で
は
約
三
〇
％
と
い
う
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
を
あ
わ
せ
る
と
、
本
数
で
全

体
の
約
七
三
％
、
放
送
時
間
量
で
七
一
％
を
占
め
て
い
る
。

表
3
は
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
と
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
ド
ラ
マ
＋
映

画
・
ア
ニ
メ
）」
の
本
数
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
民
放
（
五
局
）
を
比
較
し

た
も
の
で
あ
る
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
五
三
本
に
対
し

表 2　終戦関連番組の本数・放送時間量の推移（ジャンル別）
（上段＝本数、下段＝放送時間（分）

全体 ①ドキュメンタリー ②ドラマ ③映画・アニメ ④討論 ⑤その他
（式典中継含む）

1965 年
31 本 16 6 4 3 2
1753 分 525 326 362 480 60

1975 年
38 21 0 2 0 15
1854 935 0 230 0 689

1985 年
27 13 3 6 0 5
2244 830 308 806 0 300

1995 年
46 27 3 5 1 10
4301 2200 376 654 360 711

2005 年
34 19 3 3 3 6
2820 1326 398 246 480 370

2015 年
44 24 7 2 1 10
3592 1537 956 161 235 703

計
220 119 22 22 9 48
16564 7293 2364 2459 1615 2833

（
三
四
〇
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

四
七

て
民
放
は
六
六
本
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
ド
ラ
マ
＋
映
画
・
ア
ニ
メ
）」
で

は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
六
本
に
対
し
て
民
放
が
三
八
本
と
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
次
ぐ
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
ド
ラ
マ
お
よ
び
映
画
・
ア
ニ
メ
と
い
う
「
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
」
の
分
野
は
、
主
と
し
て
民
放
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
で
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
、
ド
ラ
マ
、

映
画
・
ア
ニ
メ
が
中
心
的
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
制
作
・
放
送
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ

で
は
、
こ
れ
ら
の
終
戦
関
連
番
組
に
お
い
て
戦
争
の
ど
の
よ
う
な
側
面
が
、
ど
の
よ
う
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
テ
ー
マ
や
切
り
口
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
や
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ

ら
に
は
時
系
列
的
に
み
る
と
何
ら
か
の
変
化
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
そ
の
諸
相

を
各
年
の
社
会
的
状
況
や
終
戦
関
連
の
新
聞
報
道
の
内
容
な
ど
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
テ
レ
ビ
の

「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
け
る
主
要
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
に
絞
っ

て
分
析
・
検
討
す
る
。

4
．
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
の
展
開

⑴　

一
九
六
五
年
（
戦
後
二
〇
年
）

先
述
の
よ
う
に
、
戦
後
二
〇
年
に
あ
た
る
一
九
六
五
年
は
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

表 3　 ドキュメンタリーとフィクション（ドラマ＋映画・アニメ）の本数（NHK、民放）
ドキュメンタリーの本数 フィクション（ドラマ＋映画・アニメ）の本数

全体 NHK 民放 全体 NHK 民放
1965 年 16 2 14 10 1 9
1975 年 21 7 14 2 0 2
1985 年 13 5 8 9 1 8
1995 年 27 12 15 8 0 8
2005 年 19 16 3 6 2 4
2015 年 24 12 12 9 2 7
計 120 54 66 44 6 38

（
三
四
一
）
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四
八

ム
」
が
本
格
化
し
た
年
で
あ
る
。
前
年
の
一
九
六
四
年
に
東
京
五
輪
を
開
催
し
た
日
本
は
当
時
、
高
度
経
済
成
長
の
た
だ
中
に
あ
っ
た
。

テ
レ
ビ
放
送
が
始
ま
っ
て
か
ら
一
二
年
が
経
過
し
た
こ
の
年
、
テ
レ
ビ
の
普
及
率
は
す
で
に
九
〇
％
を
超
え
て
本
格
的
な
「
テ
レ
ビ
時

代
」
が
到
来
し
て
い
た
。
テ
レ
ビ
各
局
が
朝
〜
昼
の
時
間
帯
に
い
わ
ゆ
る
「
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
」
を
開
発
し
て
放
送
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、『
木
島
則
夫
シ
ョ
ー
』（
Ｎ
Ｅ
Ｔ
・
一
九
六
四
年
〜
）、『
ス
タ
ジ
オ
102
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・

一
九
六
五
年
〜
）、『
小
川
宏
シ
ョ
ー
』（
フ
ジ
テ
レ
ビ
・
一
九
六
五
年
〜
）、『
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
シ
ョ
ー
』（
Ｎ
Ｅ
Ｔ
・
一
九
六
五
年
〜
）、『
11
Ｐ
Ｍ
』

（
日
本
テ
レ
ビ
・
一
九
六
五
年
〜
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
戦
争
に
関
連
す
る
時
代
状
況
と
し
て
は
、
ト
ン
キ
ン
湾
事
件
（
一
九
六
四
年
）
を

き
っ
か
け
に
ア
メ
リ
カ
が
本
格
的
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
介
入
を
始
め
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
一
九
六
五
年
四
月
に
「
ベ
平

連
（
＝
ベ
ト
ナ
ム
に
平
和
を
！
市
民
文
化
団
体
連
合
）」
が
発
足
し
て
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
が
展
開
さ
れ
始
め
て
い
た
。
ま
た
、
第
二
次
池
田

隼
人
内
閣
は
一
九
六
三
年
五
月
に
、
そ
れ
ま
で
場
所
・
時
期
と
も
に
変
則
的
に
実
施
さ
れ
て
い
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
「
全
国
戦
没
者
追

悼
式
」
に
つ
い
て
、
八
月
一
五
日
を
「
終
戦
記
念
日
」
と
し
て
実
施
す
る
実
施
要
領
を
閣
議
決
定
し
、
同
年
か
ら
八
月
一
五
日
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
年
の
八
月
前
半
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
民
放
は
、
あ
わ
せ
て
三
〇
本
の
終
戦
関
連
番
組
を
編
成
・
放
送
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
ル
別
で
は
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
最
も
多
く
一
六
本
と
過
半
数
を
占
め
、
以
下
、
ド
ラ
マ
が
六
本
、
映
画
・
ア
ニ
メ
四
本
、
討
論
番
組
三
本
、
そ
の
他

二
本
と
な
っ
て
い
る
。
表
4
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
に
つ
い
て
、
局
・
放
送
日
・
時
間
量
・
タ
イ
ト
ル
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
・
被
爆
を
テ
ー
マ
に
し
た
番
組
の
多
さ
で
あ
る
。
一
六
本
の
う
ち
の
六
本
が
原
爆
・
被

爆
関
連
の
番
組
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
番
組
は
い
ず
れ
も
原
爆
に
よ
る
被
害
の
実
相
、
生
き
残
っ
た
被
害
者
の
そ
の
後
の
「
原
爆
症
」
な
ど

に
よ
る
苦
し
み
な
ど
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
、
そ
の
後
長
く
続
く
「
原
爆
も
の
」
の
番
組
の
基
本
的
な
形
が
す
で
に
こ
の
時
期
に
出
来
上

（
三
四
二
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

四
九

が
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
例
え
ば
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
こ
の
年
に
放
送
し
た
二

本
の
番
組
は
と
も
に
原
爆
・
被
爆
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。『
現
代

の
映
像
・
戦
後
二
〇
年
「
ド
ー
ム
の
二
〇
年
」』（
八
月
六
日
）
は
、

原
爆
投
下
当
時
の
姿
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
原
爆
ド
ー
ム
に
広
島
市
民

が
寄
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
伝
え
る
と
い
う
番
組
で
あ
る
。『
あ

る
人
生
「
い
の
ち
あ
る
日
日
」』（
八
月
一
五
日
）
は
人
物
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
で
、
長
崎
で
被
爆
し
家
族
も
失
っ
た
人
物
が
、
自
身
も
原

爆
症
の
治
療
を
受
け
な
が
ら
浦
上
天
主
堂
の
助
任
司
祭
と
し
て
被
爆

者
達
の
た
め
に
奔
走
す
る
日
々
を
描
い
て
い
る
。
民
放
で
は
、『
こ

こ
に
生
き
る
「
不
屈
の
人
々
│
1
9
6
5
・
ヒ
ロ
シ
マ
」』（
日
本
テ

レ
ビ
・
八
月
一
〇
日
）
は
、
原
爆
患
者
の
治
療
に
あ
た
る
原
爆
病
院
院

長
の
日
々
を
追
っ
た
番
組
、『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
「
長
崎
の
記
録
」』

（
東
京
12
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
八
月
九
日
）
は
、
被
爆
直
後
四
〇
日
間
の
長
崎

の
様
子
を
克
明
に
撮
影
し
た
写
真
を
紹
介
し
、
当
時
の
被
害
の
実
相

を
振
り
返
る
と
い
う
番
組
で
あ
る
。
な
お
、
原
爆
・
被
爆
を
テ
ー
マ

に
し
た
番
組
は
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
以
外
に
も
、
ド
ラ
マ
と
映
画

で
合
わ
せ
て
三
本
放
送
さ
れ
て
い
る
。
ド
ラ
マ
『
ヒ
ロ
シ
マ
・
あ
る

表 4　終戦関連のドキュメンタリー（1965 年 8 月 1 日～ 16 日）

局 放送日 時間量
（分） タイトル

テレビ東京 8月 3日 30 ドキュメント・日本1965「ヒロシマは生きている」
テレビ東京 8月 4日 30 ドキュメンタリー・海ゆかば「ペリリュー島の攻防」
TBS 8 月 5 日 30 20 世紀の記録「ヒロシマへの道」
日テレ 8月 5日 30 ここに生きる「不屈の人々─ 1965・ヒロシマ」
NHK 8 月 6 日 30 現代の映像「戦後20年」
テレビ東京 8月 9日 30 ドキュメント「長崎の記録」
TBS 8 月 10 日 30 カメラ・ルポルタージュ「小さな歴史～ある疎開児童の絵日記から～」
テレビ東京 8月 10 日 30 ドキュメンタリーああ世界大戦「インパール大作戦の真相」
テレビ東京 8月 10 日 30 ドキュメント・日本1965「生きている戦争」
テレビ東京 8月 11 日 30 ドキュメンタリー・海ゆかば「レイテ沖海戦」
TBS 8 月 12 日 30 20 世紀の記録「真珠湾攻撃の前夜」
テレビ東京 8月 12 日 30 私の昭和史「玉音版奪取事件」
テレビ東京 8月 12 日 30 日本の軍事力
NET 8 月 15 日 75 終戦記念番組「海兵第73期生その20年の歩み」
NHK 8 月 15 日 30 ある人生「いのちある日日」
フジ 8月 15 日 30 世界は動く「世界の中の日本（前編）～敗戦から講和まで」

（
三
四
三
）
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第
五
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

五
〇

愛
と
死
』（
東
京
12
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
八
月
六
日
）
は
、
結
婚
を
目
前
に
死
ん
だ
若
い
被
爆
者
の
男
女
の
悲
劇
を
実
話
に
基
づ
い
て
ド
ラ
マ
化
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
映
画
で
は
、
東
京
12
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
『
原
爆
の
子
』（
新
藤
兼
人
監
督
・
一
九
五
二
年
）、『
生
き
て
い
て
よ
か
っ

た
』（
亀
井
文
夫
監
督
・
一
九
五
六
年
）
と
い
う
二
作
品
を
と
も
に
八
月
六
日
に
放
送
し
て
い
る
。

な
お
、
原
爆
関
連
で
は
当
時
、
戦
後
日
本
の
平
和
運
動
の
牽
引
役
で
も
あ
っ
た
「
原
水
爆
禁
止
運
動
」
が
、
内
紛
と
分
裂
を
繰
り
返
し

て
い
た
と
い
う
時
代
状
況
が
あ
っ
た
。
反
核
・
平
和
運
動
組
織
と
し
て
一
九
五
五
年
に
発
足
し
た
「
原
水
爆
禁
止
日
本
協
議
会
（
＝
原
水

協
）」
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
東
西
冷
戦
と
米
ソ
の
核
軍
拡
競
争
へ
の
立
場
の
違
い
を
背
景
に
、
社
会
党
・
総
評
系
と
共
産
党
系

と
の
間
で
路
線
対
立
が
顕
在
化
し
、
一
九
六
五
年
二
月
、
社
会
党
系
が
「
原
水
爆
禁
止
日
本
国
民
会
議
（
＝
原
水
禁
）」
を
結
成
、
以
降
、

原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
も
原
水
協
系
、
原
水
禁
系
が
別
々
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
井
伏
鱒
二
の
『
黒
い
雨
』、
大
江
健
三
郎
の

『
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー
ト
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
も
一
九
六
五
年
で
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
批
評
や
議
論
に
お
い
て
も
原
水
爆
禁
止
運
動
を
め
ぐ

る
党
派
対
立
や
ス
タ
ン
ス
の
違
い
が
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
で
、
そ
う
し
た
複
雑
な
状
況
を
主

題
的
に
取
り
上
げ
た
り
、
掘
り
下
げ
た
り
す
る
よ
う
な
番
組
は
な
か
っ
た
。

「
原
爆
も
の
」
以
外
で
目
立
つ
の
は
、
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
戦
闘
・
攻
防
戦
の
模
様
を
振
り
返
る
「
戦
記
も
の
」
と
言
え
る
よ
う
な

番
組
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、『
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
海
ゆ
か
ば
「
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
の
攻
防
」』（
東
京
12
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
八
月
四
日
）、『
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
あ
あ
世
界
大
戦
「
イ
ン
パ
ー
ル
大
作
戦
の
真
相
」』（
東
京
12
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
八
月
一
〇
日
）、『
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・

海
ゆ
か
ば
「
レ
イ
テ
沖
海
戦
」』（
東
京
12
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
八
月
一
一
日
）、『
20
世
紀
の
記
録
「
真
珠
湾
攻
撃
の
前
夜
」』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
・
一
二
日
）

の
四
本
が
該
当
す
る
。
さ
ら
に
、「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
け
る
定
番
の
題
材
の
一
つ
と
言
え
る
の
が
、
戦
時
中
の
市
民
生
活
・

活
動
を
追
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
、
富
山
県
で
疎
開
生
活
を
送
っ
た
東
京
女
高
師
範
附
属
国

（
三
四
四
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

五
一

民
学
校
の
女
子
児
童
の
絵
日
記
を
も
と
に
戦
時
中
の
子
供
達
の
生
活
を
描
い
た
『
カ
メ
ラ
・
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
「
小
さ
な
歴
史
〜
あ
る
疎

開
学
童
の
絵
日
記
か
ら
〜
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
・
八
月
一
〇
日
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑵　

一
九
七
五
年
（
戦
後
三
〇
年
）

一
九
七
五
年
の
八
月
一
五
日
、
新
聞
各
紙
は
「
戦
後
三
〇
年
」
関
連
の
文
言
を
タ
イ
ト
ル
に
冠
し
た
社
説
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
ら
か
ら
は
、
こ
の
年
を
も
っ
て
「
戦
後
」
の
一
つ
の
区
切
り
と
す
る
時
代
認
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
読
売
新
聞
は
、

「
三
十
年
目
の
終
戦
記
念
日
に
考
え
る
」
と
い
う
社
説
に
お
い
て
、「
終
戦
記
念
日
（
八
月
十
五
日
）」
は
「
戦
争
が
終
わ
っ
て
平
和
に
生
き

る
と
い
う
一
つ
の
時
代
の
区
切
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三
十
年
た
っ
た
い
ま
、
ま
た
一
つ
の
時
代
の
区
切
り
を
迎
え
た
よ
う
な
気
が
す

る
。
一
つ
の
時
代
が
終
わ
っ
て
、
新
し
い
秩
序
を
模
索
す
る
段
階
に
入
っ
て
い
る
。」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
背
景
に
は
、

国
際
的
に
は
同
年
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
ア
メ
リ
カ
の
敗
北
に
よ
っ
て
終
結
し
、
東
西
冷
戦
か
ら
南
北
対
立
に
国
際
的
な
対
立
軸
が
移
行
し

つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
国
内
的
に
は
大
阪
万
博
の
開
催
（
一
九
七
〇
年
）
や
沖
縄
の
本
土
復
帰
（
一
九
七
二
年
）
を
経
て
、
高
度
経
済
成
長
期

か
ら
安
定
成
長
期
へ
の
転
換
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
る
。

も
う
一
点
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
世
代
へ
の
戦
争
体
験
の
「
継
承
」
と
い
う
こ
と
が
社
会
的
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
戦
争
を
知
ら
な
い
子
供
た
ち
」（
北
山
修
作
詞
・
杉
田
二
郎
作
曲
）
は
一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
の
た
め
に
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
が
、

一
九
七
五
年
の
時
点
で
は
戦
後
生
ま
れ
で
戦
争
体
験
の
な
い
「
戦
無
派
」
が
す
で
に
国
内
人
口
の
約
半
数
に
達
し
、
さ
ら
に
そ
の
「
戦
無

派
」
の
子
供
の
人
口
が
一
五
％
と
な
っ
て
い
た
。
毎
日
新
聞
は
、「
み
ん
な
に
と
っ
て
の
戦
争
体
験
」
と
い
う
記
事
（「
上
・
つ
ぎ
の
世
代
へ

伝
え
る
難
し
さ
」「
下
・〝
戦
無
派
〞
へ
の
昔
話
と
し
て
で
な
く
現
代
に
生
か
す
道
探
そ
う
」）
を
八
月
一
四
日
・
一
五
日
に
連
載
し
て
い
る
。
そ
こ

（
三
四
五
）
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五
二

で
は
「
戦
無
派
」
の
割
合
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
中
で
の
「
戦
争
体
験
」
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
現
在

〝
出
ま
わ
っ
て
い
る
〞
戦
争
体
験
に
は
、
戦
争
に
よ
る
〝
被
害
者
〞
と
い
う
も
の
」
や
「
戦
争
の
悲
惨
さ
、
い
ま
わ
し
さ
、
残
虐
性
」
を

伝
え
る
も
の
が
多
い
が
、「
日
本
を
加
害
者
（
侵
略
者
）」
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
の
「
自
己
批
判
」
や
「
同
じ
日
本
人
が
加
害
者
で
も
被

害
者
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
」
を
「
伝
承
」
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
提
起
も
な
さ
れ
て
い
る
。

後
に
見
る
よ
う
に
、
戦
争
体
験
の
継
承
が
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
主
要
な
テ
ー
マ
に
な
る
の
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
で
あ
り
、
ま

た
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
「
加
害
性
」
が
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
九
〇
年
代
以

降
で
あ
る
が
、
一
九
七
五
年
の
時
点
に
お
い
て
も
「
継
承
」
や
「
加
害
性
」
に
つ
い
て
は
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
テ
レ
ビ
放
送
は
白
黒
か
ら
カ
ラ
ー
へ
移
行
し
て
お
り
、
一
九
七
五
年
に
は
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
の
普
及
率
が
九
〇
％
を
超
え
て
い
た
。

こ
の
年
は
、
テ
レ
ビ
広
告
が
新
聞
広
告
を
追
い
抜
い
た
年
で
も
あ
っ
た
。
文
字
通
り
、
テ
レ
ビ
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
中
心
的
存
在
と
し

て
大
き
な
社
会
的
影
響
力
を
持
つ
本
格
的
な
「
テ
レ
ビ
時
代
」
が
到
来
し
て
、
テ
レ
ビ
各
局
は
高
い
視
聴
率
を
競
い
合
っ
て
い
た
。

一
九
七
五
年
の
八
月
前
半
に
テ
レ
ビ
各
局
が
放
送
し
た
終
戦
関
連
番
組
は
計
三
八
本
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
は
二
一

本
で
あ
る
（
表
5
）。
こ
の
年
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
の
特
徴
と
し
て
は
、
そ
の
テ
ー
マ
の
多
様
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ば
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
終
戦
記
念
日
を
迎
え
る
週
の
月
曜
（
一
一
日
）
か
ら
金
曜
日
（
一
五
日
）
ま
で
の
毎
晩
、
各
四
五
分
間
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
を
特
別
編
成
し
て
い
る
。『
よ
み
が
え
れ
17
ミ
リ
半
』（
一
一
日
）
は
東
京
に
あ
る
教
育
研
究
所
で
発
見
さ
れ
た
一
七
ミ
リ
半
と
い
う

珍
し
い
規
格
の
フ
ィ
ル
ム
に
記
録
さ
れ
て
い
た
学
童
疎
開
の
様
子
を
作
家
の
早
乙
女
勝
元
と
と
も
に
見
な
が
ら
当
時
を
振
り
返
る
と
い
う

も
の
、『
隠
さ
れ
た
大
地
震
』（
一
二
日
）
は
、
戦
争
中
の
一
九
四
四
年
と
四
五
年
に
東
海
地
方
で
起
き
た
知
ら
れ
ざ
る
大
地
震
に
つ
い
て

新
資
料
と
と
も
に
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
番
組
、『
テ
キ
サ
ス
の
花
嫁
』（
一
三
日
）
は
、
戦
後
駐
留
米
軍
兵
と
結
婚
し
た
い
わ
ゆ
る
「
戦

（
三
四
六
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

五
三

争
花
嫁
」
の
そ
の
後
を
伝
え
る
内
容
、『
母
の
肖

像
・
イ
ク
オ
の
戦
後
』（
一
四
日
）
は
戦
後
の
米
軍

進
駐
時
代
に
生
れ
育
っ
た
混
血
孤
児
の
問
題
を
取

り
上
げ
た
番
組
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
そ
れ
ま
で
に

殆
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
テ
ー
マ

や
切
り
口
で
戦
争
や
戦
後
を
検
証
す
る
内
容
と

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
シ
リ
ー
ズ
最
終
日
の
『
終

戦
記
念
特
集
・
夏　

一
九
四
五
年
↓
一
九
七
五

年
』（
一
五
日
）
は
、
三
〇
年
ぶ
り
に
公
開
さ
れ
た

Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
政
策
の
メ
モ
な
ど
に
基
づ
き
な
が
ら

戦
後
日
本
の
歩
み
や
日
本
人
の
意
識
変
化
を
さ
ぐ

る
と
い
う
番
組
で
あ
る
。

民
放
も
、
前
年
（
一
九
七
四
年
）
に
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
・
モ
ロ
タ
イ
島
で
三
〇
年
ぶ
り
に
発
見
さ
れ

た
元
日
本
兵
を
取
り
上
げ
た
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
日

本
人
・
還
っ
て
き
た
モ
ロ
タ
イ
の
勇
士
』（
フ
ジ

テ
レ
ビ
・
八
月
一
〇
日
）、
戦
争
末
期
に
久
米
島
で

表 5　終戦関連のドキュメンタリー（1975 年 8 月 1 日～ 16 日）

局 放送日 時間量
（分） タイトル

NET 8 月 3 日 30 ドキュメント昭和「共栄圏だより」
TBS 8 月 3 日 30 テレビルポルタージュ「広島・原爆・記録」
フジ 8月 3日 30 ドキュメント日本人「終戦特集・今どこに…ベトナムの元日本兵」
日テレ 8月 3日 30 ドキュメント ’75「特集・戦後 30年」
テレ東 8月 5日 30 シリーズ・特集「ある帰国」
NHK 8 月 6 日 105 市民の手で原爆の絵を
NHK 8 月 7 日 30 スポットライト「アンネ・フランクのバラ」
TBS 8 月 9 日 30 生きてる戦後史「一億人のお茶の間文化・テレビエイジの開花」
NET 8 月 10 日 30 ドキュメント昭和「原子爆弾」
TBS 8 月 10 日 30 テレビルポルタージュ「魔の731部隊」
フジ 8月 10 日 30 ドキュメント日本人「還ってきたモロタイの勇士」
日テレ 8月 10 日 85 日曜スペシャル「未公開フィルムによる昭和二十年 “終戦秘話”」

日テレ 8月 10 日 30 ドキュメント ’75「特集・戦後 30年史」③～皇国の民・久米島
住民虐殺事件

NHK 8 月 11 日 45 よみがえれ 17ミリ半
NHK 8 月 12 日 45 隠された大地震
NHK 8 月 13 日 45 テキサスの花嫁
NHK 8 月 14 日 45 母の肖像・イクオの戦後
NHK 8 月 15 日 85 終戦記念特集・夏　1945年→ 1975年
フジ 8月 15 日 60 報道特別番組「昭和20年 8月15日・中国大陸」
テレ東 8月 15 日 60 金曜スペシャル「続・未帰還兵を追って」
TBS 8 月 16 日 30 生きてる戦後史

（
三
四
七
）



政
経
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第
五
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

五
四

起
き
た
日
本
軍
守
備
隊
に
よ
る
島
民
虐
殺
事
件
を
取
り
上
げ
た
『
特
集
・
皇
国
の
民
』（
日
本
テ
レ
ビ
・
八
月
一
〇
日
）、
軍
人
・
民
間
人
あ

わ
せ
て
一
七
三
万
人
の
在
中
日
本
人
に
よ
る
戦
後
の
日
本
引
き
上
げ
を
振
り
返
っ
た
『
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日　

中
国
大
陸
』（
フ
ジ

テ
レ
ビ
・
八
月
一
五
日
）
な
ど
、
戦
争
〜
終
戦
に
ま
つ
わ
る
多
様
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
逆
に
一
九
六
五
年
に
は
六
本
と
最
も
本

数
が
多
か
っ
た
「
原
爆
投
下
・
被
爆
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、『
テ
レ
ビ
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ「
広
島
・
原
爆
・
記
録
」』

（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
・
八
月
三
日
）、『
市
民
の
手
で
原
爆
の
絵
を
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
六
日
）、『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
昭
和
「
原
子
爆
弾
」』（
Ｎ
Ｅ
Ｔ
・
八
月

一
〇
日
）
の
三
本
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
九
七
五
年
の
終
戦
関
連
番
組
は
、
一
〇
年
前
の
一
九
六
五
年
と
比
較
し
て
戦
争
お

よ
び
終
戦
に
つ
い
て
多
様
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
他
方
で
、
先
に
挙
げ
た
新
聞
記
事
に
見
ら
れ
た
よ

う
な
、
戦
争
体
験
の
「
継
承
」
や
日
本
の
「
加
害
性
」
の
問
題
を
正
面
か
ら
扱
う
よ
う
な
番
組
は
殆
ど
な
か
っ
た
。

⑶　

一
九
八
五
年
（
戦
後
四
〇
年
）

一
九
八
五
年
八
月
は
、「
戦
後
四
〇
年
」
よ
り
も
日
航
ジ
ャ
ン
ボ
機
（
一
二
三
便
）
の
御
巣
鷹
山
へ
の
墜
落
事
故
（
八
月
一
二
日
）
と
と

も
に
多
く
の
人
び
と
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
八
月
一
五
日
（
終
戦
記
念
日
）
の
各
紙
一
面
も
日
航
機
墜
落
事
故
の
続
報
で

占
め
ら
れ
て
お
り
終
戦
関
連
の
記
事
は
な
い
。
八
〇
年
代
半
ば
は
、
こ
の
日
航
機
墜
落
事
故
以
外
に
も
グ
リ
コ
・
森
永
事
件
、
ロ
ス
疑
惑

（
一
九
八
四
年
）、
豊
田
商
事
事
件
（
一
九
八
五
年
）、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
変
（
一
九
八
六
年
）、
三
原
山
噴
火
（
一
九
八
六
年
）
な
ど
大
事
件
・
事

故
が
相
次
い
だ
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
テ
レ
ビ
業
界
で
は
こ
の
時
期
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
だ
け
で
な
く
民
放
も
ニ
ュ
ー
ス
・
報
道
番
組
を
拡
充
し
、

関
係
者
の
間
で
は
「
報
道
の
時
代
」「
ニ
ュ
ー
ス
戦
争
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
日
本
放
送
協
会
編
、
二
〇
〇
一
）。

一
九
八
四
年
一
〇
月
の
番
組
改
変
で
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
が
『
ニ
ュ
ー
ス
コ
ー
プ
』
を
五
〇
分
枠
に
拡
大
し
た
ほ
か
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
は
夕
方
に
初

（
三
四
八
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

五
五

の
一
時
間
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
『
Ｆ
Ｎ
Ｎ
ス
ー
パ
ー
タ
イ
ム
』
を
新
設
、
さ
ら
に
翌
一
九
八
五
年
一
〇
月
に
は
テ
レ
ビ
朝
日
が
夜
一
〇
時
台

に
『
ニ
ュ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
』（
現
在
の
『
報
道
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
』）
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
お
り
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
民
放
各
局
が
ニ
ュ
ー
ス
・
報

道
番
組
で
視
聴
率
を
競
い
合
う
時
代
が
始
ま
っ
て
い
た
。

終
戦
・
戦
争
関
連
で
は
こ
の
時
期
、
二
つ
の
重
要
な
出
来
事
が
あ
る
。
第
一
は
、
一
九
八
二
年
の
「
歴
史
教
科
書
問
題
」
で
あ
る
。
戦

時
中
の
日
本
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
軍
事
行
動
に
つ
い
て
の
表
記
が
教
科
書
検
定
に
よ
っ
て
「
侵
略
」
か
ら
「
進
出
」
に
改
め
さ
せ
ら
れ
た
、

な
ど
と
し
て
中
国
・
韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
や
政
府
が
激
し
く
反
発
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
こ
の
問
題
は
、
そ
の
後
、
中
国
・
韓
国
と
の
外

交
問
題
に
も
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
木
村 

二
〇
一
四
）。
第
二
は
、
一
九
八
五
年
八
月
一
五
日
、
当
時
の
中
曾
根
康
弘
首
相
が
戦
後

首
相
と
し
て
初
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
政
府
見
解
は
、
閣
僚
の
公
式
参
拝
は
政
教
分
離
を
厳
格
に

規
定
す
る
憲
法
二
〇
条
三
項
に
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」
を
掲
げ
る
中
曾
根

首
相
は
公
式
参
拝
を
強
行
し
た
。
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
や
宗
教
団
体
か
ら
批
判
を
浴
び
て
翌
年
か
ら
は
取
り
や
め
に
な
っ
た
が
、
中
国

や
韓
国
に
お
い
て
日
本
の
「
右
傾
化
」
に
対
す
る
警
戒
感
や
「
反
日
感
情
」
が
高
ま
っ
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
。

こ
の
年
に
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
た
終
戦
関
連
番
組
は
合
計
二
七
本
、
そ
の
う
ち
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
は
一
三
本
で
あ
る
。
終
戦
関
連
番

組
の
本
数
も
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
本
数
も
、
そ
の
他
の
節
目
の
年
と
比
べ
て
最
も
少
な
い
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
五
本
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を

放
送
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
二
本
が
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集
』
で
あ
る
。『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集
』
は
、
現
在
も
放
送
さ
れ
て
い
る
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ

シ
ャ
ル
』
の
前
身
番
組
で
あ
る
。
大
型
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
番
組
と
し
て
一
九
七
六
年
に
放
送
を
ス
タ
ー
ト
し
、
特
に
一
九
八
〇
年
代
以

降
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
け
る
中
心
的
な
番
組
枠
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
年
の
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集
』
は
、
一
本
目
が

『
爆
心
地
・
生
と
死
の
記
録
』（
八
月
六
日
）
で
、
広
島
の
原
爆
・
被
爆
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
原
爆
投
下
の
瞬
間
、
爆
心
地
の
半
径

（
三
四
九
）
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五
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号
（
二
〇
一
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年
十
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月
）

五
六

五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
い
た
と
推
定
さ
れ
る
二
万
千
人
の
中
で
奇
跡
的
に

生
き
残
っ
た
五
六
人
（
一
九
八
五
年
六
月
当
時
）
の
証
言
を
元
に
、
原
爆

被
害
や
被
爆
者
そ
の
後
の
身
体
的
・
精
神
的
影
響
の
実
態
を
検
証
す
る

と
い
う
内
容
の
番
組
で
あ
っ
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
こ
の
年
以
降
毎
年
、
広
島

の
原
爆
投
下
を
テ
ー
マ
と
し
て
扱
う
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集
』（
一
九
八
九
年
か

ら
は
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
』）
を
八
月
六
日
も
し
く
は
そ
の
前
後
に
放

送
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
中
で
も
生
存
者
の
証
言
や
新
資
料
な
ど

を
用
い
て
被
爆
の
実
相
を
再
現
・
再
構
成
し
て
検
証
す
る
と
い
う
ス
タ

イ
ル
の
番
組
は
数
多
く
制
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
番
組
は
そ
の
い
わ
ば

祖
型
に
な
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
も
う
一
本
の
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集　

人
間

の
こ
え
・
4
人
の
兵
士
が
遺
し
た
も
の
』
は
、
日
・
米
・
独
・
ソ
連
の

四
カ
国
・
四
人
の
兵
士
が
戦
時
中
に
残
し
た
遺
稿
（
手
記
・
手
紙
）
を

通
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
と
は
何
だ
っ
た
の
か
を
立
体
的
に
問
い
直
す

と
い
う
異
色
の
試
み
で
あ
っ
た
（
10
）

。

他
に
は
、
戦
争
や
終
戦
に
関
連
し
て
そ
れ
ま
で
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
事
実
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
掘
り
越
し
て
新
た
な
光
を
当
て
よ
う
と

す
る
企
画
が
目
立
つ
。
対
米
開
戦
を
決
意
し
て
日
本
中
を
戦
争
に
巻
き

表 6　終戦関連のドキュメンタリー（1985 年 8 月 1 日～ 16 日）

局 放送日 時間量
（分） タイトル

NHK 8 月 6 日 75 NHK特集「爆心地・生と死の記録」

TBS 8 月 6 日 54 終戦 40周年特集「媽媽！わたしは生きている・中国残留孤児、
残留婦人の40年」

テレ東 8月 6日 81 火曜ゴールデンワイド「欲しがりません勝つまでは・茶の間の
太平洋戦争」

NHK 8 月 10 日 75 ドキュメント「東条内閣極秘記録・密室の太平洋戦争」
日テレ 8月 11 日 30 知られざる世界「両足をアメリカに捧げた！日系兵士の戦後 40年」
日テレ 8月 11 日 55 ドキュメント ’85「歳月・ヒロシマ40年」
NHK 8 月 12 日 75 NHK特集「人間のこえ・4人の兵士が遺したもの」

日テレ 8月 12 日 54 Time21「ラッパが泣いた！入れ歯も鳴った！40年目の海軍軍
楽隊」

TBS 8 月 13 日 54 終戦 40周年特集「ミステリー・帝銀事件」
NHK 8 月 15 日 75 日本・戦後 40年の記録「第1部・奇跡の復興」
NHK 8 月 15 日 60 日本・戦後 40年の記録「第2部・豊かさの中で…」
TBS 8 月 15 日 88 JNNニュースコープ・スペシャル「終戦 40周年特集」
TBS 8 月 15 日 54 中村敦夫の地球発 22時「戦争を歌った子供たち」

（
三
五
〇
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

五
七

込
ん
だ
東
条
英
機
内
閣
の
成
立
か
ら
崩
壊
ま
で
の
時
期
を
新
資
料
と
証
言
で
検
証
し
た
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト　

東
条
内
閣
の
一
〇
〇
五
日
』

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
一
〇
日
）、
戦
中
に
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
っ
て
強
制
収
容
さ
れ
た
日
系
人
の
戦
中
・
戦
後
の
日
々
を
追
っ
て
戦
後
ア
メ
リ
カ

の
裏
面
史
に
光
を
当
て
た
『
両
足
を
ア
メ
リ
カ
に
捧
げ
た
！
日
系
兵
士
の
戦
後
四
十
年
』（
日
本
テ
レ
ビ
・
八
月
一
一
日
）、
終
戦
直
後
の

Ｇ
Ｈ
Ｑ
支
配
下
に
起
き
た
怪
事
件
で
あ
る
帝
銀
事
件
の
公
判
記
録
か
ら
新
証
人
を
割
り
出
し
て
真
犯
人
を
探
っ
た
『
終
戦
四
十
周
年
特
集

「
ミ
ス
テ
リ
ー
・
帝
銀
事
件
」』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
・
八
月
一
三
日
）
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
当
時
の
時
代
状
況
を
反
映
し
て
い
る
番
組
と
し
て
は
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
の
『
終
戦
四
十
周
年
特
集
「
媽
媽
！
わ
た
し
は
生
き
て
い
る
・

中
国
残
留
孤
児
、
残
留
婦
人
の
四
十
年
」』（
八
月
六
日
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
戦
末
期
の
ソ
連
軍
侵
攻
と
関
東
軍
撤
退
に
よ
っ
て
日
本
に

帰
国
で
き
ず
中
国
大
陸
に
残
留
し
た
中
国
残
留
日
本
人
の
問
題
は
一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
回
復
以
降
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、

日
本
政
府
に
よ
る
帰
国
調
査
（
身
元
調
査
）
が
行
わ
れ
た
の
は
一
九
八
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
以
降
、
一
九
九
九
年
ま
で
計
三
〇
回
の
調

査
が
実
施
さ
れ
て
い
く
。
番
組
は
一
九
八
五
年
当
時
、
残
留
日
本
人
が
中
国
で
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
か
を
取
材
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、『
Ｊ
Ｎ
Ｎ
ニ
ュ
ー
ス
コ
ー
プ
・
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
終
戦
四
十
周
年
特
集
」』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
・
八
月
一
五
日
）
は
、
戦
時
中
に

皇
民
化
教
育
が
進
め
ら
れ
た
パ
ラ
オ
諸
島
を
訪
ね
る
「
よ
み
が
え
る
南
洋
庁
」
と
戦
時
中
の
日
本
に
よ
る
朝
鮮
人
の
「
強
制
連
行
」
の
問

題
を
検
証
し
た
「
朝
鮮
人
連
行
、
あ
る
幻
の
記
録
」
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
を
柱
と
し
て
取
り
上
げ
て
お
り
、
こ
の
年
に
放
送
さ
れ
た
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
中
で
唯
一
、
日
本
に
よ
る
対
外
的
な
「
加
害
性
」
を
主
題
的
に
扱
っ
た
番
組
で
あ
っ
た
。

⑷　

一
九
九
五
年
（
戦
後
五
〇
年
）

一
九
九
五
年
は
、
終
戦
か
ら
ま
る
五
〇
年
＝
半
世
紀
と
い
う
戦
後
の
歴
史
全
体
の
中
で
も
大
き
な
節
目
の
年
で
あ
っ
た
。
八
月
一
五
日

（
三
五
一
）



政
経
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第
五
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

五
八

の
「
終
戦
の
日
」、
村
山
富
市
首
相
は
「
戦
後
五
〇
年
に
当
た
っ
て
の
首
相
談
話
」（
＝
「
村
山
談
話
」）
に
お
い
て
、
日
本
は
「
国
策
を
誤

り
、
国
民
を
存
亡
の
危
機
に
陥
れ
、
植
民
地
支
配
と
侵
略
に
よ
っ
て
、
多
く
の
国
々
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
々
に
対
し
て
多
大
の
損

害
と
苦
痛
を
与
え
た
」
と
し
、「
疑
う
べ
く
も
な
い
こ
の
歴
史
の
事
実
を
謙
虚
に
受
け
止
め
、
改
め
て
痛
切
な
反
省
の
意
を
表
し
、
心
か

ら
の
お
わ
び
の
気
持
ち
を
」
表
明
し
た
。
そ
れ
ま
で
戦
後
の
歴
史
認
識
等
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
統
一
見
解
が
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

閣
議
決
定
を
経
て
発
表
さ
れ
た
村
山
談
話
は
、
こ
れ
以
後
、
日
本
政
府
の
公
式
見
解
と
し
て
歴
代
内
閣
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
。
当
日
（
八
月
一
五
日
）
の
朝
日
新
聞
は
「
さ
あ
自
分
の
足
で
立
と
う
『
戦
後
五
十
年　

明
日
を
求
め
て
』」
と
題
し
た
社
説
に
お

い
て
「『
自
分
の
属
す
る
国
家
』
が
他
国
を
侵
し
た
事
実
ま
で
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
個
人
的
な
認
識
は
ど
う
あ
れ
、
そ
の
こ
と

へ
の
道
義
的
責
任
は
消
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
…
…
戦
後
の
日
本
は
、
加
害
者
意
識
の
き
わ
め
て
薄
い
人
間
を
量
産
し
て
き
た
の
で
は
な

い
か
。
か
な
り
の
人
び
と
が
ア
ジ
ア
へ
の
『
謝
罪
』
や
『
反
省
』
に
鈍
感
な
の
も
、
そ
の
意
味
で
当
然
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
、
村
山
談

話
と
同
様
、
戦
時
中
の
日
本
の
対
外
的
な
「
加
害
性
」
の
問
題
を
戦
争
責
任
と
し
て
ど
う
引
き
受
け
て
い
く
か
が
、
国
家
と
し
て
も
個
人

と
し
て
も
改
め
て
問
わ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

当
時
、
こ
う
し
た
「
加
害
性
」
の
問
題
が
そ
れ
ま
で
に
な
い
形
で
焦
点
化
さ
れ
た
背
景
に
は
、
一
九
九
一
年
に
韓
国
の
金
学
順
（
キ

ム
・
ハ
ク
ス
ン
）
さ
ん
ら
が
日
本
軍
の
「
従
軍
慰
安
婦
」
だ
っ
た
と
名
乗
り
出
て
日
本
政
府
を
相
手
に
訴
訟
を
起
こ
し
、
そ
の
後
、
日
本

政
府
に
よ
る
調
査
と
公
式
謝
罪
（
一
九
九
二
年
）
や
「
河
野
談
話
」
の
発
表
（
一
九
九
三
年
）
な
ど
の
動
き
が
続
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に

前
後
し
て
、
サ
ハ
リ
ン
残
留
朝
鮮
人
、
ア
ジ
ア
各
地
の
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
被
害
者
、
強
制
連
行
・
強
制
労
働
な
ど
の
被
害
者
か
ら
日
本
政
府
や

企
業
に
対
し
て
相
次
い
で
補
償
要
求
が
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
大
沼 

二
〇
〇
七
）。
小
熊
英
二
は
『
民
主
と
愛

国
』（
二
〇
〇
二
）
に
お
い
て
、
一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
の
こ
の
時
期
を
「
第
三
の
戦
後
」
と
名
付
け
て
い
る
。
戦
後
の
「
混
乱
と
改
革
の

（
三
五
二
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

五
九

時
代
」
と
し
て
の
「
第
一
の
戦
後
」（
〜
一
九
五
五
年
前
後
）
に
続
く
、「
安
定
と
成
長
の
時
代
」
と
し
て
の
「
第
二
の
戦
後
」
が
一
九
九
〇

年
前
後
に
冷
戦
体
制
（
一
九
五
五
年
体
制
）
の
崩
壊
と
と
も
に
終
了
し
「
第
三
の
戦
後
」
に
移
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
熊
に

よ
れ
ば
、「
第
三
の
戦
後
」
の
特
徴
は
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
対
す
る
加
害
責
任
論
が
前
景
化
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
と
併
せ
て
「
戦
争

の
記
憶
」
を
め
ぐ
る
争
い
が
発
生
し
、「
新
し
い
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
に
代
表
さ
れ
る
右
派
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
新
保
守
主
義
、
歴

史
修
正
主
義
が
台
頭
し
た
こ
と
で
あ
る
（
小
熊 

二
〇
〇
二
：
八
一
六
頁
）。

こ
の
年
、
テ
レ
ビ
各
局
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
大
掛
か
り
な
規
模
で
終
戦
関
連
番
組
を
編
成
・
放
送
し
て
い
る
。
そ
の
本
数
は
計
四
六

本
、
七
〇
時
間
以
上
に
及
び
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
そ
の
六
割
近
い
二
七
本
、
約
三
七
時
間
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
番

組
に
も
上
述
の
よ
う
な
社
会
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
（
表
6
）。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
の
各
節
目
の
年
に
お
い
て
殆
ど
放
送
さ
れ
る

こ
と
の
な
か
っ
た
日
本
の
「
加
害
性
」
の
問
題
を
正
面
か
ら
テ
ー
マ
と
し
て
扱
う
番
組
が
放
送
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な

番
組
が
『
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集
「
五
十
年
目
の
従
軍
慰
安
婦
問
題
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
・
八
月
二
日
・
三
日
）
で
あ
る
。
二
夜
に
わ
た
っ
て
放
送
さ
れ
た

こ
の
番
組
（「
前
編
：
わ
か
ち
あ
い
の
家
の
ハ
ル
モ
ニ
た
ち
」「
後
編
：
日
本
は
い
か
に
償
う
べ
き
か
」）
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
土
井
敏
邦
氏
が

ソ
ウ
ル
で
共
同
生
活
を
す
る
七
人
の
元
慰
安
婦
た
ち
を
訪
ね
て
、
そ
の
日
常
生
活
を
一
か
月
間
に
わ
た
っ
て
取
材
し
、
従
軍
慰
安
婦
の
現

在
と
過
去
を
描
く
と
と
も
に
日
本
の
戦
争
責
任
を
問
う
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
初
め
て
戦
争
を
知
っ
た
・
少
女
た
ち
は
毒
ガ
ス

兵
器
を
作
っ
た
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
三
日
）
と
『
初
め
て
戦
争
を
知
っ
た
・
私
は
七
三
一
部
隊
員
だ
っ
た
〜
人
体
実
験
・
五
十
年
目
の
告
白
』

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
四
日
）
は
、
日
本
軍
が
戦
時
中
に
行
っ
て
い
た
毒
ガ
ス
兵
器
の
製
造
や
人
体
実
験
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
以
外
に
も
、
こ
の
年
に
は
日
本
の
戦
争
責
任
、
加
害
性
を
検
証
す
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
番
組
が
放
送
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
情
報
番
組
『
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
「
韓
国　

忘
れ
ら
れ
た
被
爆
者
た
ち
」』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
四
日
）
は
、

（
三
五
三
）
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六
〇

広
島
・
長
崎
で
被
爆
し

て
韓
国
に
住
む
約
一
万

五
千
人
の
被
爆
者
が
日

本
政
府
か
ら
も
韓
国
政

府
か
ら
も
十
分
な
補
償

や
治
療
が
受
け
ら
れ
な

い
実
態
を
取
り
上
げ
た

番
組
で
あ
る
。
ま
た
テ

レ
ビ
朝
日
の
『
ニ
ュ
ー

ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
終
戦

特
集
』、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
『
筑

紫
哲
也
ニ
ュ
ー
ス
23

「
戦
後
50
年
ス
ペ
シ
ャ

ル
・
ア
ジ
ア
ト
ラ
イ
ア

ン
グ
ル
〜
ソ
ウ
ル
・
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
・
南
京

〜
』
な
ど
に
お
い
て
も
、

表 7　終戦関連のドキュメンタリー（1995 年 8 月 1 日～ 16 日）

局 放送日 時間量
（分） タイトル

日テレ 8月 1日 116 終戦 50年特別企画「戦場の中の子供たち」
日テレ 8月 1日 85 終戦 50年特別企画「昭和の軌跡・豪華客船氷川丸の歴史検証」

NHK教育 8月 2日 45
ETV特集
「50年目の従軍慰安婦問題　前編・わかちあいの家の “ハルモ
ニ”たち」

NHK 8 月 3 日 60 「初めて戦争を知った・少女たちは毒ガス兵器を作った」

NHK教育 8月 3日 30 ETV特集
「50年目の従軍慰安婦問題　後編・日本はいかに償うべきか」

日テレ 8月 3日 85 終戦 50年特別企画
「カメラマンは見た！撮影者たちが今証言する壮絶な人間ドラマ」

NHK 8 月 4 日 60 「初めて戦争を知った・私は731部隊員だった～人体実験・50
年目の告白～」

日テレ 8月 5日 90 私たちの声が聞こえますか？女たちのヒロシマ
NHK 8 月 6 日 90 NHKスペシャル「調査報告・地球核汚染　ヒロシマからの警告」
TBS 8 月 6 日 120 「関口宏が迫るヒロシマ長崎 50年目の真実」
テレ朝 8月 6日 115 戦後 50年特別企画・「ヒロシマ」原爆投下をめぐる新事実
テレ朝 8月 6日 85 戦後 50年特別企画「はだしのゲン　ヒロシマからアメリカへ」

テレ朝 8月 6日 180
ザ・スーパーサンデー戦後50年特別企画
「出会い…別れ…涙の再会、あの日から50年　尋ね人の時間生
放送スペシャル」

NHK 8 月 9 日 50 NHKスペシャル「長崎・原爆の証言　よみがえる115枚のネガ」
NHK 8 月 10 日 50 ＮＨＫスペシャル引き裂かれた歳月～中国残留婦人の50年～
テレ東 8月 10 日 30 ファミリー東京「戦争を語り継ぐ」
NHK 8 月 11 日 45 八月十五日　花の記憶
テレ朝 8月 11 日 108 戦後50年特別企画　驚き桃の木20世紀「満州帝国悲劇の女たち」
NHK 8 月 13 日 30 ドキュメントにっぽん列島「鎮魂のわらべ歌」
NHK 8 月 13 日 90 NHKスペシャル「時は流れず　794通が語る太平洋戦争」
テレ朝 8月 13 日 116 終戦 50年特別企画「ゴジラの見た日本」
日テレ 8月 13 日 90 終戦 50年特別企画「100台のカメラが見た終戦」
NHK 8 月 14 日 90 NHKスペシャル「死者たちの声　大岡昇平・“レイテ戦記”」
TBS 8 月 14 日 60 JNNドキュメンタリー特集「妻たちの特攻」
NHK 8 月 15 日 75 NHKスペシャル「戦後50年・世界からのメッセージ」

（
三
五
四
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

六
一

南
京
大
虐
殺
、
従
軍
慰
安
婦
、
旧
日
本
軍
の
毒
ガ
ス
兵
器
・
人
体
実
験
な
ど
が
特
集
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
〇
年
ご

と
の
節
目
の
年
で
日
本
の
戦
争
責
任
や
加
害
の
問
題
を
問
う
番
組
が
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
で
こ
れ
だ
け
大
規
模
に
編

成
・
放
送
さ
れ
た
の
は
こ
の
年
（
一
九
九
五
年
＝
終
戦
五
〇
年
）
が
最
初
で
最
後
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
年
の
終
戦
関
連
番
組
に
お
い
て
は
、
戦
後
四
〇
年
の
一
九
八
五
年
に
は
二
本
だ
っ
た
原
爆
・
被
爆
を
テ
ー
マ
に
し
た
番
組
が

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
だ
け
で
も
六
本
、
そ
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
を
含
め
る
と
一
三
本
放
送
さ
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の

「
原
爆
も
の
」
の
番
組
の
テ
ー
マ
や
切
り
口
が
多
様
化
し
て
お
り
、
原
爆
投
下
、
被
爆
の
実
相
、
戦
後
長
く
続
く
被
爆
者
の
苦
し
み
な
ど

を
資
料
や
証
言
な
ど
に
基
づ
い
て
取
り
上
げ
る
従
来
か
ら
の
系
譜
に
属
す
る
と
い
え
る
番
組
（『
関
口
宏
が
迫
る
広
島
・
長
崎
五
十
年
目

の
真
実
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
・
八
月
六
日
）、『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
長
崎
・
原
爆
の
証
言　

よ
み
が
え
る
百
十
五
枚
の
ネ
ガ
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
九

日
な
ど
）
に
加
え
、
原
爆
・
被
爆
の
問
題
を
よ
り
多
角
的
に
捉
え
直
そ
う
と
す
る
番
組
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
私
た

ち
の
声
が
聞
こ
え
ま
す
か
？
女
た
ち
の
ヒ
ロ
シ
マ
』（
日
本
テ
レ
ビ
・
八
月
五
日
）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
核
廃
棄
場
・
ハ
ン
フ
ォ
ー
ド
や
チ
ェ

ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
（
一
九
八
六
年
）
で
被
爆
し
た
女
性
た
ち
を
紹
介
し
な
が
ら
、
核
兵
器
が
も
た
ら
す
惨
禍
を
問
い
直
す
番
組
、
ま

た
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
調
査
報
告
・
地
球
核
汚
染　

ヒ
ロ
シ
マ
か
ら
の
警
告
」』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
六
日
）
は
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事

故
の
被
害
の
実
態
を
検
証
し
、
核
兵
器
・
核
物
質
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
人
間
に
被
害
を
及
ぼ
し
続
け
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
と
い
う

番
組
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
は
本
当
に
必
要
だ
っ
た
の
か
、「
戦
争
を
早
期
に
終
結
さ
せ
、
犠
牲
者
の
数
を
減

ら
す
た
め
に
原
爆
を
使
っ
た
」
と
す
る
ア
メ
リ
カ
側
の
説
明
は
本
当
な
の
か
等
、
原
爆
投
下
の
意
図
や
背
景
を
検
証
し
直
そ
う
と
い
う
番

組
も
放
送
さ
れ
て
い
る
。
日
英
米
露
の
四
カ
国
に
よ
っ
て
共
同
制
作
さ
れ
、
一
六
カ
国
で
放
送
さ
れ
た
『
ヒ
ロ
シ
マ
原
爆
は
な
ぜ
投
下
さ

れ
た
か
？
五
十
年
目
の
検
証
』（
テ
レ
ビ
朝
日
・
八
月
六
日
）
で
あ
る
。
ま
た
、
七
月
三
〇
日
の
放
送
で
あ
る
た
め
、
今
回
の
対
象
か
ら
は

（
三
五
五
）
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六
二

外
れ
て
い
る
が
、『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
95
「
五
十
年
目
の
夏
に
②
原
爆
を
投
下
し
た
国
は
…
」』（
日
本
テ
レ
ビ
・
七
月
三
〇
日
）
は
、
ア
メ
リ

カ
の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
航
空
宇
宙
博
物
館
が
終
戦
五
〇
年
を
記
念
し
て
企
画
し
た
「
原
爆
展
」
が
、
退
役
軍
人
や
米
議
会
、
マ
ス
コ
ミ
か
ら

の
猛
烈
な
抗
議
に
よ
っ
て
中
止
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
番
組
で
あ
る
。
こ
の
有
名
な
「
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
・
原
爆
展
論
争
」
は
、

日
米
に
お
け
る
原
爆
投
下
に
対
す
る
意
識
の
差
異
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
原
爆
投
下
の
意
味
や
背
景
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
論
争

で
あ
る
（
山
本 

一
九
九
六
（
11
）

）。
先
に
挙
げ
た
「
在
韓
被
爆
者
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
『
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
「
忘
れ
ら
れ
た
被
爆
者

た
ち
」』
を
含
め
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
一
九
九
五
年
に
放
送
さ
れ
た
「
原
爆
も
の
」
の
番
組
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
や
ス
ミ

ソ
ニ
ア
ン
博
物
館
の
原
爆
展
論
争
な
ど
当
時
の
時
代
状
況
を
反
映
す
る
形
で
、
原
爆
・
被
爆
の
問
題
に
対
し
て
新
し
く
多
様
な
視
点
や
論

点
を
提
示
し
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

⑸　

二
〇
〇
五
年
（
戦
後
六
〇
年
）

二
〇
〇
五
年
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
く
東
ア
ジ
ア
情
勢
が
複
雑
化
す
る
中
で
六
〇
年
目
の
「
終
戦
記
念
日
」
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

中
国
で
は
北
京
、
上
海
、
成
都
な
ど
各
地
で
反
日
デ
モ
が
発
生
し
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
常
任
理
事
国
入
り
を
目
指
し
た
日
本
に
対
し

て
も
中
国
・
韓
国
が
反
対
運
動
を
展
開
し
た
ほ
か
、
小
泉
純
一
郎
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
や
歴
史
教
科
書
の
記
述
を
め
ぐ
る
歴
史
認
識
問

題
、
尖
閣
諸
島
や
竹
島
の
領
有
権
問
題
な
ど
「
戦
後
」
に
関
連
す
る
困
難
な
問
題
が
続
出
し
、
日
中
関
係
、
日
韓
関
係
は
か
つ
て
な
く
悪

化
し
て
い
た
。
朝
日
新
聞
は
八
月
一
五
日
の
「
戦
後
五
十
年
か
ら
六
十
年
へ
、
歴
史
論
争
に
新
た
な
潮
流
」
と
い
う
記
事
で
、
一
九
九
五

年
の
「
村
山
談
話
」
は
戦
後
の
区
切
り
と
い
う
よ
り
も
歴
史
論
争
に
新
た
な
潮
流
が
生
ま
れ
た
起
点
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

同
記
事
が
そ
の
象
徴
的
な
例
と
し
て
挙
げ
る
の
が
、
村
山
談
話
と
同
じ
一
九
九
五
年
、
高
市
早
苗
議
員
（
新
進
党
・
当
時
）
に
よ
る
「（
自

（
三
五
六
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

六
三

分
は
）
当
事
者
と
は
言
え
な
い
世
代
で
す
か
ら
、
反
省
な
ん
か
し
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
反
省
を
求
め
ら
れ
る
い
わ
れ
も
な
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
」
と
い
う
物
議
を
醸
し
た
国
会
で
の
発
言
で
あ
る
。
こ
の
高
市
発
言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
自
虐
史
観
」
批
判
・
歴
史
修
正
主

義
的
な
勢
力
の
台
頭
が
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
特
に
顕
著
に
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
傾
向
が
上
記
の
よ
う
な
中
国
や
韓
国
か
ら
の
激
し
い

反
発
を
招
い
て
い
た
。
一
九
九
四
年
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
四
年
の
三
次
に
渡
っ
て
「
憲
法
改
正
試
案
」
を
発
表
し
て
い
た
読
売
新
聞

は
こ
の
年
（
二
〇
〇
五
年
）
の
終
戦
の
日
の
社
説
「
戦
後
六
十
年
『
戦
争
責
任
』
を
再
点
検
し
た
い
」
に
お
い
て
、
東
京
裁
判
は
「
き
わ

め
て
疑
問
の
多
い
粗
雑
な
も
の
」
で
あ
り
「
戦
勝
国
に
よ
る
政
治
的
枠
組
み
の
中
で
規
定
さ
れ
た
『
戦
犯
』
概
念
」
と
は
距
離
を
置
い
た

見
直
し
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
も
六
〇
年
と
い
う
区
切
り
は
「
国
民
的
な
歴
史
論
議
を
始
め
る
『
時
代
の
節
目
』」

な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

二
〇
〇
五
年
に
放
送
さ
れ
た
終
戦
関
連
番
組
は
計
三
四
本
、
そ
の
う
ち
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
は
一
九
本
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ

ま
で
の
節
目
の
年
と
異
な
り
民
放
は
わ
ず
か
三
本
し
か
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
放
送
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
民
放
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
は
合
計
数
で
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
上
回
っ
て
い
た
が
、
こ
の
年
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
一
六
本
と
民
放
を
圧
倒
し
て
い
た
。
一
六
本
と
い
う
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
本
数
は
そ
の
他
の
節
目
の
年
に
比
べ
て
も
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
番
組
の
な
か
で
「
戦
後
」
を
め
ぐ

る
当
時
の
政
治
社
会
状
況
を
強
く
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
の
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
八
月
一
三
日
・
一
四
日
の
二
夜
に
渡
っ
て
放
送
し
た
「
靖

国
神
社
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
』
で
あ
る
。
一
夜
目
の
「
靖
国
神
社
〜
占
領
下
の
知
ら
れ
ざ
る
攻
防
」
は
、
戦
前
か

ら
「
軍
国
主
義
の
象
徴
」
と
見
な
さ
れ
て
き
た
靖
国
神
社
が
、
戦
後
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
宗
教
法
人
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

か
を
検
証
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
夜
目
の
「
戦
後
六
〇
年　

靖
国
問
題
を
考
え
る
」
は
、
政
治
家
に
よ
る
靖
国
神
社
参
拝
の
是

非
や
戦
没
者
追
悼
の
あ
り
方
、
歴
史
認
識
の
問
題
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
た
討
論
番
組
で
、
出
演
者
は
所
功
（
京
都
産
業
大
学
教
授
）、
子
安

（
三
五
七
）
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六
四

宣
邦
（
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）、

上
坂
冬
子
（
作
家
）、
姜
尚

中
（
東
京
大
学
教
授
）
の
四

人
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
年
に
放
送
さ

れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番

組
の
特
徴
と
し
て
注
目
さ
れ

る
の
は
、
上
記
の
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ

ス
ペ
シ
ャ
ル
』
以
外
に
は

一
九
九
五
年
（
戦
後
五
〇
年
）

に
数
多
く
放
送
さ
れ
た
日
本

の
「
戦
争
責
任
」「
加
害
性
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
扱
う
番
組

が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
代
わ
り
に
数
が
多
い

の
が
原
爆
投
下
・
被
爆
を

テ
ー
マ
に
し
た
番
組
で
、
全

表 8　終戦関連のドキュメンタリー（2005 年 8 月 1 日～ 16 日）

局 放送日 時間量
（分） タイトル

NHK 8 月 3 日 43 その時歴史が動いた
「ソ連参戦の衝撃・満蒙開拓民はなぜ取り残された」

NHK 8 月 4 日 54 被爆 60年「はだしのゲン・誕生の軌跡」「わたしのサダコを伝
えたい」

TBS 8 月 5 日 173
TBSテレビ放送 50周年～戦後 60年特別企画
“ヒロシマ”…あの時原爆投下は止められた…
いま明らかになる悲劇の真実

NHK教育 8月 6日 90
ETV特集
第一部「俳句が詠んだ太平洋戦争」
第二部「最後の慰霊の旅　ガダルカナル島・遺骨収集の60年」

NHK 8 月 6 日 75 NHKスペシャル「被爆者・命の記録・放射能と闘う人々の60年」
NHK 8 月 7 日 75 NHKスペシャル「ZONE・核と人間」
NHK 8 月 7 日 80 特集・平和アーカイブス～語り伝えるヒロシマ・ナガサキ～

テレ朝 8月 7日 85
ザ・スクープスペシャル
「終戦 60年特別企画　検証！核兵器の真実～それは人体実験
だった～」

日テレ 8月 7日 30 NNNドキュメント ’05「ヒロシマ・グラウンド・ゼロ…CGでよ
みがえる8月6日」

NHK 8 月 8 日 120 特集・平和アーカイブス～語り伝えるヒロシマ・ナガサキ～「被
爆者たちの60年」

NHK 8 月 9 日 53 NHKスペシャル「赤い背中～原爆を背負い続けた夫婦～」
NHK 8 月 9 日 80 特集・平和アーカイブス～語り伝えるヒロシマ・ナガサキ～
NHK 8 月 10 日 45 火の雨が降った日
NHK 8 月 10 日 25 町に砲弾が撃ち込まれた

NHK 8 月 11 日 58
NHKスペシャル
「こうして日本は焦土となった～第二次世界大戦・都市爆撃の
真実～」

NHK 8 月 11 日 45 甲府空襲・60年目の記録
NHK 8 月 12 日 45 にんげんドキュメント「最後の一枚～戦没画学生・命の軌跡～」
NHK 8 月 13 日 60 NHKスペシャル「靖国神社～占領下の知られざる攻防」
NHK教育 8月 13 日 90 ETV特集　ゼロ戦・隠された欠陥報告

（
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テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

六
五

体
の
半
数
を
超
え
る
一
〇
本
に
上
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
福
岡
大
空
襲
を
扱
っ
た
『
火
の
雨
が
降
っ
た
日
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
一
〇
日
）、

甲
府
空
襲
を
取
り
上
げ
た
『
甲
府
空
襲
│
六
〇
年
目
の
記
録
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
一
一
日
）、『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
こ
う
し
て
日
本
は
焦

土
と
な
っ
た
〜
第
二
次
世
界
大
戦
・
都
市
爆
撃
の
真
実
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
一
一
日
）
の
よ
う
に
、
米
軍
に
よ
る
日
本
本
土
の
空
襲
の
実
相

や
被
害
を
テ
ー
マ
に
し
た
番
組
が
四
本
放
送
さ
れ
て
い
る
。「
原
爆
も
の
」
と
空
襲
を
テ
ー
マ
に
し
た
番
組
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ

は
戦
争
に
お
け
る
「
被
害
」
の
側
面
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
原
爆
も
の
」
は
被
爆
者
が
主
要
な
登
場
人
物
で
あ
り
、
ま
た

空
襲
を
テ
ー
マ
に
し
た
番
組
も
や
は
り
米
軍
の
空
襲
に
よ
っ
て
命
を
奪
わ
れ
た
り
被
害
を
受
け
た
り
し
た
人
々
が
主
要
な
登
場
人
物
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
戦
争
に
お
け
る
「
加
害
」「
被
害
」
と
い
う
区
分
を
用
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
年
に
放
送
さ
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組

の
殆
ど
は
、
日
本
お
よ
び
日
本
人
の
「
加
害
」
の
側
面
で
は
な
く
「
被
害
」
の
側
面
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。⑹　

二
〇
一
五
年
（
戦
後
七
〇
年
）

戦
後
七
〇
年
と
な
る
節
目
の
終
戦
の
日
は
、
安
全
保
障
関
連
法
案
（
＝
安
保
法
制
）
の
国
会
審
議
を
め
ぐ
っ
て
政
治
的
混
乱
が
続
く
中

で
迎
え
た
。
五
月
に
閣
議
決
定
し
て
国
会
審
議
入
り
し
た
安
保
法
制
は
七
月
一
六
日
に
衆
院
本
会
議
で
可
決
さ
れ
、
八
月
に
は
参
議
院
で

審
議
さ
れ
て
い
た
（
そ
の
後
、
九
月
一
九
日
に
可
決
成
立
）。
安
保
法
制
は
、
戦
後
の
歴
代
内
閣
が
否
定
し
て
き
た
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

（
自
衛
隊
の
武
力
行
使
）
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
会
審
議
は
紛
糾
し
た
。
多
く
の
憲
法
学
者
が
「
違
憲
」
の
疑
い
が
あ
る
と
し
、
新

聞
・
テ
レ
ビ
各
社
に
よ
る
世
論
調
査
に
お
い
て
も
「
賛
成
」
が
「
反
対
」
を
上
回
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
連
日
、
国
会
周
辺
で
大
規
模
な

反
対
派
の
デ
モ
・
集
会
が
続
い
た
こ
と
も
話
題
と
な
っ
た
。

（
三
五
九
）
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他
方
、
安
倍
晋
三
首
相
が
八
月
一
四
日
に
発
表
し
た
「
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
談
話
（
＝
安
倍
談
話
）」
も
大
き
な
関
心
を
集
め
た
。
安
倍

首
相
が
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
が
必
要
と
し
て
改
憲
を
主
張
し
て
き
た
だ
け
に
、「
談
話
」
が
歴
史
認
識
・
戦
後
認
識
に
つ
い

て
踏
み
込
ん
だ
内
容
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
た
が
、
過
去
に
お
け
る
侵
略
や
植
民
地
支
配
に
言
及
し
、「
痛
切

な
反
省
と
お
詫
び
の
気
持
」
を
表
明
し
て
き
た
「
歴
代
内
閣
の
立
場
」
は
今
後
も
揺
る
が
な
い
と
し
て
、
基
本
的
に
は
「
村
山
談
話
」
以

来
の
内
容
を
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
批
判
的
な
議
論
の
対
象
に
な
っ
た
箇
所
も
あ
っ
た
。「
あ
の
戦
争
に
は
何
ら
関
わ
り

の
な
い
、
私
た
ち
の
子
や
孫
、
そ
し
て
そ
の
先
の
世
代
の
子
ど
も
た
ち
に
、
謝
罪
を
続
け
る
宿
命
を
背
負
わ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。」
と

い
う
箇
所
で
あ
る
。
朝
日
新
聞
は
八
月
一
五
日
の
社
説
「
戦
後
七
〇
年
の
安
倍
談
話　

何
の
た
め
に
出
し
た
の
か
」
に
お
い
て
、「
中
国

や
韓
国
が
謝
罪
を
求
め
続
け
る
こ
と
に
も
わ
け
が
あ
る
。
政
府
と
し
て
反
省
や
謝
罪
を
示
し
て
も
、
閣
僚
ら
が
そ
れ
を
疑
わ
せ
る
発
言
を

繰
り
返
す
。
靖
国
神
社
に
首
相
ら
が
参
拝
す
る
。
信
頼
を
損
ね
る
原
因
を
日
本
か
ら
作
っ
て
き
た
。
謝
罪
を
続
け
た
く
な
い
な
ら
、
国
際

社
会
か
ら
偏
っ
た
歴
史
認
識
を
も
っ
て
い
る
と
疑
わ
れ
て
い
る
安
倍
氏
が
こ
こ
で
潔
く
謝
罪
し
、
国
民
と
ア
ジ
ア
諸
国
民
と
の
間
に
横
た

わ
る
負
の
連
鎖
を
断
ち
切
る

│
。
こ
ん
な
決
断
は
で
き
な
か
っ
た
の
か
。」
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
中
国
の

「
人
民
日
報
」
も
「
い
か
な
る
国
家
で
も
、
後
世
の
人
は
先
人
の
成
し
遂
げ
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
が
も
た
ら
す
歴
史
の
責
任
も
負

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
批
判
的
に
論
評
す
る
な
ど
海
外
メ
デ
ィ
ア
の
一
部
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
民
放
は
合
わ
せ
て
四
四
本
（
三
五
九
二
分
）
の
終
戦
関
連
番
組
を
放
送
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
数
・
時
間
量
と
も

に
一
九
九
五
年
（
終
戦
五
〇
年
）
の
同
四
六
本
（
四
三
〇
一
分
）
に
次
ぐ
規
模
で
あ
っ
た
。
四
四
本
の
内
訳
は
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
二
四

本
、
ド
ラ
マ
七
本
、
映
画
・
ア
ニ
メ
二
本
、
討
論
番
組
一
本
、
そ
の
他
一
〇
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
終
戦
関
連
番
組
の
大
き
な
特
徴
は

戦
争
体
験
や
記
憶
の
「
継
承
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
番
組
が
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
中
で
明
示
的
に
「
継
承
」
を

（
三
六
〇
）
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七

テ
ー
マ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
番
組
は
七
本
あ
っ
た
。
例
え
ば
、『
戦
後
七
〇
年　

千
の
証
言
ス
ペ
シ
ャ
ル　

戦
場
写
真
が
語
る
沖
縄
戦　

隠
さ
れ
た
真
実
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
・
八
月
一
日
）
は
沖
縄
上
陸
戦
に
参
加
し
た
米
軍
将
校
が
遺
し
た
写
真
と
日
記
か
ら
沖
縄
戦
を
手
が
か
り
し
な

が
ら
沖
縄
戦
の
悲
劇
を
次
世
代
に
語
り
継
ぐ
と
い
う
趣
旨
の
番
組
で
あ
る
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
も
使
わ
れ
て
い
る
「
千
の
証
言
」
と
は
、

毎
日
新
聞
と
Ｔ
Ｂ
Ｓ
が
「
戦
後
七
〇
年
」
を
記
念
し
て
展
開
し
た
「
継
承
」
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
で
、
ハ
ガ
キ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
投
稿
で
戦
争
体
験
者
の
証
言
を
募
り
、
記
事
や
番
組
と
し
て
記
録
に
残
す
と
い
う
大
が
か
り
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的

は
、「
戦
争
の
悲
惨
さ
と
平
和
の
尊
さ
を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
」
こ
と
で
あ
り
、「
戦
争
体
験
者
の
高
齢
化
に
つ
れ
、
戦
争
の
記
憶
が

風
化
し
て
い
く
中
、
戦
争
に
ま
つ
わ
る
証
言
を
記
録
し
、
未
来
へ
の
『
道
し
る
べ
』
と
し
て
残
し
て
い
く
試
み
」
で
あ
っ
た
（
12
）

。
こ
の

「
千
の
証
言
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
他
に
も
日
本
軍
の
従
軍
看
護
婦
と
し
て
戦
地
に
赴
い
た
女
性
達
の
体
験
と
そ
の
後
を
「
証
言
」
で

伝
え
る
『
戦
後
七
〇
年　

千
の
証
言
ス
ペ
シ
ャ
ル　

女
た
ち
の
赤
紙
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
・
八
月
二
日
）、
空
襲
、
特
攻
兵
器
、
軍
需
工
場
な
ど
の
実

態
に
つ
い
て
、
実
際
に
そ
れ
ら
に
関
わ
っ
た
体
験
者
の
「
証
言
」
に
よ
っ
て
振
り
返
る
『
戦
後
七
〇
年　

千
の
証
言
ス
ペ
シ
ャ
ル　

私
の

街
も
戦
場
だ
っ
た
Ⅱ　

今
伝
え
た
い
家
族
の
物
語
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
・
八
月
一
五
日
）
も
、
や
は
り
「
継
承
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
で
あ
る
。
ま
た
、『
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ　

未
来
の
た
め
に
「
ヒ
ロ
シ
マ
に
生
れ
て
〜
被
爆
者
と
高
校
生
た
ち
」』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
五
日
）
は
、

高
齢
化
す
る
被
爆
者
の
声
を
録
音
し
て
ラ
ジ
オ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
作
り
続
け
て
い
る
広
島
の
高
校
生
た
ち
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
た

番
組
、『
ヒ
バ
ク
シ
ャ
か
ら
の
手
紙
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
八
月
六
日
）
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
広
島
放
送
局
が
二
〇
〇
七
年
か
ら
続
け
て
い
る
被
爆
者
の
手
記

を
元
に
原
爆
の
実
相
を
伝
え
る
シ
リ
ー
ズ
の
一
本
で
（
13
）

、
被
爆
者
が
家
族
や
孫
な
ど
に
宛
て
て
書
い
た
手
紙
を
通
し
て
被
爆
体
験
の
継
承
を

考
え
て
い
く
と
い
う
番
組
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
が
八
月
一
五
日
に
放
送
し
た
四
時
間
を
超
え
る
大
型
番
組
『
私
た
ち
に
戦
争

を
教
え
て
く
だ
さ
い
』
も
「
継
承
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
同
番
組
で
は
高
齢
化
す
る
戦
争
体
験
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
証
言
」
を
五
人

（
三
六
一
）
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八

の
若
手
俳
優
が
聞
い
て
い
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
り
な
が
ら
、
真
珠
湾
攻
撃
、
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
・
パ
ラ
オ
で
の
玉
砕
、
特
攻
隊
、
沖
縄

戦
な
ど
の
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
趣
旨
の
番
組
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
二
〇
一
五
年
に
お
い
て
多
く
の
終
戦
関
連
番
組
が
「
戦
争
体
験
・
記
憶
」
の
「
継
承
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
背
景
に
は
、
戦

争
か
ら
の
時
間
的
な
経
過
の
中
で
直
接
的
な
戦
争
体
験
者
の
高
齢
化
が
進
む
と
と
も
に
存
命
者
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
総
務
省
が
二
〇
一
五
年
四
月
に
発
表
し
た
人
口
推
計
に
よ
れ
ば
、
戦
後
（
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
以
降
）
生
ま
れ

（
＝
戦
後
世
代
）
の
人
口
が
一
億
二
〇
三
万
人
で
日
本
の
総
人
口
に
占
め
る
割
合
が
初
め
て
八
割
を
超
え
た
。
そ
し
て
体
験
者
（
当
事
者
）

が
存
命
の
う
ち
に
体
験
を
聞
き
取
っ
て
お
く
と
い
う
社
会
的
要
請
が
存
在
す
る
一
方
で
、「
継
承
」
の
担
い
手
と
し
て
戦
後
生
ま
れ
の
世

代
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
若
い
世
代
が
「
戦
争
体
験
・
記
憶
」
の
ど
の
よ
う
な
側
面
を
ど
の
よ
う
に
継
承
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
も

重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
（
宋 

二
〇
一
一
）。

二
〇
一
五
年
の
戦
争
関
連
番
組
に
お
け
る
「
継
承
」
の
前
景
化
以
外
の
特
徴
と
し
て
は
、
二
〇
〇
五
年
の
戦
争
関
連
番
組
と
同
様
に
、

日
本
の
「
戦
争
責
任
」「
加
害
性
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
扱
う
番
組
が
な
く
、
原
爆
投
下
・
被
爆
を
テ
ー
マ
に
し
た
番
組
の
本
数
が
多
い
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
本
数
は
八
本
で
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
全
体
の
本
数
（
二
四
本
）
の
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
点
は
、

一
〇
年
前
の
二
〇
〇
五
年
と
同
様
の
傾
向
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
に
お
い
て
も
、
被
爆
の
体
験
・
記
憶

の
「
継
承
」
が
多
く
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
以
外
で
も
同
じ
よ
う
に
被
爆
体
験
・
記
憶
を
誰
が
ど
の
よ
う
に

継
承
す
る
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
を
扱
う
番
組
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
に
よ
る
広
島
の
平
和
祈
念
式
典
の
中
継
番
組
（
八
月
六

日
）
で
は
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
記
憶
の
継
承
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
情
報
番
組
『
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
ヒ
バ
ク

シ
ャ
の
声
が
届
か
な
い
〜
被
爆
70
年
〝
語
り
の
現
場
〞
で
何
が
』（
八
月
五
日
）
に
お
い
て
、
被
爆
者
の
平
均
年
齢
が
八
〇
歳
に
迫
る
な
か
、

（
三
六
二
）
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表 9　終戦関連のドキュメンタリー（2015 年 8 月 1 日～ 16 日）

局 放送日 時間量
（分） タイトル

TBS 8 月 1 日 83 戦後 70年　千の証言スペシャル　戦場写真が語る沖縄戦隠さ
れた真実

日テレ 8月 1日 72 戦後70年特別番組「いしぶみ～忘れない。あなたたちのことを～」
NHK 8 月 2 日 49 NHKスペシャル「密室の戦争～発掘・日本人捕虜の肉声～」
TBS 8 月 2 日 60 戦後 70年　千の証言スペシャル　女達の赤紙
日テレ 8月 2日 45 ドキュメント ’15「平和宣言 70年　～ヒロシマは語る～」

テレ朝 8月 3日 30 テレメンタリー　シリーズ戦後70年「空に散った徒花～風船
爆弾悲劇の記録～」

NHK 8 月 5 日 30 NEXT　未来のために「ヒロシマに生まれて～被爆者と高校生
たち」

NHK 8 月 6 日 65 NHKスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」
NHK 8 月 6 日 75 ヒバクシャからの手紙

NHK 8 月 7 日 49 NHKスペシャル「憎しみはこうして激化した～戦争とプロパガ
ンダ～」

NHK 8 月 8 日 50 NHKスペシャル「特攻～なぜ拡大したのか～」
テレ朝 8月 8日 30 映画「日本のいちばん長い日」公開直前スペシャル

NHK 8 月 9 日 49 NHKスペシャル「“あの子”を訪ねて～長崎・山里小　被爆児
童の70年～」

テレ朝 8月 9日 85 ザ・スクープスペシャル「終戦 70年特別企画　原爆　70年目
の “真実”」

テレ朝 8月 9日 30 テレメンタリー2015「シリーズ戦後 70年⑻　宿命～トルーマ
ンの孫として～」

日テレ 8月 9日 24 ドキュメント ’15　
「シリーズ戦後70年極秘裏に中絶すべし～不法妊娠させられて」

テレ朝 8月 10 日 30 テレメンタリー2015「シリーズ戦後 70年⑼　爆心地から世界へ」

NHK 8 月 13 日 49 NHKスペシャル「女たちの太平洋戦争～従軍看護婦　激戦地
の記録～」

NHK 8 月 15 日 30 にっぽん紀行「草刈りにささげた人生～福井・鯖江　兵士の墓
にて」

NHK 8 月 15 日 60 NHKスペシャル「カラーでみる太平洋戦争～ 3年 8か月・日
本人の記録～」

NHK 8 月 15 日 89 NHKスペシャル「戦後70年　ニッポンの肖像
─戦後70年を越えて─日本人は何ができるのか」

TBS 8 月 15 日 145 戦後 70年　千の証言スペシャル　私の街も戦場だったⅡ今伝
えたい家族の物語

フジ 8月 15 日 250 私たちに戦争を教えてください
NHK 8 月 16 日 58 NHKスペシャル「“終戦”　知られざる7日間」（

三
六
三
）
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七
〇

学
校
教
育
の
現
場
な
ど
に
お
い
て
被
爆
体
験
の
継
承
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
状
況
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

5
．
ま
と
め
と
今
後
の
研
究
課
題

以
上
、
テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
編
成
状
況
の
変
遷
に
つ
い
て
、「
戦
後
二
〇
年
」「
戦
後
五
〇
年
」
な
ど
一
〇

年
ご
と
の
各
節
目
の
年
に
お
け
る
概
況
と
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
の
テ
ー
マ
・
内
容
等
に
注
目
し
な
が
ら
分
析
・
検
討
し
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

第
一
に
、
各
節
目
の
年
に
放
送
さ
れ
た
終
戦
関
連
番
組
は
計
二
二
〇
本
で
、
そ
の
う
ち
の
一
一
九
本
が
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
あ
り
、

テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
中
心
的
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
年
別
で
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の

本
数
が
最
も
多
か
っ
た
一
九
九
五
年
に
は
二
七
本
、
時
間
量
に
す
る
と
三
七
時
間
を
超
え
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
放
送
さ
れ
て
い
る
。

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
以
外
で
は
、
ド
ラ
マ
、
映
画
・
ア
ニ
メ
が
本
数
、
時
間
量
と
も
に
多
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。

第
二
に
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
が
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
テ
ー
マ
・
内
容
を
み
る
と
、
原
爆
投
下
・
被
爆
者
を
扱
う
番
組
は
テ
レ

ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
が
本
格
的
に
定
着
し
た
一
九
六
五
年
当
初
か
ら
放
送
さ
れ
て
お
り
、
以
降
も
一
定
数
の
番
組
が
放
送
さ

れ
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
特
に
一
九
九
五
年
以
降
に
お
い
て
そ
の
本
数
は
増
え
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
は
一
九
本
の
う
ち

一
〇
本
、
二
〇
一
五
年
に
は
二
四
本
の
う
ち
八
本
が
「
原
爆
も
の
」
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
原
爆
も

の
」
は
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
最
も
頻
繁
に
扱
わ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。

第
三
に
、
他
方
で
時
期
に
よ
っ
て
大
き
な
変
化
の
み
ら
れ
る
テ
ー
マ
・
内
容
も
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
五
年
（
戦
後
五
〇
年
）
に
お

（
三
六
四
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

七
一

い
て
は
、
従
軍
慰
安
婦
、
南
京
大
虐
殺
、
毒
ガ
ス
兵
器
製
造
・
人
体
実
験
な
ど
の
テ
ー
マ
を
中
心
に
、
日
本
お
よ
び
日
本
軍
の
「
戦
争
責

任
」「
加
害
性
」
を
問
い
直
す
よ
う
な
番
組
が
多
く
放
送
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
年
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
種
類
の
番
組
は
殆
ど

放
送
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
（
戦
後
七
〇
年
）
に
は
戦
争
体
験
・
記
憶
の
「
継
承
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
番
組
が
数
多
く
放

送
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
テ
ー
マ
・
内
容
の
時
期
に
よ
る
変
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
「
戦
後
」「
歴
史
認
識
」

に
関
わ
る
社
会
的
議
論
や
世
論
の
動
向
、
そ
し
て
「
戦
争
体
験
者
の
高
齢
化
・
減
少
」「
戦
後
生
ま
れ
世
代
の
増
加
」
と
い
っ
た
社
会
状

況
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
に
、
戦
争
に
お
け
る
「
加
害
」
と
「
被
害
」
と
い
う
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
き
た
図
式
を
用
い
る
な
ら
ば
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
は
、
一
九
九
五
年
を
例
外
と
し
て
、
日
本
・
日
本
軍
の
「
加
害
」
の
問
題
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、

殆
ど
の
番
組
に
お
い
て
原
爆
、
空
襲
、
沖
縄
戦
、
満
州
か
ら
の
引
き
上
げ
（
中
国
残
留
孤
児
・
婦
人
）
な
ど
日
本
お
よ
び
日
本
人
の
「
被

害
」
の
側
面
が
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
激
戦
や
玉
砕
戦
、
特
攻
隊
な
ど
を
扱
う
番
組
に
お
い
て
も
、
日
本
兵
や
そ
の
関
係
者
た
ち

が
壮
絶
な
体
験
の
体
験
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
過
酷
な
運
命
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
当
事
者
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
は
「
被
害
」
の
側
面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
以
上
の
よ
う
な
諸
点
は
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
の
う
ち
、
あ
く
ま
で
も
一
〇
年
ご
と
の
節
目
の
年

だ
け
を
対
象
に
し
た
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
全
体
的
な
傾
向
と

み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
後
、
節
目
の
年
以
外
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
も
収
集
・
分
析
す
る
こ
と
で
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
」
が
そ
の
五
〇
余
年
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
何
を
伝
え
て
き
た
の
か
、
そ
の
内
容
や
傾
向
の
変
化
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
は
主
と
し
て
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
を
対
象
と
し
て
扱
っ
た
が
、
先
述
の
よ
う
に
テ
レ
ビ
の
「
八
月

（
三
六
五
）
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七
二

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
は
ド
ラ
マ
や
映
画
・
ア
ニ
メ
な
ど
も
数
多
く
の
番
組
が
放
送
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
番
組
も
人
々
の
戦

争
認
識
や
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
与
え
て
き
た
影
響
は
小
さ
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
テ
ー
マ
や
内
容
な
ど
に
つ
い
て
も
分
析
対

象
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
は
「
終
戦
関
連
番
組
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
除
外
し
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く

ニ
ュ
ー
ス
・
情
報
番
組
に
お
い
て
も
、
毎
年
八
月
に
は
様
々
な
形
で
戦
争
・
終
戦
関
連
の
企
画
や
特
集
が
組
ま
れ
放
送
さ
れ
て
き
た
。

ニ
ュ
ー
ス
・
情
報
番
組
に
つ
い
て
は
、
映
像
は
も
と
よ
り
関
連
の
資
料
等
も
保
存
・
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
い
た
め
、
特
に
古
い

時
期
の
も
の
は
研
究
対
象
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
可
能
な
範
囲
で
検
討
対
象
と
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
け
る
「
加
害
」「
被
害
」
の
表
象
、
お
よ
び
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
研

究
課
題
で
あ
る
。
従
来
、
戦
後
日
本
の
言
論
空
間
に
お
い
て
「
戦
争
の
『
被
害
』
に
関
す
る
記
憶
が
強
固
に
形
成
さ
れ
、『
加
害
』
の
記

憶
は
忘
れ
ら
れ
る
傾
向
」
が
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
吉
田 

二
〇
〇
六
：
二
三
七
頁
）。
今
回
の
結
果
は
、
テ
レ
ビ
の

「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
傾
向
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
に
お

い
て
、
そ
う
し
た
傾
向
が
必
ず
し
も
時
代
を
超
え
て
不
変
の
も
の
な
の
で
は
な
く
、
時
と
し
て
背
景
的
な
時
代
状
況
、
政
治
社
会
状
況
に

応
じ
て
「
加
害
」
が
大
き
く
前
景
化
し
た
り
、
逆
に
後
景
化
し
た
り
す
る
よ
う
な
傾
向
の
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
・
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
し
た
変
化
が
生
じ
る
の
か
、
背
景
的
な
時
代
状
況
、
政
治
社
会
状
況
と
テ
レ

ビ
番
組
の
傾
向
と
の
影
響
関
係
の
詳
細
に
つ
い
て
、
よ
り
深
く
立
ち
入
っ
た
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
近
年
「
戦
争
体

験
・
記
憶
」
の
「
継
承
」
が
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
が
、
テ
レ
ビ
の
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
な
か
で
継
承
さ
れ
る
対
象
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
「
体
験
・
記
憶
」
の
内
実
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ
は
「
加
害
」「
被
害
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
も
併
せ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
三
六
六
）



テ
レ
ビ
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
（
米
倉
）

七
三

（
注
）

（
1
） 

本
稿
の
対
象
は
地
上
波
に
限
定
し
て
い
る
。
放
送
番
組
に
お
け
る
「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
歴
史
的
展
開
を
検
証
す
る
う
え
で
は
、
地
上

波
は
も
と
よ
り
衛
星
放
送
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
放
送
さ
れ
た
番
組
も
当
然
対
象
に
含
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
日
本
で
衛
星
放
送
の
本
放
送
が
ス
タ
ー
ト
し

た
の
は
一
九
八
九
年
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｂ
Ｓ
1
）
の
こ
と
で
あ
り
、
通
時
的
分
析
を
す
る
う
え
で
今
回
は
地
上
波
の
放
送
番
組
に
限
定
し
た
。

（
2
） 

朝
日
新
聞
二
〇
一
五
年
八
月
一
三
日
朝
刊
「
あ
な
た
は
何
で
戦
争
を
知
り
ま
し
た
か
①　

本
・
映
画
・
Ｔ
Ｖ　

新
た
な
語
り
部
」。
同
ア
ン

ケ
ー
ト
は
、
東
京
都
内
の
街
頭
ア
ン
ケ
ー
ト
で
千
人
の
回
答
を
集
め
た
も
の
。

（
3
） 

調
査
は
二
〇
〇
六
年
と
二
〇
一
六
年
、
東
京
都
区
部
、
京
都
、
広
島
、
那
覇
の
四
都
市
で
中
学
二
年
生
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
〇
六

年
は
一
四
四
九
人
が
、
一
六
年
は
一
二
四
八
人
が
回
答
し
た
。

（
4
） 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
テ
レ
ビ
放
送
開
始
以
来
の
公
式
記
録
で
あ
る
「
番
組
確
定
表
」
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し
て
い
る
た
め
、
タ
イ
ト
ル
や
放
送

時
間
、
主
な
出
演
者
、
番
組
概
要
等
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
民
放
に
つ
い
て
は
新
聞
の
「
ラ
・
テ
欄
」
や
一
九
六
〇
年
代
前
半
以
降
に
発
刊
さ

れ
た
『
テ
レ
ビ
ガ
イ
ド
』
等
の
番
組
ガ
イ
ド
書
籍
そ
の
他
を
手
が
か
り
に
す
る
ほ
か
な
い
。

（
5
） 

佐
藤
は
、「
八
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
代
わ
っ
て
、
国
際
標
準
の
終
戦
記
念
日
で
あ
る
九
月
二
日
や
満
州
事
変
が
勃
発
し
た
九
月
一
八
日
を

軸
と
し
た
、
海
外
志
向
の
「
九
月
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
を
展
開
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
佐
藤 

二
〇
〇
六
、
二
〇
一
五
）

（
6
） 

Ｅ
テ
レ
は
二
〇
一
一
年
か
ら
の
呼
称
で
そ
れ
以
前
は
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
」。

（
7
） 

分
析
で
は
、
資
料
と
し
て
新
聞
各
紙
の
「
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
欄
」、
東
京
ニ
ュ
ー
ス
通
信
社
発
行
の
『
週
刊
テ
レ
ビ
ガ
イ
ド
』（
一
九
六
二
年

〜
）
を
始
め
『
ザ
・
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
』（K

A
D
O
K
A
W
A

、
一
九
八
二
年
〜
）、『
テ
レ
ビ
ブ
ロ
ス
』（
東
京
ニ
ュ
ー
ス
通
信
社
・
一
九
八
七
年
〜
）

『
ス
テ
ラ
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
〇
年
〜
）
な
ど
の
テ
レ
ビ
情
報
誌
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し
て
い
る
「
番
組

確
定
表
」
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
デ
ー
タ
と
し
て
利
用
し
た
。
最
も
歴
史
の
古
い
『
週
刊
テ
レ
ビ
ガ
イ
ド
』
は
一
九
六
二
年
八
月
に
日
本
初

の
テ
レ
ビ
情
報
誌
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
週
刊
誌
で
、
誌
面
に
は
番
組
名
・
タ
イ
ト
ル
・
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
、
放
送
時
間
、
番
組
概
要
な
ど
の
情
報
が
記

載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
番
組
に
よ
っ
て
は
「
解
説
」「
特
集
」「
見
ど
こ
ろ
」
な
ど
の
コ
ー
ナ
ー
に
、
よ
り
詳
細
な
番
組
内
容
の
紹
介
記
事
な
ど
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

（
三
六
七
）
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七
四

（
8
） 

一
九
八
五
年
の
本
数
に
つ
い
て
は
若
干
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
四
節
三
項
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
一
九
八
五
年
八
月
一
二
日
に
日
航
機
の
墜

落
事
故
が
あ
り
、
同
日
夜
以
降
テ
レ
ビ
は
こ
の
事
故
関
連
報
道
一
色
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
上
述
の
と
お
り
、
本
分
析
に
お
け
る
番
組
本
数
・
時

間
量
の
算
出
根
拠
は
新
聞
の
「
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
欄
」
お
よ
び
テ
レ
ビ
情
報
誌
に
掲
載
さ
れ
た
情
報
で
あ
る
た
め
、
あ
く
ま
で
も
「
放
送
予
定
」
の

デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
い
る
。
八
月
一
二
日
夜
〜
一
五
日
に
放
送
予
定
で
あ
っ
た
七
番
組
の
う
ち
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
三
番
組
に
つ
い
て
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
番
組

確
定
表
」
に
よ
っ
て
実
際
に
放
送
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
済
で
あ
る
が
、
民
放
（
日
本
テ
レ
ビ
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
）
の
四
番
組
に
つ
い
て
は
実
際
に
放
送
さ
れ

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
未
確
認
で
あ
る
。
従
っ
て
、
実
際
に
は
本
分
析
で
示
す
本
数
・
時
間
量
よ
り
も
さ
ら
に
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。

（
9
） 

一
九
六
五
年
に
東
京
12
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
放
送
本
数
が
最
も
多
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
同
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
当

時
、
財
団
法
人
日
本
科
学
技
術
振
興
財
団
が
放
送
免
許
を
受
け
て
前
年
の
一
九
六
四
年
に
開
局
し
た
ば
か
り
の
放
送
局
「
東
京
12
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
で

あ
っ
た
。
当
初
は
「
科
学
テ
レ
ビ
」
と
通
称
さ
れ
、
通
常
の
「
総
合
局
」
の
免
許
を
持
つ
民
放
局
と
は
異
な
っ
て
民
放
で
あ
り
な
が
ら
Ｃ
Ｍ
を
流
さ

ず
、
教
育
・
教
養
番
組
中
心
の
編
成
で
娯
楽
番
組
を
放
送
し
な
い
と
い
う
特
殊
な
条
件
の
放
送
局
で
あ
っ
た
。
同
局
が
他
の
民
放
同
様
の
「
総
合

局
」
の
免
許
と
な
っ
た
の
は
一
九
七
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
テ
レ
ビ
東
京
編 

二
〇
一
四
）。
従
っ
て
、
一
九
六
五
年
の
東
京
12
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
他

の
民
放
局
と
は
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
難
し
く
、
終
戦
関
連
番
組
の
編
成
も
や
や
異
色
の
内
容
で
あ
っ
た
。

（
10
） 

こ
の
番
組
の
放
送
直
前
に
日
航
機
墜
落
事
故
の
第
一
報
が
入
っ
た
た
め
、
放
送
は
開
始
五
分
で
中
断
し
た
。
翌
一
三
日
に
改
め
て
全
編
（
七
四

分
）
が
放
送
さ
れ
た
。

（
11
） 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
ア
メ
リ
カ
の
中
の
原
爆
論
争
〜
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
展
示
の
波
紋
〜
」』（
一
九
九
五
年

六
月
一
一
日
）
で
詳
し
く
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
12
） 

「
千
の
証
言
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
トH

P

：http://m
ainichi.jp/sennosyougen/

（
二
〇
一
七
年
八
月
二
五
日
）

（
13
） 

同
シ
リ
ー
ズ
で
は
二
二
〇
〇
通
を
超
え
る
被
爆
者
の
手
紙
を
集
め
、
そ
れ
を
元
に
様
々
な
番
組
を
制
作
し
て
い
る
。

（
三
六
八
）
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連結上の未実現利益に関する一考察

小　阪　敬　志

Ⅰ　はじめに

2017 年 7 月、企業会計基準委員会より企業会計基準公開草案第 61 号

「収益認識に関する会計基準（案）」が公表され、わが国の財務報告制度

においても IFRS15「顧客との契約から生じる収益」と同様の収益認識

を行うことが提案された。日本基準では長らく実現主義と呼ばれる考

え方に基づく収益認識が行われてきた（1）が、売上などの収益について

は新たな会計基準による認識がなされることとなる。他方、連結財務

諸表の作成手続においては、連結会社間で行われた棚卸資産売買から

生じた未実現利益を消去することとされている（2）。これは、個別上は

実現したものとして認識された売上収益が、企業集団を報告単位と見

た場合には内部で生じた未実現の利益（いわゆる内部利益）であると考

えられることから要請される手続きと理解されている。しかし、新た

な会計基準によって実現主義とは異なる収益認識基準が採用されるの

であれば、連結上の内部利益の消去についても新たな基準の下で消去

手続きが検討されなければならない。

本稿では以上のような問題意識を前提に、現行の日本基準における

未実現利益の消去手続きを整理しつつ、企業会計基準公開草案第 61 号

が確定基準となった場合に生じうる影響について考察することとした

い。

論　説

（
三
九
二
）
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Ⅱ　連結上の未実現利益の消去方法

1 ．ダウン・ストリーム取引

親会社から子会社に向けて行われた棚卸資産販売（いわゆるダウン・

ストリーム取引）では、親会社の損益計算書には販売による利益が計上

され、子会社が他者に販売しなければ、その貸借対照表に親会社が付

加した利益を含んだ棚卸資産が計上される。この時親会社が付加した

利益が、連結財務諸表上は企業集団の内部で行われた取引から生じた

未実現の利益であると捉えられ、消去されることになる。ただし、親

会社が付加した利益の全額を未実現であるとする考え方もあれば、一

部を未実現とする考え方もあり、この点は見解が分かれるところでも

ある（詳細は後述）。未実現利益の消去のための仕訳は、売上高と仕入

高の相殺消去仕訳（【図表 1】①）と、（子会社が未販売の場合には）期末棚

卸資産に含まれる未実現利益の消去仕訳（【図表 1】②）の 2つからなる。

【図表 1】　連結上の未実現利益消去と非支配株主持分への負担仕訳

① （借） 売 上 ××× （貸） 売 上 原 価 ×××

② （借） 売 上 原 価 ××× （貸） 棚 卸 資 産 ×××

③ （借） 非支配株主持分当 期 変 動 額 ××× （貸） 非支配株主に帰属する
当 期 純 利 益 ×××

（出所：筆者作成）

親会社の損益計算書に計上されている未実現利益は、【図表 1】①の

ように親子会社間の売上高と仕入高を相殺消去することで消去される。

他方、【図表 1】②の借方の売上原価は、子会社の損益計算書における

売上原価の計算過程で控除される期末棚卸高に含まれる未実現利益部

分を消去するもので、貸方の棚卸資産は子会社の貸借対照表に計上さ

れている棚卸資産に含まれる未実現利益を消去するためのものである。

2 ．アップ・ストリーム取引

ダウン・ストリーム取引とは逆に、子会社から親会社に向けて行わ

（
三
九
一
）
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れた棚卸資産販売（いわゆるアップ・ストリーム取引）では、販売による

利益が子会社の損益計算書に計上され、親会社の貸借対照表に子会社

が付加した利益を含んだ棚卸資産が計上されることとなる。この時子

会社が付加した利益が未実現の利益であると考えられる点はダウン・

ストリーム取引の場合と同じで、やはり子会社が付加した利益の全額

を未実現であるとするのか、一部を未実現とするのかで見解が分かれ

る。特に、子会社に親会社以外の非支配株主が存在する場合に、未実

現利益に非支配株主持分比率を乗じて得られる金額については、連結

上の利益の範囲と関連してその実現性が論点となる。未実現利益消去

の影響を非支配株主の持分に負担させる場合には、【図表 1】の①およ

び②に加え、③にあるような仕訳が必要となる（3）。借方は子会社が計

上した販売利益の一部が消去されることに伴い、子会社の利益剰余金

が減少することから、それに対する非支配株主持分が減少しているこ

とを表している。非支配株主持分の当期変動額は連結株主資本等変動

計算書上の項目である。他方、貸方は子会社の当期純利益が減少する

ことに伴う、非支配株主に帰属する利益の減少を表している。「非支配

株主に帰属する当期純利益」は、連結損益計算書上、借方に表示され

る項目である。

3 ．未実現利益消去の方法

連結上の未実現利益の消去は、連結純利益の適正な開示を行うのみ

でなく、棚卸資産評価を適正に行うという目的を持って行われる。す

なわち、企業集団内部の取引によって生じた利益を企業集団の業績で

ある連結純利益から除外し、また未実現利益によって増大した棚卸資

産の金額を減額させることで、棚卸資産を取得原価（すなわち、企業集

団外部からの仕入原価）によって表示するのである（4）。未実現利益の消

去の方法には、一般的に次の 3通りの方法があるとされる。例えば、

わが国において連結財務諸表が制度化された当初の 1976 年に日本公認

会計士協会より公表された連結財務諸表作成要領（p.42）では、次のよ

（
三
九
〇
）
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うに説明されている（5）（下線部は、論点の明確化と用語統一のため、引用者

が加筆修正。以下同様）。

A法 　未実現利益を全額消去し、かつ、その全額を親会社株主が負

担する方法（全額消去・親会社負担方式）

B法 　未実現利益を全額消去し、親会社株主と非支配株主とがそれ

ぞれ持分比率に応じて消去分を負担する方法（全額消去・持分按

分負担方式）

C法 　親会社株主の持分比率に相当する金額だけを未実現利益とし

て消去し、親会社株主がこの消去分を負担する方法（部分消去・

親会社負担方式）

これらの方法は、連結会社が棚卸資産販売において付加した利益の

うち、全額を未実現利益と見るのか、親会社株主の持分比率に相当す

る部分だけを未実現と見るのかによって使い分けられる。A法とB法

については、消去した未実現利益を誰に負担させるのかという観点か

ら区別されている。そこで、処理結果の違いが顕著に表れるアップ・

ストリーム取引の設例を用いて、各方法の処理結果を比較する。

【設例 1】　Ｐ社はＳ社の発行済株式の 80％を保有しており、同社

を子会社としている。当期においてS社は原価 8,000 円で仕

入れた商品をP社に 10,000 円で現金販売した。P社は S社よ

り仕入れた商品を決算日現在も保有している。なお、税効果

は無視する。

【図表 2】はA法、B法およびC法による【設例】の条件に基づく

連結修正仕訳を示したものである。まずA法では、①の親子会社間に

おける取引高の相殺消去によって、子会社が計上した販売利益 2,000 円

（10,000 円－ 8,000 円）が消去される。さらに②によって、親会社の貸借

（
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対照表上の棚卸資産に含まれる未実現利益が消去される。これら一連

の修正仕訳によって連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純

利益が 2,000 円減少し、その結果利益剰余金が減少するため、親会社株

主が消去の影響を全額負担していることになる。

次にB法では、A法と同じ①と②の処理が行われることに加え、非

支配株主持分へ負担させるための③の仕訳が行われる。負担額400円は、

消去される未実現利益の金額 2,000 円に非支配株主の持分比率 20％を

乗じることで計算される。A法とは異なり、連結純利益が 2,000 円減額

されたのち、そのうち非支配株主持分比率に相当する 400 円は、非支

配株主に帰属する当期純利益から減額されるとともに、非支配株主持

分から減額される。結果として、親会社株主に帰属する当期純利益は

両者の差額である 1,600 円減少することになる。この金額は 2,000 円に

親会社持分比率 80％を乗じた金額に等しいので、未実現利益消去の影

響は親会社の株主と非支配株主がそれぞれの持分比率に応じて負担し

ていることになる。

上記 2つの方法に対して、C法では親会社の持分比率である 80％部

分のみが未実現であるとして消去の対象となる。すなわち、子会社が

計上している売上高のうち、80％分の 8,000 円のみが消去され、また親

会社が保有する棚卸資産に含まれる利益についても、未実現利益全体

の 80％にあたる 1,600 円のみが消去される。結果として、親会社の株

主の負担額も 1,600 円となる。なお、非支配株主の持分比率である

20％部分については実現しているものとみなされる。したがって、消

去されなかった売上 2,000 円に含まれる利益は、そのまま実現利益とし

て連結損益計算書に計上されることとなる（6）。
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【図表 2】　各方法による処理結果の比較
〔A法〕　全額消去・親会社負担方式

① （借） 売 上 10,000 （貸） 売 上 原 価 10,000

② （借） 売 上 原 価 2,000 （貸） 棚 卸 資 産 2,000

〔B法〕　全額消去・持分按分負担方式

① （借） 売 上 10,000 （貸） 売 上 原 価 10,000

② （借） 売 上 原 価 2,000 （貸） 棚 卸 資 産 2,000

③ （借） 非支配株主持分当 期 変 動 額 400 （貸） 非支配株主に帰属する
当 期 純 利 益 400

〔C法〕　部分消去・親会社負担方式

① （借） 売 上 8,000 （貸） 売 上 原 価 8,000

② （借） 売 上 原 価 1,600 （貸） 棚 卸 資 産 1,600

（出所：筆者作成）

Ⅲ　未実現利益の消去方法の理論的根拠

前章では、未実現利益の消去に関する 3つの方法を確認してきたが、

これらの方法のいずれを用いるべきかについては、その選択のための

理論的根拠が必要となる。伝統的には連結財務諸表の作成に関する基

本的考え方、すなわち連結基礎概念に基づく議論がなされてきた（7）。

他方で、連結基礎概念とは切り離して検討する試みもみられる。そこ

で本章では、各連結基礎概念と未実現利益の消去方法とを結びつける

考え方や、かかる結びつきによらない考え方について整理する。

1  ．Baxter and Spinney（1975）による連結基礎概念と未実現利益

の消去方法

Baxter and Spinney（1975）では、連結基礎概念として所有主概念

（proprietary concept）、親会社概念（parent company concept）、拡張親会社

概念（parent company extension concept）および実体概念（entity concept）

の 4 つの考え方を挙げ、それらと連結手続の関連性が検討されている。

（
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まず所有主概念では、企業集団の所有主である親会社株主の持分に

重点が置かれ、非支配株主は企業集団の外部者とみなされる。このた

め子会社の財務諸表項目のうち、親会社の持分比率相当のみを連結の

対象とする、いわゆる比例連結（proportionate consolidation）が採用され

ることとなり、未実現利益の消去方法としてはC法が採用されること

となる（p.32）。次に、親会社概念は所有主概念の代替案的位置づけに

ある考え方であり、親会社の株主が子会社に対して有するのは不可分

な持分であると考えられることから、比例連結ではなく子会社の財務

諸表項目を総額で連結する全部連結（full-line consolidation）が採用され

る。ただ、非支配株主が企業集団の外部者であるという位置づけは変

わらず、未実現利益の消去方法としてはC法が採用される（pp.32-34）。

子会社の財務諸表項目の総額を連結するか否かという点が、所有主概

念との相違点といえよう。さらに拡張親会社概念は、親会社概念を基

礎としつつも子会社の資産および負債はその公正価値で連結財務諸表

に計上されるべきとの考えに立ち、子会社の資産評価や非支配株主持

分の測定、未実現利益の消去については、後述する実体概念の処理を

取り入れている。すなわち、消去方法としてはB法が採用されること

となる（p.34）。そして実体概念では、会計の記録や測定が企業集団の

観点から行われ、親会社の株主と非支配株主とが区別されることなく、

企業集団に対する出資者として位置付けられる。したがって未実現利

益の全額を消去し、親会社と非支配株主の持分比率に応じて負担が行

われるB法が採用されることとなる（【図表 3】）。

【図表 3】Baxter and Spinney（1975）の連結基礎概念と未実現利益の消去方法

基礎概念の種類 所有主概念 親会社概念 拡張親会社概念 実体概念
未実現利益の
消去方法

C法
（比例連結が前提）

C法
（全部連結が前提）

B法 B法

（出所：筆者作成）
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2 ．FASB（1991）による連結基礎概念と未実現利益の消去方法

会計基準設定主体が連結基礎概念を整理した文献としてFASB（1991）

が挙げられる。FASB（1991）における連結基礎概念は、経済的単一体

概念（economic unit concept）、親会社概念（parent company concept）、比例

連結概念（proportionate consolidation concept）の 3 つとして整理されてい

る。

まず経済的単一体概念では、単一のマネジメントによる全体の支配

が強調され、親会社および子会社からなる単一体として操業される集

団の情報提供が重視される（par.63）。すなわち親会社株主だけでなく企

業集団に対するすべての出資者が同列に位置づけられることとなる。

この考え方は前述のBaxter and Spinney（1975）における実体概念と同

様であり、未実現利益の消去方法としてもB法が採用される（par.74）。

次に親会社概念は、親会社株主の持分のみを強調する考え方であり、

連結財務諸表に親会社の株主持分を反映することを重視する（par.64）。

したがって、親会社株主のみが企業集団における出資者として位置づ

けられ、非支配株主は企業集団の外部者であるとみなされる。親会社

概念では、連結会社間取引によって生じた売上利益のうち親会社株主

に帰属する部分のみが未実現とみなされ、消去の対象とされる。すな

わち、C法が採用されることとなり、Baxter and Spinney（1975）にお

ける親会社概念と同様の考え方であるといえる。ただ、ダウン・スト

リーム取引が行われた場合には、親会社が付加した利益の全額を消去

し、親会社の株主がすべて負担すべきとするのが多数説であるとされ

ており（par.78）、この場合にはA法が採られることとなる。そして比

例連結概念では、子会社のすべての財務諸表項目について、親会社株

主が持分を有する部分のみを連結財務諸表に含めることとなる。すな

わち、非支配株主に帰属する部分については連結財務諸表から除外さ

れることとなる（pars.114-115）。このような取扱いはBaxter and 

Spinney（1975）における所有主概念の考え方と整合的であるといえ、

未実現利益の消去方法についても、C法が採用されることとなる
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（pars.355 and 362）。【図表 4】は FASB（1991）による整理をまとめたも

のだが、【図表 3】との対応関係が明らかになるように配置している。

【図表 4】FASB（1991）の連結基礎概念と未実現利益の消去方法

基礎概念の種類 比例連結概念 親会社概念 経済的単一体概念
未実現利益の
消去方法

C法
（比例連結が前提）

C法
（全部連結が前提）

B法

（出所：筆者作成）

3 ．川本（2002）による未実現利益の消去方法の検討

上述のように、連結上の未実現利益の消去については、伝統的には

連結基礎概念の観点からA法、B法およびC法のいずれが採られるべ

きかという検討が行われてきたといえよう。そこには、連結基礎概念

が未実現利益の範囲と消去額の負担関係を規定するという暗黙の前提

が置かれている。すなわち、親会社の株主に加えて、子会社の非支配

株主を出資者（内部者）と位置づけるか否かによって、利益の実現する

範囲を画定しようとするのである。

これに対して、川本（2002）ではそのような連結基礎概念と未実現利

益の消去方法を結び付けようとするのは「ひとつの予断であろう」

（p.50）として、疑問を呈している（8）。その上で、連結上の販売利益の

実現について、実現主義を用いた認識のタイミングと投下資金の回収

に着目した実現利益の範囲の検討を行っている。川本（2002）の検討内

容（pp.47-61）は、おおむね次のとおりである。

まず、「連結グループを構成する企業間で財が取引された場合、最終

的にグループ外部に売却されるまで利益の実現を認めないのが、連結

決算の基本的な立場である。それは、企業が商品等の棚卸資産を外部

に売却して現金その他の対価を受け入れた時に、はじめて資本の増加

を認識するという、実現主義のもっとも一般的な理解に合致する」と

される（p.47）。連結財務諸表は企業集団の財務諸表であることから、

個別企業の収益認識ルールである実現主義を企業集団にあてはめれば、

（
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「外部」とは「企業集団外部」を意味することとなる。前述の連結基礎

概念と結びつけた未実現利益の消去方法の検討では、非支配株主を外

部者と位置づけるか否かが論点となっていたが、これも実現について

同様の考え方に立っているからこその議論といえよう。したがって、

このような「一般的な理解」に立てば、連結上の販売利益の実現時点

は、基本的に親（または子）会社から棚卸資産を購入した子（または親）

会社が、集団外部の取引先等に棚卸資産を販売した時点と整理するこ

とができる（9）。

他方、「もともと売却をもって利益の実現とみなすのは、ひとつには

売却によって特定の資産に投下された資金の回収が確実になると考え

られるから」（p.52）であるという考えに立てば、連結会社間の棚卸資

産売買によって生じた利益はすべてが未実現となるわけではない。例

えば、ダウン・ストリーム取引の場合、販売元の親会社の株主の観点

からすると、販売価格に非支配株主持分比率を乗じた金額については、

余剰を伴って回収できた（実現した）と理解することができる（p.53）。

この場合、売上利益のうち親会社持分比率を乗じた部分だけが未実現

と理解されることになるから、C法が選択されればよいということに

なる。他方、アップ・ストリーム取引では、販売元の子会社の株主は

親会社（の株主）と非支配株主ということになる。非支配株主の視点に

立てば、販売価格に非支配株主持分比率を乗じた金額については、余

剰をもって回収できたと考えられる。他方、親会社株主の観点からは、

親会社が販売を行わない限り投下資金は回収できない（p.54）。した

がって、子会社が計上した売上利益のうち、親会社持分比率を乗じた

部分だけが未実現と理解されることになるから、ダウン・ストリーム

取引と同様、C法が選択されればよいということになる。
（
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Ⅳ 　日本基準における未実現利益消去方法と企業会計基準公
開草案第 61 号の影響

前章までの整理を前提として、本章では現行の日本基準における未

実現利益の消去方法に関する規定を確認するとともに、収益認識の基

本的考え方との整合性を検討する。その後、新たに提案された企業会

計基準公開草案第 61 号による影響を検討する。

1 ．企業会計基準第 22 号における未実現利益の消去方法

連結財務諸表の作成手続を定める企業会計基準第 22 号では、未実現

利益の消去について次のように規定されている。

まず、ダウン・ストリーム取引およびアップ・ストリーム取引とも

に「連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産…に含まれる未

実現利益は、その全額を消去する」（par.36）とされており、さらにアッ

プ・ストリーム取引については「売手側の子会社に非支配株主が存在

する場合には、未実現利益は、親会社と非支配株主の持分比率に応じ

て、親会社の持分と非支配株主持分に配分する」（par.38）こととされる。

以上から、現行の日本基準においては、ダウン・ストリーム取引の場

合にはA法が、またアップ・ストリーム取引の場合にはB法が採用さ

れていることがわかる（10）。現行の日本基準では親会社概念を採用して

いるとの立場が示されているが（企業会計基準第 22 号、par.51）、ダウン・

ストリーム取引とアップ・ストリーム取引とで消去方法を区別するの

は、FASB（1991）における親会社概念と整合的な取扱いといえる。し

かし、「実現」という考え方に照らした場合には、川本（2002）が指摘

するように、A法やB法ではなく、C法を採用すべきとなるはずであ

る。この点、企業会計基準第 22 号においては「実現」の定義が明示さ

れていないため、「未実現」についてもその範囲が明らかにされないま

まに、消去方法が規定されている状態にある。
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2 ．日本基準における「実現」と「未実現」

そこで、他の基準に示されている「実現」の定義を参照すべきと考

えられるが、企業会計原則では売上による収益認識について、「…実現

主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したも

のに限る」としている（第二、三、B）。加えて、一般的には収益実現の

ためには商品等の給付とともに、対価としての貨幣性資産の受領とい

う 2つの要件が満たされる必要があると理解されている（11）。一般的に

これらの要件が充足されるのは販売時点と考えられるが、単純に販売

取引があればよいということであれば、連結会社間で棚卸資産の売買

が行われれば、実現の要件を満たすことになるため、未実現な利益も

ないということになってしまう。連結上の「実現」と「未実現」を峻

別するためには追加的な要件が必要となるが、この点について一定の

示唆を与えているのが企業会計原則注解における内部利益の除去に関

する規定である。企業会計原則（注 11）によれば、「内部利益とは、原

則として、本店、支店、事業部等の企業内部における独立した会計単

位相互間の内部取引から生ずる未実現の利益をいう」とされる。報告

単位である個別企業の内部において、本支店のように会計単位を区別

している場合には、それぞれの会計単位の帳簿記録を合算する形で、

財務諸表を作成する必要がある。このとき、会計単位間で行われた棚

卸資産の移転に際して利益が付加されていた場合、報告単位である企

業の「内部」で行われた取引から生じた利益は「未実現」であると位

置づけられている。このことから、日本基準における「実現」には、

報告単位の外部への棚卸資産等の給付とそれに伴う貨幣性資産の受領

が必要ということになろう。結局のところ、川本（2002）が示した「実

現主義のもっとも一般的な理解」（p.47）は現行の日本基準においても

同じように理解できるといえる。ゆえに、この実現に対する理解を連

結財務諸表にあてはめれば、報告単位は親会社および子会社から成る

企業集団となり、連結会社間で行われた棚卸資産売買は、あたかも本

支店間で行われた取引と同じように、企業集団の内部で行われた取引
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と考えられることから、そこから生じた利益も未実現であると結論す

ることになる。

以上から、企業会計基準第 22 号では、連結会社間で行われた棚卸資

産売買から生じた利益は、売手が親会社であろうと（ダウン・ストリー

ム取引）、子会社であろうと（アップ・ストリーム取引）、報告単位である

企業集団の内部における取引から生じた利益は一様に未実現であると

して、全額を消去する方法を採用しているものと理解することができ

る。

いずれにせよ、現行の日本基準においては、伝統的な収益認識基準

である実現主義の考え方を企業集団にあてはめることで、連結会社間

での棚卸資産売買から生じた未実現な利益を連結上の損益計算から除

外しようとしている。この背後には、根底にある収益認識の考え方が

変われば、連結上の利益消去のための手続きも変わりうるという可能

性が存在する。

3 ．企業会計基準公開草案第 61 号で示された収益認識基準の影響

冒頭でも触れた通り、2017 年 7 月に企業会計基準委員会より企業会

計基準公開草案第 61 号が公表された。企業会計基準公開草案第 61 号

では、収益認識に関する包括的な会計基準の開発によって国際的な比

較可能性を高めることを目的の 1つとして、IFRS15 の定めを基本的に

すべて取り入れている（par.92）。すなわち、収益認識の基本原則は「…

約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交

換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益の認

識を行うことである」とされる（par.13）。具体的には、次の 5つのス

テップによって収益認識が行われる（par.14）。

①　顧客との契約を識別する。顧客と合意し、かつ、所定の要件を

満たす契約が対象となる。

②　契約における履行義務を識別する。契約において顧客への移転

を約束した財またはサービスが所定の要件を満たす場合には、
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それが別個の財またはサービスであるとして、当該移転の約束

を履行義務として識別する。

③　取引価格を算定する。変動対価または現金以外の対価の存在を

考慮し、金利相当分の影響および顧客に支払われる対価につい

て調整を行い、取引価格を算定する。

④　契約における履行義務に取引価格を配分する。契約において約

束した別個の財またはサービスのそれぞれの独立販売価格の比

率に基づき、それぞれの履行義務に取引価格を配分する。独立

販売価格を直接観察できない場合には、見積る。

⑤　履行義務を充足したときにまたは充足するにつれて収益を認識

する。約束した財またはサービスを顧客に移転することによっ

て履行義務を充足したときまたは充足するにつれて、充足した

履行義務に配分された額で収益を認識する。履行義務には一定

の期間にわたり充足されるものと一時点で充足されるものがあ

る。

以上のように、企業会計基準公開草案第 61 号で提案されている（す

なわち IFRS15 で採用されている）収益認識の方法は、顧客との契約に

よって生じた義務の履行に着目している。企業会計基準適用指針公開

草案第 61 号「収益認識に関する会計基準の適用指針（案）」では、5つ

のステップを理解するための具体例として、商品の販売と保守サービ

スの提供という事例を用いた設例が示されているため（Ⅰ、［設例 1］）、

本節では【設例 2】を用いてその内容を要約しつつ、実現主義に基づ

く収益認識との違いについて検討する。

【設例 2】　前提条件

⑴　当期首に、A社はB社（顧客）と、標準的な商品Xの販売

と 2年間の保守サービスを提供する 1つの契約を締結した。

⑵　A社は、当期首に商品Xを B社に引き渡し、当期首から翌

期末まで保守サービスを行う。
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⑶　契約書に記載された対価の額は 12,000 千円である。

まずステップ 1では、顧客であるB社との契約が識別され、ステッ

プ 2では商品Xの引渡と保守サービスの提供という履行義務が識別さ

れることとなる。次にステップ 3では、契約書に記載された対価額

12,000 千円が取引価格として算定されることになる。ステップ 4では

商品Xと保守サービスの独立販売価格に基づいて、取引価格を配分す

ることとなる。前提条件としては示されていないが、企業会計基準適

用指針公開草案第 61 号（Ⅰ、［設例 1］、2、（1））においては、「商品Xの

取引価格は 10,000 千円、保守サービスの取引価格は 2,000 千円とする」

とされている。実際には、このように配分する基礎となる独立販売価

格の観察または見積りが必要となろう。そしてステップ 5では、履行

義務の性質に基づく収益認識が行われる。すなわち、商品Xの引渡義

務は一時点で充足されるものとして引渡時に 10,000 千円の収益が認識

され、保守サービスは 2年間という一定の期間にわたって充足される

ものとして、当期 1年間では 2,000 千円のうち半分の 1,000 千円が認識

されることとなる。

他方、実現主義ではどのように収益認識が行われるであろうか。本

章 2節で検討したとおり、現行の日本基準における実現主義は、伝統

的な実現主義に対する一般的理解と同じように、報告単位外部への棚

卸資産の給付とそれに伴う貨幣性資産の受領を、収益の認識要件とす

る。【設例 2】の条件であれば、当期首にA社からB社に対して商品

Xが提供された時点で、契約書に記載された 12,000 千円全額が認識さ

れることとなる（12）。

収益認識に関する会計基準が確定基準となり、現行の日本基準にお

ける収益認識とは異なる収益認識方法が採用される、言い換えれば、

収益認識基準としての実現主義が放棄されるのであれば、連結財務諸

表作成上の手続きである「未実現」利益の消去についても、影響が生

じるはずである。特に、新たな収益認識方法では「契約」や「履行義
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務の充足」といった取引の法的側面に着目した記述が多くみられる。

法的に見れば、連結会社による棚卸資産販売も、企業集団外部の顧客

に対する販売と変わるところはないはずであり、親（または子）会社が

子（または親）会社に対する棚卸資産の引渡義務を履行すれば、認識の

要件は充足できる。すなわち、連結会社間で行われた棚卸資産販売に

よって生じた利益は、すべて消去しなくてよいということになる。た

だ、そのような議論はいささか乱暴であり、やはり企業集団の観点に

置き換えて、履行義務に着目したアプローチを検討すべきであろうと

も思える。例えば、製品を製造する親会社から販売子会社に製品が販

売され、当該子会社が集団外部の顧客への販売および保守などのアフ

ターサービスを提供するケースを考えてみよう。企業集団の観点から

すれば、子会社がどの程度履行義務を充足するのかによって、企業集

団として認識すべき収益の範囲が決定されることとなるが、この時、

親会社が付加した利益についてはどのように消去すべきであろうか。

考えられる方法としては、親会社から子会社へ販売が行われた時点

（子会社が手許に製品を保有している状況）では、親会社が付加した利益の

全額を消去しておき、子会社が顧客に販売した時点で親会社が付加し

た利益の全額を認識するというやり方が妥当であろう。親会社が権利

を得ると見込む対価の額は、子会社に販売した際の製品の本体価格の

みであろうから、集団外部の顧客への引渡が済んだ段階で、親会社が

履行すべき義務が履行されたものとみなすべきと考えられるためであ

る。仮に、この取引がアップ・ストリーム取引であった場合にも、同

じように考えることができよう。子会社が履行すべき義務は、親会社

と非支配株主の持分比率によって分割し、その一部が部分的に履行さ

れたものとみなせるような性質のものではないからである。このよう

に考えれば、新たな収益認識基準の下でも、引き続きダウン・スト

リーム取引にはA法を用い、アップ・ストリーム取引にはB法を用い

るべきと考えることもできる。

しかし、そもそも法的形式にとらわれずに経済的な実態を開示する
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観点から、構成企業同士の経済的結びつきを前提に作成される連結財

務諸表にとって、履行義務の充足といった法的側面を重視するアプ

ローチを取り込むことは、妥当な方法といえるのであろうか。前述の

とおり、履行義務の充足という点に着目すれば、親子会社間での取引

の際に履行された義務については、収益の認識基準を満たしているこ

とになる以上、消去を支持する別の根拠が必要となろう。

Ⅴ　むすびにかえて

以上、本稿では、連結財務諸表の作成にあたって、親子会社間で行

われる棚卸資産売買から生じる利益の消去方法について検討してきた。

企業集団の内部において行われた取引より生じた利益は、報告単位の

外部への棚卸資産の給付という実現主義の要件を充足しないことから、

「未実現利益」であるとして消去が求められた。川本（2002）では、投

下された資金の回収という観点から、連結上の利益の実現性に検討を

加えていたが、やはり実現主義については同様の理解に立っていた。

これに対して、今般企業会計基準公開草案第 61 号によって採用されよ

うとしている収益認識は、顧客との契約によって生じた履行義務の充

足を基礎とする。実現主義とは異なる収益認識基準が採用されれば、

連結会社間の取引によって生じた利益が「未実現」であったとしても、

もはやそれは消去する理由にならないであろう。報告単位である企業

集団の観点から見て、「履行義務を充足してない」と認められれば、消

去の必要性も生じる。しかし、履行義務の充足という取引の法的側面

を重視するアプローチは、経済的実体としての報告単位、すなわち企

業集団の財務報告を目的とした連結財務諸表には、必ずしもなじまな

いように思われる。企業集団の観点から履行義務の充足を検討し、利

益の消去方法を検討することは可能であろうが、前提としてそのよう

な検討をすること自体が妥当であるかを議論する必要があろう。

ちなみに、すでに IFRS15 によって新しい収益認識基準を採用して
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いる IFRSでは、IFRS10「連結財務諸表」において、「棚卸資産…の

ような資産に認識された集団内の取引の結果として生じた利益は、全

て消去する」（par.B86, （c））とされている。IFRSでは、A法またはB

法の採用を想定しているものと理解できるが（13）、IFRS15 の発効以前

から採用されている取扱いから変更がないため、新たな収益認識基準

と整合的な取扱いであるかについては明らかでないようにも思える

（むしろ本稿での検討内容に照らせば整合的ではないと考えられよう）。しかし、

IFRS15（par.5, （c））では、IFRS10 の範囲に含まれる契約上の権利ま

たは義務には適用されないという姿勢が明示されていることから、連

結会社間取引において連結会社が付加した利益の消去とその後の認識

については、IFRS15 によらない（IFRS15 発効前の）基準によることが

できるとも解釈できる。ただ、この場合には、販売元の連結会社と、

集団外部の顧客に販売を行う連結会社とで、異なる収益認識準が採用

されることになるという問題が生じる。他方、企業会計基準公開草案

第 61 号では、連結会社間取引によって生じた権利や義務が対象範囲か

ら除かれていない（par.3）。また、「対価と交換に企業の通常の営業活

動より生じたアウトプットである財又はサービスを得るために当該企

業と契約した当事者」（par.5）という顧客の定義をみても、連結会社間

取引における販売先の親会社または子会社を除外するような内容では

ない。したがって、このまま公開草案が確定基準となれば、日本基準

では連結会社間で生じる「未実現」の利益についても、新しい収益認

識に関する会計基準の考えに従って、消去の是非を再考する必要性が

生じることとなろう。

確かに、収益認識に関する包括的な会計基準を、国際的なそれと整

合的になるように開発すれば、比較可能性は高まるかもしれない。し

かし、伝統的な概念として整備されてきた実現主義を放棄することに

よる影響は十分に検討されていないように思われる。言うまでもなく、

国際的なコンバージェンスを達成すべく IFRSと整合的な処理を採用

する際には、それが現行の日本基準の体系に及ぼす影響についても十
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分に考慮されなければならない。

以上

（ 1） 近年では、投資のリスクからの解放と呼ばれる概念によって収益認識
が説明されることもあるが、企業会計基準委員会（2006、chap.4、par.58）
にもあるように、実現とリスクからの解放とは重複する部分もある類似の
考え方である。本稿の焦点は両者の厳密な意味での相違点にはなく、両者
を同じ考えとみても本稿の趣旨には変わりがないため、以下では実現主義
による収益認識を前提として議論を進めることとする。

（ 2） 棚卸資産売買からは損失が生じる可能性もあるため、厳密には未実現
損益と表記すべきだが、本稿の焦点は主として収益認識にあるため、未実
現利益に限定して検討を進める。

（ 3） この仕訳では、現行の日本基準の表示規定を前提とした財務諸表項目
名を用いている。現行の企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会
計基準」では、連結上の当期純利益が「親会社株主に帰属する当期純利
益」と「非支配株主に帰属する当期純利益」に分割されて表示される
（par.39）。
（ 4） 川本（2002）では、未実現利益の消去について、「…売却前の資産の
評価額が取得原価に据え置かれることによって、その資産に関する評価益
は年度利益から除かれることになる」（p.47）と述べている。

（ 5） 連結財務諸表作成要領以外にも、前掲した川本（2002、pp.48-49）や
伊藤（1998、pp.104-105）など、3通りの方法を取り上げている文献は多い。
いずれも表現に若干の差異はあるものの、3つの方法の内容については差
異はないため、本稿では連結財務諸表作成要領の記述を用いている。

（ 6） 非支配株主持分比率に相当する部分については、そもそも連結の対象
とすべきでないとする考え方もある（比例連結）が、本設例では、子会社
の財務諸表項目の総額を連結の対象とする、全部連結を前提としている。

（ 7） 連結基礎概念について詳細に整理している先行研究としては、高須
（1996）、山地（2000）、川本（2002）などが挙げられる。

（ 8） また、ダウン・ストリーム取引では親会社の帳簿に未実現利益が記録
されているため、A法が採用されるべきとの考えがFASB（1991）で示さ
れた点について、連結基礎概念によらず未実現利益の記録場所によって消
去方法を規定しようとすることも、やはり「予断であろう」と指摘してい
る（川本、2002、p.50）。

（ 9） ただし、川本（2002）では、連結基礎概念の議論にみられるような、
子会社への販売を子会社の株主（親会社株主および非支配株主）との間で
行われた取引であるかのようにみなす姿勢について、「一種の資本取引と
して処理を考える必要が出てくるように思われる」（p.52）としている。
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（10） この取扱いは、現行基準の前身である連結財務諸表原則が 1997 年に
改訂されたときから引き続き採用されているが、その改訂以前の実務では
アップ・ストリーム取引についてはA法、B法およびC法のそれぞれの
処理が採用されており、企業ごとに区々の取扱いとなっていたようである
（企業会計基準第 22 号、par.68）。
（11） 企業会計基準委員会（2006、chap.4、par.58）によれば、「…最も狭義
に解した『実現した成果』は、売却という事実に裏づけられた成果、すな
わち非貨幣性資産の貨幣性資産への転換という事実に裏づけられた成果と
して意味づけられることが多い」とされる。

（12） 収益認識に関する包括的な基準の開発に先立って、論点の整理と意見
の募集を行った企業会計基準委員会（2016）では、【設例 2】のように棚
卸資産販売と保守サービスの提供が一体となったような取引について、
「日本基準では、取引の会計処理単位への分割に関する一般的な定めはな
い」としている（par.41）。この点からも、契約書に記載の 12,000 千円を
まとめて実現収益として認識することになるものと考えられよう。

（13） トーマツ（2014、p.574）では、IFRS10 は「いずれの処理がより適切
かについて明示しておらず、実務上はいずれのアプローチも一般に採用さ
れている」としている。
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政党システムの制度化と政党競合の構造

荒　井　祐　介

1　問題の所在

2　新たに民主化した国の政党システムの特徴

3　政党システムの制度化とその測定方法

4　政党システムの競合構造とその測定方法

5　今後の展望

1 　問題の所在

政党システムの変化をめぐっては、1970 年代後半から西欧諸国を対

象に広く議論が展開されてきたが、近年は民主化の第 3 の波を通じて

中南米諸国や中東欧諸国で新たに形成された政党システムの変化につ

いても研究業績が蓄積されつつある。

後者の研究においては、一方で、既存の政党システム論の概念や分析

枠組み、理論、モデルを、民主化後の中南米諸国や中東欧諸国の政党

システムに適用する試みが行われている。例えば、社会的亀裂と政党

編成とを関連づけたリプセット（Seymour M. Lipset）とロッカン（Stein 

Rokkan）の分析枠組みを民主化後の中東欧諸国に適用した研究などがあ

る（Kitschelt 1995, Sitter 2002, McAllister and White 2005, Rohrschneider and 

Whitefi eld 2009）。これらの研究は、既存の概念や理論の適用・説明能力

の検定作業という一面を持つ。

他方では、民主化の第 3 の波によって新たに形成された政党システ

ムと西欧諸国の政党システムとの間には本質的な相違が存在し、それ

論　説

（
四
一
八
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ゆえ西欧諸国のコンテクストで構築されてきた既存の概念や理論を単

純に適用して分析することはできないとの指摘もある。この立場に立

つ研究者たちは、中南米諸国や中東欧諸国の政党システムの本質を理

解するには、既存の政党システム論で無視されてきた概念や次元に目

を向けることを主張する。そのなかでも注目すべき概念として、「政党

システムの制度化」（party system institutionalization）を挙げることがで

きる。西欧諸国を対象とした議論が安定していた政党システムからの

変化という視点に立つ一方で、民主化によって新たに形成された政党

システムに関する研究は、政党システムの制度化の程度に関心を向け

るべきだというのである。

本稿では、この政党システムの制度化という概念に焦点を合わせる。

政党システムの制度化は、新たに民主化した国の政党システムに関す

る研究の中で提起され発展してきた概念ではあるが、政党間の相互作

用パターンの安定化（ないし不安定化）という視点から捉えるならば、

西欧諸国の政党システム研究とも接合する可能性を持っており、政党

システム論全体を豊饒化することにつながると思われる。

本稿の議論は以下のように展開する。まず、第 2 節において、新た

に形成された政党システムと西欧諸国の政党システムとの相違を論じ

る。それぞれの政党システムについて、形成および発展の歴史的背景、

政党や政治家の行動や構造、政党間の相互作用の方法などの相違を無

視して同一の概念や理論、分析枠組みを単純に適用することは、研究

方法としての適切さに疑問符が付かざるをえないであろう。そこで、

本稿では、ポスト共産主義諸国と西欧諸国の比較考察を行ったメア

（Peter Mair）の議論を概観し、それぞれの政党システムは、民主化過程、

選挙民および政党、政党競合のコンテクストという 3 つの面で、大き

な相違を見せている点を明らかにする。

第 3 節では、政党システムの制度化の概念について整理した上で、

政党システムの制度化という事象に含まれる諸次元について、メイン

ウォリング（Scott Mainwaring）らの議論を中心に論じる。メインウォリ

（
四
一
七
）
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ングらは、政党システムの制度化に関する 4 つの次元として、「政党間

競合」、「政党－有権者関係」、「政党の正統性」、「政党組織」を挙げて

いる。さらに、これらの次元をどのように測定するのかという点につ

いても議論する。

第 4 節では、メインウォリングらが挙げた政党システムの制度化の 4

次元のうち、政党間競合の次元に注目することで、西欧民主主義国と

新たに民主化した国の双方の政党システムを同じ分析枠組みで考察す

る可能性が開かれる点を議論する。ここで議論の中心に取り上げるの

は、メアが提起した「政党競合の構造」（structures of competition）とい

う枠組みである。メアは、「政権交代のパターン」、「代替政権公式の革

新性と不変性」、「いずれの政党が統治するのか」という 3 つの次元か

ら政党競合の構造を閉鎖的構造と開放的構造とに分類している。この

節では、政党競合の構造の各次元について概観した後、それぞれの次

元の測定方法に関する議論についても検討を加える。

2 　新たに民主化した国の政党システムの特徴

ラテンアメリカや中東欧の国々の政党システムの研究では、しばし

ば、これらの国の政治的状況と西欧の政治的状況の間には大きな相違

が存在しており、これらの相違を踏まえた上で政党システムを論じる

ことが必要であるとの主張がなされている。では、新たに民主化した

国々と西欧諸国との間にはどのような相違が存在しているのであろう

か。

ここでは、ポスト共産主義諸国と西欧諸国の相違を論じたメアの議

論を概観する。メアは、民主化過程、有権者と政党、政党競合のコン

テクストという 3 つの面から、ポスト共産主義諸国と西欧諸国の政党

システムの相違を論じている（Mair 1997: 175-198）。

⑴　民主化過程の相違

ポスト共産主義諸国と西欧諸国の政治的状況の第 1 の相違は、民主

（
四
一
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化過程の相違である。19 世紀から 20 世紀初頭にかけての西欧諸国の民

主化は、普通選挙権の拡大と選挙政治の定着によって、すでに存在し

ていた政治システムが次第に開放されていく過程であった。それに対

して、共産主義体制の崩壊の結果としての民主化では、政治システム

の完全な再構築が必要とされた。

別の表現をすれば、西欧諸国の民主化とは、すでに政治的競合の原

則やルールが確立しているところに新たに選挙権を獲得した市民の参

加が増大する過程であり、ポスト共産主義国の民主化は、すでに市民

の政治参加が達成されているところに新たに政治的競合の原則やルー

ルを確立するというものである。すでに大衆政治が実現している中で、

政治システムを再構築し、かつ政治的競合のルールを確立しなければ

ならないのであり、このことが政治エリートや政党の競合のあり方に

相違をもたらしている。

西欧諸国の民主化は、システムの外側にいた人々が公式に編入され、

それらの人々が選挙競争に動員され、さらに全国組織として設立され

た政党が地方レベルにまで浸透するという長期的な過程であった。そ

の中で、大衆政党が登場し、ほとんどの部門の市民を組織的に動員す

ることで、政党システムは凍結されるに至った。しかし、ポスト共産

主義諸国の政党システムは、市民の編入や選挙動員といった段階が

（前体制において）すでに達成された上で新たに形成された。

⑵　有権者および政党の相違

第 2 の相違は、有権者と政党の相違である。まず、有権者の相違で

あるが、ポスト共産主義諸国の有権者は、西欧諸国の有権者に比べて

明らかに流動的である。ポスト共産主義諸国の有権者が流動的である

理由の1つは、彼らが強力な亀裂構造に下支えされていないからである。

このことはもちろん、彼らが完全に同質的であるということを意味す

るものではなく、社会階層や職業、民族などに基づく社会的分断も確

認されており、またそれらの分断と政党との結びつきも見出すことが

（
四
一
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できる。しかしながら、社会的流動性の高さや、これらの社会的分断

に対するアイデンティティの弱さを考えると、ポスト共産主義諸国に

安定的な有権者編成がもたらされるとは考えにくい。さらに言えば、

亀裂構造が有権者を構造化させるには長い時間が必要であり、政党シ

ステムの形成初期というのは最も有権者が不安定な段階でもある。

次に政党の相違である。西欧諸国において亀裂構造が有権者編成の

安定化をもたらすというとき、そこには集合的な政治的アイデンティ

ティと組織的ネットワークが伴う（Mair 2006）。社会的亀裂に沿った集

合的な政治的アイデンティティを有する有権者集団は、政党などの組

織的ネットワークによって安定的で強固な党派的ブロックへと編成さ

れる。その意味で、西欧諸国の政党は社会の中に強固に根付いている。

それに対して、ポスト共産主義諸国の政党は、大衆を動員するため

の強力な党組織の構築にあまり熱心ではない。大衆政党のような政党

タイプがあまり発達せずに、エリート主導型の政党タイプが維持され

続けている。

ポスト共産主義諸国の政党が大衆政党化しない理由として、大規模

な党員を抱えなくても政治的資源を獲得できるという点を指摘できる。

多くのポスト共産主義諸国は政党への公的助成制度を導入している。

それゆえ、党員からの党費や人的資源を集めることなく、政治資金や

メディアへのアクセス、公的スタッフなどを獲得することが可能にな

り、政治エリートは、大規模な党員を抱えることが逆に党の運営や政

策決定の障害になると考えるようになる（Scarrow 1994）。

⑶　政党競合のコンテクストの相違

第 3 の相違として、政党競合のコンテクストの相違がある。まず、

政治的エリートの行動が異なっている。ポスト共産主義諸国の政治エ

リートは、党組織への忠誠心や関与の度合いが低い傾向がある。また、

ポスト共産主義諸国の政党のほとんどは民主化の過程で設立された新

しい政党であり、有権者の間で確固とした地位と正統性をまだ確立で

（
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一
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きていない政党も多い。そのような政党は、政治エリートの党内対立

に対して組織としての断固とした制裁を加えることができない。また、

既存政党のほとんどが民主化過程で設立された新政党であるというこ

とは、新しい政党が既存政党とほぼ同じ位置に立てるということであ

り、新党参入の障壁が低いことを意味する。それゆえ、政治エリート

は、党内での対立を解決したり自身の政治的利得を獲得する方法とし

て、離党して新党を立ち上げたり、他の政党に合流するという選択肢

を選びやすくなり、政党の離合集散や新党の参入が頻繁に起きること

になる。

政党競合のコンテクストのもう 1 つの相違として、制度的構造の変

更の頻度という点がある。西欧諸国では、政党競合の制度的枠組みに

関連する憲法・法律や選挙制度などが大幅に変更されることはあまり

ない。対照的に、ポスト共産主義諸国では、政治システムの全面的な

再構築が必要であるがゆえに、制度的枠組みも政党競合の争点となる。

制度的枠組みは政党競合というゲームのルールであり、いずれの制度

を採用するかによって政党の命運は大きく左右される。そのため、例

えば、度重なる憲法や法律の修正が行われたり、選挙制度の変更をめ

ぐる絶え間ない争いが展開されることになる。

3 　政党システムの制度化とその測定方法

前節で述べたように、新たに民主化した国々の政党政治を取り巻く

環境は西欧諸国のそれとは大きく異なる特徴を示しており、西欧のコ

ンテクストで発展してきた政党システムの分析枠組みやモデルでは、

これらの国の政党システムの本質を十分に把握できないとの認識が共

有されつつある。それゆえ、中南米や中東欧の政党および政党システ

ムの研究者たちは、新たに民主化した国の政党システムの本質や重要

な相違を把握するために、これまでの政党システム研究で等閑に付さ

れてきた政党システムの制度化という次元に焦点を合わせている。
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⑴　政党システムの制度化の概念

政党システムの制度化とはどのような概念なのか。ここでは、政党

システムの制度化に関する議論を主導してきたメインウォリングらの

議論を概観する（Mainwaring and Scully 1995, Mainwaring and Trocal 2006）。

メインウォリングらの政党システムの制度化という議論は、もともと

中南米諸国の政党システムに関する研究で提起されたものであるが、

その後には中東欧諸国の政党システムにも適用を試みている

（Mainwaring and Zocco 2007）

一般に制度化とは、ある慣例や組織が定着し、それが広く知られる

ようになる過程である（たとえ普遍的に受け入れらないとしても）。アク

ターは、この慣例や組織が予見可能な将来においても広く普及してい

るという見通しに基づいて、期待と志向性を持つようになり、そして

実際の行動を行う。

この制度化の概念規定に従えば、制度化された政党システムとは、

政治的アクターが、政党の行動・競合の基本的な形勢やルールが予見

可能な将来においても広く浸透しているという見通しに基づいて、期

待を抱き、行動を展開する政党システムであるといえる。制度化され

た政党システムは、いずれの政党が主要政党であり、それら主要政党

がどのような行動を取るのかという点で安定性を示す。

⑵　政党システムの制度化の 4つの次元

メインウォリングらは、政党システムの制度化には 4 つの次元が含

まれるとしている。これら 4 つの次元は、政党システムが制度化する

ための前提条件というよりも、むしろ制度化の程度を測る指標のよう

な性質のものである。

第 1 に、制度化された政党システムは、安定的で規則性のある政党

間競合のパターンを示す。また、政党間競合のパターンが安定してい

るということは、主要政党の参入と退出がそれほど頻繁には起こらな

いということも意味する。

（
四
一
二
）
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第 2 に、制度化された政党システムでは、政党は社会に強固に根付

いており、有権者は政党への強い結びつきを有する。政党が社会に強

く根付くことで、選挙における政党間競合にも規則性がもたらされる。

その意味で、第 1 の次元と第 2 の次元は、分析的には区別されるが、

相関関係にあるといえる。

第 3 に、制度化された政党システムでは、政治的アクターは、政党

および政党間競合の正統性を容認している。政治的アクターたちは、

たとえ特定の政党に批判的であったり、政党一般に対して懐疑的で

あったとしても、政党を民主主義に必要不可欠の要素であると見なし

ている。

第 4 に、制度化された政党システムにおいては、組織としての政党

が確固とした地位と価値を確立している。換言すれば、野心をもった

指導者が組織としての政党を意のままに牛耳るようなことはない。こ

れは政党の制度化とも表現できる次元で、政党の組織構造が確立され、

影響力の及ぶ範囲も広範で、十分な政治的資源を確保できている状態

である。組織としての政党が確立されることで、不満を持つ政治エ

リートが離党したり、他の政党と頻繁に離合集散を繰り返したり、あ

るいは新党を立ち上げたりする機会は減ることになり、政党システム

の制度化の程度は高くなる。

これら 4 つの次元を簡潔に纏めれば、①政党間競合、②政党－有権

者関係、③政党の正統性、④組織としての政党という 4 つの次元であ

るといえよう。すなわち、厳密な意味で政党間関係に言及する次元と

いうのは第 1 の次元だけであり、第 2 の次元と第 4 の次元は個々の政

党に関する次元、第 3 の次元は政治エリートの政治文化に関する次元

である。

⑶　政党システムの制度化の測定方法

次に、上で挙げた 4 つの次元における制度化の程度を測定する方法に

ついて概観する。第 1 の政党間競合の次元は、ペデルセンの選挙ヴォラ

（
四
一
一
）
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ティリティを用いて測定される（Pedersen 1979, 1983）。選挙ヴォラティ

リティの値が低ければ、政党間の競合は安定しており、制度化の程度

も高いとされる。

ヴォラティリティは、2 回の連続する選挙の間での正味の有権者変化

として定義され、変化現象に直接言及するものであるが、その帰結を

示すものではない。その測定方法は、ある選挙（t）と前回選挙（t － 1）

の各党の得票率の変動を足し合わせ、それを 2 で割ることによって求

められる。あるいはもっと単純に、ある選挙と前回選挙とを比べて得

票率を伸ばした全政党の得票率増加分を合計することでも求められる。

ヴォラティリティの計算方法は以下のように表わせる。

t 回目の選挙の政党 i の得票率を Pi,t とすると、政党 i の前回選挙か

らの勢力変化は、

ΔPi,t＝Pi,t－Pi,t－1

となる。このとき、2 回の選挙における正味の変化の合計（total net 

change）は次のように表わせる。n は 2 回の選挙で競合する政党の数を

表わす。

TNCt＝
n

i＝1
  ΔPi,t 

0 TNCt 200

正味の有権者変化であるヴォラティリティは、TNCt に 1/2 を乗ずる

ことで求められる。

Vt＝
1
2

n

i＝1
  ΔPi,t  

0 Vt 100

第 2 の政党－有権者関係の次元に関しては、いくつかの測定方法が

提起されている。まず、大統領選挙での得票率と下院での議席率の相

（
四
一
〇
）
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違に着目する方法がある。各政党の下院での議席率と自党の大統領候

補者の得票率とを比較し、その差を測定する。大統領選挙に政党が連

合して候補者を擁立する場合には、その政党連合全体の下院での議席

率を比較対象とする。この相違が小さければ、有権者は候補者ではな

く政党ラベルを基準にして投票していると考えられ、政党と有権者と

の紐帯が存在していると想定される。

似たような測定方法として、大統領選挙における外部候補者

（outsider presidential candidates）の得票率を調べる方法も提起されている。

これらの外部候補者が高い得票率を獲得するならば、有権者は政党ラ

ベルではなく候補者に基づいて投票を行っていることになり、政党と

有権者の結びつきが脆弱であることの傍証になる。外部候補者を操作

的に規定すると、無所属の候補者、あるいは、前回の下院議院選挙で

得票率が 5％以下でなおかつこれまでの大統領選挙に候補者を立ててい

ない政党の候補者とされる。

また、長期に渡って存続している政党は特定の社会的集団から長期

的な支持調達に成功していると考えられることから、政党が存続して

きた期間も、政党－有権者関係を測定する指標として利用できるとい

う。

第 3 の政党の正統性を測定するデータとして最も良いのは、世論調

査のデータである。しかしながら、新たに民主化した国においては、

必ずしも信頼できる世論調査のデータが入手できるとは限らない。そ

れゆえ、各国の政治についての専門家の判断や分析を測定の基礎材料

にすることも多くなる。

第 4 の政党組織の次元については、党内生活に関する詳細な分析に

依拠することになるが、この種の研究の蓄積はまだ少ない。政党の制

度化の 1 つの指標として、政党の規律（discipline）と凝集性（cohesion）

を挙げる研究もある（Randall and Svåsand 2002）。組織としての政党が確

立され、固い規律と凝集性を備えるようになれば、不満を持つ政治的

エリートが離党したり、新党を立ち上げる機会は低減することになる。

（
四
〇
九
）
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⑷　選挙ヴォラティリティの問題点

上で見たように、政党システムの制度化の程度は、4 つの次元から測

ることができる。ただし、実際のところ、中南米諸国や中東欧諸国の

政党システムの制度化に関する研究では、第 1 の次元が取り上げられ

ることが多い。換言すれば、政党システムの制度化を測る指標として、

ペデルセンの選挙ヴォラティリティが取り上げられることが多い。

メインウォリングらは、選挙ヴォラティリティによって、政党間競

合のパターンの安定性を測ることができるとしている。しかし、選挙

ヴォラティリティという指標では、政党間競合のパターンの安定性を

測ることはできないように思われる。

選挙ヴォラティリティは、連続する 2 回の選挙で各党が獲得したア

グリゲートな票に基づいて算出される。それゆえ、選挙ヴォラティリ

ティの値が示しているのは、投票者が 2 回の連続する選挙で同じ政党

に票を投じる傾向（ないし異なる政党に票を投じる傾向）である。端的に

言えば、選挙ヴォラティリティ自体は政党間の関係性について何も語

らない。

選挙ヴォラティリティが低いときには政党間競合のパターンは安定

しており、高いときには政党間競合のパターンは不安定であるという

とき、そこには次のような推論が見て取れる。前者について、選挙

ヴォラティリティが低いということは、有権者は政党と固く結びつい

ていて、投票行動も固定化されているということである。政党－有権

者関係が固定化されているときには、選挙結果の予測可能性も高くな

り、政党間競合も安定的で規則的なものとなる。この推論は妥当性が

高いように思われる。

他方で、選挙ヴォラティリティが高いということは、政党と有権者

の間に固定的な結びつきが見られず、有権者の投票行動が流動的だと

いうことである。そのような選挙結果の予測可能性が低い状況では、

政治エリートたちの行動は不安定になり（離党や新党設立の政治的コスト

が低下する）、政党間競合のパターンも流動的なものになると推論され

（
四
〇
八
）
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る。

しかし、本当にそうであろうか。選挙ヴォラティリティが高いとい

うことは、確かに、有権者の投票行動が流動的であり、政党と有権者

の結びつきが脆弱なものであるということを示しているかもしれない。

だが、そうであったとしても、政党間の競合関係が安定しているケー

スも実際には存在する。主要政党の得票には大きな変化がなく競合関

係も安定している一方で、それ以外の小政党の得票の増減が大きかっ

たり離合集散が激しいとき、当然ながら選挙ヴォラティリティの値は

一定の高さに上昇することになる。

要するに、選挙ヴォラティリティの値から投票行動の流動性が示さ

れたとしても、政党競合が安定したパターンとなっている可能性は十

分に考えられるのである。

4 　政党システムの競合構造とその測定方法

⑴　政党システムの制度化と政党競合の構造

メインウォリングらによる政党システムの制度化の議論を見てきた

が、ここで改めて政党システムという概念との関係を考えてみよう。

政党システムは、「システム」概念を踏まえるならば、「政党間競合か

ら生まれる相互作用のシステム」（Sartori 1976: 44）と定義することがで

きる（荒井 2017）。政党システムをそのように定義するならば、政党シ

ステムの制度化の次元のうち中心をなすのは、第 1 の次元であると考

えることができる。

政党間競合の次元に焦点を合わせて政党システムの制度化を改めて

定義すると、次のようになるであろう。すなわち、政党システムの制

度化とは、政党間相互作用の特定のパターンが繰り返され、予測可能

性を高め、そして安定化する過程である。別の言い方をすれば、政党

システムは、諸政党が標準化され構造化された方法によって競合する

ときに制度化されるのである。

政党システムの制度化と政党競合の関係を考える場合、メアの提起

（
四
〇
七
）
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した「政党システムの競合の構造」を議論の出発点に位置づけること

ができる（Mair 1997:199-223）。メアは、政党間の競合の構造という観点

から政党システムを閉鎖的（closed）な政党システムと開放的（open）な

政党システムに分類しているが、開放的な政党システムとは構造強化

の程度が低く、閉鎖性またはシステム性を欠いている政党システムで

ある。それゆえ、開放的な政党システムとは制度化の程度の低い政党

システムであり、閉鎖的な政党システムとは制度化の程度の高い政党

システムであると理解することができる。実際に、メアは、中東欧諸

国やラテンアメリカ諸国の政党システムはまさにこの開放的な政党シ

ステムであり、これらの政党システムは、強固化が進み閉鎖性を獲得

することで、閉鎖的な政党システムへ移行するであろうと述べている。

メアは、政党競合の構造こそが政党システムの最も重要な側面であ

ると考え、①政権交代のパターン、②代替政権公式の革新性と不変性、

③いずれの政党が統治するのか、という 3 つの次元から、閉鎖的な政

党システムと開放的な政党システムとを分類する。

⑵　政党競合の構造の 3つの次元

第 1 の次元である政権交代のパターンとして、以下の 3 つのパター

ンが挙げられる。第 1 のパターンは、「完全な政権交代」である。完全

な政権交代においては、現在政権の座にある政党のセットが、野党の

セットに完全に取って代わられる。第 2 のパターンは、「部分的な政権

交代」である。この政権交代では、現政権の中に、前政権を構成して

いた政党の少なくとも 1 つの政党が含まれている。第 3 のパターンは、

「政権交代なし」である。このパターンは、政権交代が完全に欠如して

おり、同じ政党ないし政党連合が長期にわたり政権を独占的に支配し

続ける。

第 2 の次元は、代替政権の公式である。政権を形成する政党の組み

合わせが常に同一の「不変的」なパターンなのか、それとも新しい政

権の組み合わせがしばしば起きるような「革新的」なパターンなのか

（
四
〇
六
）

13



政
党
シ
ス
テ
ム
の
制
度
化
と
政
党
競
合
の
構
造
（
荒
井
）

一
一
一

ということである。

例えば、イギリスでは、第 2 次世界大戦時の大連合以降は、2010 年

の保守党・自由党の連立政権を除けば、新しい政権公式が実現してい

ない。アイルランドでも政権公式は常にありきたりの組み合わせであ

る。それゆえ、両国の政党システムの代替政権の公式は不変的である。

代替政権の公式が革新的になる（つまり新しい政権の組み合わせがしばし

ば起きる）可能性が最も高いのは、部分的な政権交代のパターンにおい

てである。イタリアでは、キリスト教民主党の長期的な支配にもかか

わらず、新しい連合がしばしば結成されている。オランダにおいても、

カトリック人民党、後のキリスト教民主アピールが継続的に政権に存

在したにもかかわらず、新たな政党の組み合わせが形成されてきた。

政権参加の経験のない政党が政権に加わるときは、明らかに革新的な

公式と見なすことができる。また、政権参加の経験のある政党が再び

政権に就く場合でも、その組み合わせが新しいものである場合には、

それは革新的な公式と見なされる。

第 3 の次元は、政権へのアクセスを獲得する政党の範囲に関連する。

政権へのアクセスが広範に分散されているのか、あるいは狭い範囲に

限定されているのかということである。つまり、政権への参加の可能

性があらゆる政党に存在しているのか、それとも特定の政党が常に政

権から排除されているのかという違いである。

統治をめぐる競合から排除される政党は、必ずしも反体制政党であ

るとは限らない。ここでの基準は、実際にアウトサイダーとして扱わ

れている政党が存在するのか否か、システム内の他の政党から許容し

えない政党と見なされている政党が存在するか否か、という点である。

⑶　閉鎖的構造と開放的構造

以上の 3 つの次元を組み合わせることにより、政党の競合構造にお

ける 2 つの対照的なパターンが導出される。相対的に閉鎖的な競合構

造をもつ政党システムと、開放的な競合構造をもつ政党システムであ

（
四
〇
五
）
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る。前者には高い予測可能性が見られるが、後者の予測可能性は極め

て低い。

閉鎖的構造をもつ政党システムは、例えば、イギリスやニュージー

ランドの政党システムである。両国の政党システムは、完全な政権交

代、代替政権の公式の不変性、そして与党と政権担当能力のある野党

という 2 政党の存在により特徴づけられる。

開放的構造をもつ政党システムは、例えば、戦後のオランダやデン

マークの政党システムである。オランダの場合、カトリック人民党、

後のキリスト教民主アピールが長期的に政権内に存続したことで若干

の予測可能性が見られたこともあり、その意味で、少なくとも部分的

には閉鎖的構造であった。デンマークの場合も、進歩党と社会主義人

民党が政権から永続的に排除された結果として若干の予測可能性が見

られたので、部分的に閉鎖的構造であった。

閉鎖的な競合構造の発展は、政党の戦略に大きく依存している。政

権参加の経験を持つ諸政党が、革新的な政権公式の実験に反対し、政

権に新しい政党が加わることを阻止する戦略を採ることにより、政党

システムの閉鎖的な構造は発展することになる。

また、競合の構造が閉鎖性を獲得するには、政党間の競合・協調に

おける規範や協定が必要になる。その意味において、競合の構造の閉

鎖性は明らかに時間の関数であり、新たに形成されたばかりの政党シ

ステムを特徴づけるものと見なすことはできない。

表 1　政党競合の構造

次元
政党競合の構造

閉鎖的 開放的

政権交代のパターン
完全な政権交代
政権交代なし

部分的な政権交代

代替政権の公式 不変的 革新的
政権へのアクセス 狭い範囲に限定 広い範囲に開放

出所　Mair（1996: 95）

（
四
〇
四
）
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⑷　政党競合の構造の測定方法

いま見てきたように、政党システムの競合の構造という議論は、政

党システムの制度化の次元のうち政党間競合の次元に焦点を合わせた

議論として位置づけることができる。では、この政党競合の構造はど

のように測定することができるのであろうか。

メアの当初の議論では、政党競合の構造のいずれの次元においても、

二分法的な測定方法が示唆されていた。すなわち、政権交代のパター

ンが「完全な政権交代または政権交代なし」と「部分的な政権交代」

のどちらなのか、代替政権の公式が「不変的」と「革新的」のどちら

なのか、政権へのアクセスが「狭い範囲に限定」されているのか「広

い範囲に開放」されているのか、というかたちで把握されている。メ

アらは、その後、政党競合の構造における変化の程度を連続的変数で

測定する方法を提起している（Mair 2007; Casal Bértoa and Mair 2010）。

ここで、その連続的変数による測定方法について見ておこう。

まず、政権交代のパターンを測定する方法として、大臣ポストの

ヴォラティリティを算出する方法が提案される。すなわち、大臣ポス

トの入れ替わりをペデルセンが提案したヴォラティリティによって数

値化するのである。具体的には、政権が変わった際の与党各党の大臣

ポスト（首相も含め）の純増減率を足し合わせ、それを 2 で割ることに

よって求める。メアらは、これを政権交代指標（index of governmental 

alternation: IGA）と呼ぶ。例えば、二党制において、政党 A による単独

政権が政党 B による単独政権に取って代わられた場合、IGA は 100 と

なる。ある連立政権で政党 A が 60％、政党 B が 40％の大臣ポストを

保有していたとして、政権交代により新しい連立政権が生まれ、政党

A が 30％、政党 C が 70％の大臣ポストを保有することになった場合、

IGA は 70 となる。

第 2 の次元である代替政権の公式については、一定の期間における

全政権のうち、革新的な公式の政権がどのくらいの比率であったのか

で測定され、革新的代替指標（index of innovative alternative: IIA）と呼ば

（
四
〇
三
）
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れる。この測定方法は、個別政権についての値ではなく、対象とする

期間全体についての値を算出するものである。なお、この指標におけ

る革新的公式の政権とは、これまでに同じ政党の組み合わせで政権を

担ったことがないものを指す。たとえば、ある政党が以前に他党と連

立により政権を形成した経験を持つとして、その政党が単独で政権を

担うことになった場合、その単独政権は革新的公式としてカウントさ

れる。

最後に、第 3 の次元である政権へのアクセスの測定である。この次

元の指標は、政権が変わる際に政権に未参加の政党がどの程度含まれ

るかを測るもので、開放度指標（index of openness: IO）と呼ばれる。具

体的な測定方法は、新たに政権に参加する政党の数を、政権参加政党

の総数で割ることで算出する。

5 　今後の展望

民主化の第 3 の波によって新たに形成された政党システムの研究に

おいて、西欧諸国の政党システム研究で用いられてきた概念や理論を

単純に適用して分析しても本質的な理解に到達できないとの主張から、

独自の概念や理論が提示されてきた。本稿では、そのなかでもとくに、

メインウォリングらが主導して提起された政党システムの制度化とい

う概念に注目し概観してきた。そして、政党システムの制度化という

概念は、そこに含まれる 4 つの次元のうち政党間競合の制度化という

次元に注目するならば、メアの政党競合の構造と接合可能であること

を述べてきた。すなわち、政党システムの競合の構造という分析枠組

みを用いることで、西欧諸国の政党システムと新たに形成された政党

システムとを同一の基準によって比較できる可能性が開かれるのであ

る。

今後の展望として、政党間競合の制度化だけでなく、政党の制度化

についても検討する必要があると思われる。メインウォリングらは、

政党システムの制度化の次元として、政党－有権者関係（第 2 の次元）

（
四
〇
二
）
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と組織としての政党（第 4 の次元）という次元を指摘しているが、この

2 つの次元は政党の制度化の次元と表現できる。政党の制度化と政党間

競合の構造との関係については、メアが指摘するように、政党間競合

の構造が閉鎖的となる、すなわち政党システムの制度化が高くなるか

否かは、政党の戦略に大きく依存する。政党が、有権者とどのように

結びつくのか、他党との関係（とくに政権形成をめぐる関係）をどのよう

に考えるのか、そして組織としての政党をどのように構築するのかと

いった点は、政党組織論の分析対象である。

ここで指摘すべきは、メインウォリングらの想定している政党の制

度化が大衆政党化を意味していることである。メインウォリングらに

よれば、制度化された政党システムでは、政党は社会に強固に根付い

ており、政党と有権者の間にはイデオロギーや綱領を媒介とした強い

紐帯が存在する。また、組織としての政党が確固とした地位と価値を

確立しており、野心をもった指導者が組織としての政党を意のままに

牛耳るようなことはない。政党は確固とした党組織構造を整備し、影

響力の及ぶ範囲も広範で、十分な政治的資源も確保可能である。これ

らは、まさに大衆政党が備えている特徴である。

しかし、政党の制度化を大衆政党化と想定することは、果たして妥

当なのであろうか。新たに民主化した国の政治的状況や制度的環境を

鑑みると、メアが論じたように、大衆政党化へのインセンティブは極

めて低く、実際のところ、これらの国の政党は、党派性は弱いが選挙

でのリンケージは強い、党員の重要性が低い、党運営の専門家と党指

導者が優越的な立場にある、そして公的助成への依存が高いといった

特徴が見出せる。これらの特徴は、大衆政党のものではなく、むしろ

近年の西欧諸国の政党に見られつつある特徴である（Katz and Mair 

1995, 2002; Panebianco 1988; Poguntke and Webb 2005）。新たに民主化した

国の政党は、西欧諸国の政党が辿った発展経路を順次経ることなく、

今日の西欧で見られる政党タイプに近い性格を有しているのである

（Biezen 2005）。

（
四
〇
一
）
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このことは、政党システムの制度化を考える際に大きな意味をもつ。

上で述べたように、西欧における政党システムの制度化（凍結化あるい

は構造化）では、大衆政党が決定的な役割を果たした。大衆政党がほと

んどの部門の有権者を動員・構造化して安定した党派的ブロックを築

き上げることで、政党選択肢がほぼ固定化され、政党間競合にも一定

のパターンが確立された。このように政党間競合に一定のパターンが

確立した上で、政党は次第に大衆政党タイプから包括政党、選挙プロ

フェッショナル政党（Panebianco 1988）、あるいはカルテル政党（Katz 

and Mair 1995）へと変化していった。

それに対して、新たに民主化した国の政党は、その設立の当初から、

国家内の一機関としての性格を持ち、現在でもその特徴を維持してい

る（Biezen 2005: 169）。これらの政党は、有権者との間にイデオロギー

や綱領を媒介にした強固な紐帯を構築せずに、むしろ選挙での有権者

の動員を重視する。このような政党が政党間競合に安定したパターン

をもたらすことができるのか。可能であるとすれば、どのようなメカ

ニズムで制度化が実現するのか。

したがって、今後の政党システム論が取り組むべき課題として、政

党の制度化についての理論的精緻化を進め、政党の制度化と政党シス

テムの制度化を体系的に把握する分析枠組みを構築する作業が挙げら

れるであろう。
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